
道
路
局
課
長
エ
ッ
セ
イ
皿
r十
.･七
歳
の
“地
図
-
道
路
局
道
路
総
務
課
長

倉
林

公
夫

1

特

集
/
冬
期
の
道
路
管
理

冬
期
似の
安
全-を
“辿道
路
州-父
め通
鳰確
保
“
道
路
局
企
画
課
道
路
防
災
対
策
室
防
災
第
ニ
係
長

前
佛

和
秀

3

高
速
道
路
の
雪
氷
対
策

J
H
日
本
道
路
公
団
保
全
交
通
部
保
全
第
一
課
課
長
代
理

同

保
全
交

通
部
保
全
企

画
課

道
路
局
企
画
課
道
路
防
災
対
策
室
防
災
第
二
係
長

前
…佛

和
秀

3

路
公
団
保
全
交
通
部
保
全
第
一
課
課
長
代
理

藤
…間

秀
之

保
全
交

通
部
保
全
企

画
課

茂
利

優
二

8

北
海
道
土
木
部
道
路
課
主
査
父
･季
対
策
)

中
谷

登

総

東
北
地
方
建
設
局
道
路
部
道
路
管
理
課
長

音
一
…

道
治

銘

冬
期
路
面
管
理
の
充
実
に
向
け
て

北
海
道
土
木
部
道
路
課
主
査
父
季
対
策
)

中
谷

登

16

冬
期
の
道
路
交
通
対
策
に
つ
い
て

東
北
地
方
建
設
局
道
路
部
道
路
管
理
課
長

菅
原

道
治

“

冬
期
の
道
路
管
理
･
北
陸
の
現
場
特
性

北
陸
地
方
建
設
局
道
路
部
道
路
管
理
課

始

冬
期
の
道
路
管
理
に
つ
い
て

鳥
取
県
土
木
部
道
路
課
長

丸
岡

耕
平

卸

冬
期
の
道
路
管
理
に
関
す
る
裁
判
例

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

斜

道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
の
改
正
に
つ
い
て

道
路
法
令
研
究
会
獨

公
共
用
地
等
の
先
行
取
得
対
策
に
つ
い
て

建
設
経
済
局
調
整
課
公
共
用
地
係
長

金
子

清
貴

"

〔判
例
速
報
〕
最
近
言
渡
さ
れ
た
二
つ
の
行
政
事
件
の
判
決
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

即

表紙について :道路の附属物 (並木、 街灯、 里程標、 道路標識) をデザインしました。

‐=
"“･
--……
…二
･
■‐

'=
……‐

一
般
国
道
四
六
号

｢仙
岩
道
路
｣
と
仙
岩
ト
ン
ネ
ル
防
災
訓
練

東
北
地
方
建
設
局
道
路
部
路
政
課

M

道路行政セミ宇瞳

シ
リ
ー
ズ
/
あ
の
道

こ
の
道

洋
上
国
道
五
八
号

鹿
児
島
県
土
木
部
道
路
維
持
課
技
術
補
佐

東

英
雄

田

伊
予
の
道
事
古
道
か
ら
の
旅
立
ち
･ー
･
愛
媛
県
土
木
部
道
路
局
道
路
維
持
課

邱

圏
時
･
時
･
時
ー
:

74

本
誌
の
掲
載
文
は
、
執
筆
者
が
個
人
の
責
任
に
お

…

一
い
て
自
由
に
書
く
建
前
を
と
っ
て
お
り
ま
す
。
し
た

一

ー
が
っ
て
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
個
人
の
見
解
で
す
。

-

ー
ま
た
肩
書
等
は
原
稿
執
筆
時
お
よ
び
座
談
会
等
実
施

…

…時
の
も
の
で
す
。



無
期
⑭
嫌
全
怠
道
路
秦
週
確
保

建
設
省
道
路
局
企
画
課
道
路
防
災
対
策
室
防
災
第
二
係
長

前
…嵐佛W

　　
　
　
　　
　

一
は
じ
め
に

国
土
面
積
の
約
六
割
、
人
ロ
の
約
二
割
を
占
め
る
積
雪

寒
冷
特
別
地
域
に
お
け
る
生
活
の
安
定
を
確
保
し
、
地
域

の
振
興
を
図
る
と
と
も
に
、
国
民
に
広
く
諸
活
動
の
場
を

提
供
す
る
た
め
、
現
在
平
成
五
年
度
を
初
年
度
す
る
第
ゆ

次
積
雪
寒
冷
特
別
地
域
道
路
交
通
確
保
五
箇
年
計
画
に
基

づ
き
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
冬
期
道
路
交
通
対

策
を
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
禁
止
後
、
ス
タ
ッ
ド
レ
ス
タ

イ
ヤ
へ
の
移
行
に
伴
い
、
以
前
よ
り
も
滑
り
や
す
い
凍
結

路
面
が
都
市
内
の
交
差
点
等
に
お
い
て
頻
繁
に
発
生
し
、

道
路
交
通
に
大
き
な
支
障
と
な
っ
て
い
る
。
安
全
な
道
路

交
通
を
確
保
す
る
た
め
、
現
在
、
こ
の
凍
結
路
面
対
策
を

重
点
に
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二

雪
国
に
お
け
る
道
路
交
通

印

雪
害
に
よ
る
道
路
交
通
へ
の
影
響

降
積
雪
に
よ
る
道
路
幅
員
の
減
少
等
の
た
め
、
旅
行
速

度
の
減
少
や
交
通
容
量
の
減
少
な
ど
を
引
き
起
こ
し
て
い

る
。
ま
た
、
地
形
、
気
象
等
の
条
件
に
よ
り
な
だ
れ
や
地

吹
雪
が
発
生
し
、
通
行
止
め
な
ど
を
引
き
起
こ
し
て
い
る

(写
真
1
･
2
)。

②

凍
結
路
面
問
題

①

経
緯

ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
は
昭
和
三
八
年
に
販
売
が
開
始

さ
れ
て
以
来
、
雪
氷
路
面
上
で
の
道
路
交
通
の
安
全

性
確
保
に
効
果
を
発
揮
し
、
急
激
に
普
及
し
た
。
し

か
し
、
装
着
率
が
ほ
ぼ
一
〇
0
%
に
な
っ
た
昭
和
五

〇
年
代
、
舗
装
道
路
の
磨
耗
と
そ
れ
に
よ
る
粉
じ
ん

の
発
生
に
よ
る
健
康
や
環
境
へ
の
影
響
が
深
刻
な
問

題
と
な
っ
た
。

　

　
　

　　　
　
　　　

　　

　

　
　
　

さ
。

写真 1 なだれ発生状況

和
秀

ぷ

1浦行セ 96･11



写真 2 地吹雪

平
成
二
年
六
月
に
は

｢
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
粉
じ
ん

の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
法
律
｣
が
公
布
、
施
行
さ

れ
、
指
定
さ
れ
た
地
域
に
お
い
て
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ

の
使
用
が
禁
止
さ
れ
た
。
平
成
五
年
四
月
か
ら
は
大

型
車
に
対
し
て
も
そ
の
使
用
が
禁
止
と
な
り
、
事
実

上
全
面
的
に
使
用
が
禁
止
と
な
っ
た
。

こ
の
法
律
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
雪
国
で

は
粉
じ
ん
が
な
く
な
り
、
真
っ
白
な
雪
と
青
空
が
戻

り
地
域
住
民
に
喜
ば
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、
平
成
四

年
度
の
冬
期
以
降
、
札
幌
市
を
中
心
と
し
た
北
海
道
、

青
森
県
、
岩
手
県
等
で
、
ツ
ル
ツ
ル
に
磨
か
れ
た
よ

う
な
凍
結
路
面
、
い
わ
ゆ
る
ツ
ル
ツ
ル
路
面
が
発
生

し
、
新
聞
な
ど
で
交
通
事
故
や
交
通
安
全
に
つ
い
て

の
報
道
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
社
会
問
題
と
な
っ

写真 3 非常に滑り易くなっている凍結路面

た
。

②

凍
結
路
面

凍
結
路
面
は
気
温
が
零
度
C
前
後
で
凍
結
融
解
を

繰
り
返
す
時
に
発
生
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

従
来
は
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
に
よ
り
凍
結
路
面
が
削
ら

れ
粗
面
に
な
っ
て
い
た
の
が
、
ス
タ
ッ
ド

レ
ス
タ
イ

ヤ
へ
の
転
換
な
ど
に
よ
り
滑
り
や
す
い
凍
結
路
面
が

発
生
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
交
通
量
が
多
く
交
通
渋
滞
に
よ
る
車
両
の

発
進
停
止
の
摩
擦
熱
や
車
両
排
気
熱
等
が
多
い
都
市

部
の
道
路
に
顕
著
に
多
く
発
生
し
て
い
る
。
ス
パ
イ

ク
タ
イ
ヤ
か
ら
ス
タ
ッ
ド

レ
ス
タ
イ
ヤ
に
代
わ
り
、

道
路
管
理
者
と
し
て
も
凍
結
路
面
対
策
の
実
施
が
急

務
と
な

っ
て
い
る

(写
真
3
)。

三

雪
寒
事
業
の
概
要

の

雪
寒
事
業

積
雪
寒
冷
の
度
が
特
に
は
な
は
だ
し
い
地
域

(積
雪
寒

冷
特
別
地
域
)
に
お
け
る
道
路
の
交
通
を
確
保
し
、
こ
れ

ら
地
域
に
お
け
る
産
業
の
振
興
と
民
生
の
安
定
に
寄
与
す

る
た
め
、｢積
雪
寒
冷
特
別
地
域
に
お
け
る
道
路
交
通
の
確

保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
｣
(昭
和
三
一年
法
律
第
七
二
号
)

に
基
づ
き
、
除
雪
、
防
雪
及
び
凍
雪
害
の
防
止
に
係
る
事

洲
等

を
鬱

ム

　
　

　

　
　

シ

止

･
夕

一
防

策

冊

ル

着
シ

策
ノ

崩

対

雪

ェ

設
ン

期

対

ス

雪

雪

防

シ

施

一

情

崩
(

吹

(

雪

ェ

象

雪

地

消

チ
気

T
I
11I
L

T
1Lr11
｣

　

　

防

防

災

般

　

　

雪

害雪

除

防

東

籍
-

備

　

　
　

寒

雪

9

　

　

　行

　

　

　

寒

図

4

雪

防止仏

量
路盤改良
流雪溝
堆雪幅の確保



業
を
推
進
し
て
い
る

(図
1
)。

積
雪
寒
冷
特
別
地
域
に
は
、
積
雪
地
域
と
寒
冷
地
域
が

あ
り
、
積
雪
地
域
と
は
二
月
の
積
雪
の
深
さ
の
最
大
値

の
累
年
平
均

(過
去
五
年
以
上
の
間
に
お
け
る
平
均
を

い
う
。)が
五
〇
皿
以
上
の
地
域
を
、
寒
冷
地
域
と
は
一
月

の
平
均
気
温
の
累
年
平
均
が
摂
氏
零
度
以
下
の
地
域
の
こ

と
を
指
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
の
地
域
に
属
す

匿霊霊園擬錢馨九≦鰭蝋の
か

/

殴

る
地
域
の
こ
と
を
積
雪
寒
冷
特
別
地
域

(雪
寒
地
域
)
と

い
う

(図
2
)
。

②

除
雪
事
業

冬
期
に
お
け
る
安
全
な
道
路
交
通
を
確
保
す
る
た
め
、

雪
寒
機
械
に
よ
り
道
路
上
を
走
行
し
て
雪
の
除
排
雪
等
を

行
う
車
道
除
雪
を
推
進
し
て
い
る
。
車
道
除
雪
に
は
そ
の

実
施
形
態
に
よ
り
新
雪
除
雪
、
拡
幅
除
雪
、
運
搬
排
雪
、

路
面
整
正
が
あ
る
。

ま
た
、
冬
期
に
お
け
る
安
全
で
快
適
な
歩
行
者
モ
ビ
リ

テ
ィ
を
確
保
す
る
た
め
、
通
学
路
等
に
係
る
歩
道
に
お
い

て
歩
道
除
雪
を
推
進
し
て
い
る
。

③

防
雪
事
業

雪
崩
や
地
吹
雪
に
よ
る
交
通
遮
断
等
を
防
止
す
る
た
め
、

緊
急
性
の
高
い
箇
所
か
ら
計
画
的
に
雪
崩
、
地
吹
雪
対
策

を
推
進
し
て
い
る
。
雪
崩
対
策
と
し
て
は
、
そ
の
発
生
を

予
防
す
る
施
設
と
し
て
雪
崩
防
止
棚

(雪
崩
予
防
柵
、
雪

ぴ
予
防
柵
)
等
や
、
発
生
し
た
雪
崩
に
対
し
て
そ
の
雪
崩

か
ら
道
路
を
防
護
す
る
施
設

(ス
ノ
ー
シ
ェ
ッ
ド
、
雪
崩

防
止
壁
)
等
の
整
備
を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
地
吹
雪

対
策
と
し
て
は
、
道
路
上
へ
の
吹
き
溜
ま
り
を
防
止
す
る

た
め
防
雪
柵

(吹
き
だ
め
柵
)、
ス
ノ
ー
シ
ェ
ル
タ
ー
等
の

施
設
や
、
吹
雪
発
生
時
に
お
け
る
視
程
障
害
の
緩
和
や
視

線
誘
導
等
の
た
め
防
雪
柵

(吹
き
払
い
柵
)
等
施
設
の
整

備
を
実
施
し
て
い
る
o

ま
た
、
冬
期
交
通
の
あ
い
路
と
な
る
急
坂
路
や
人
家
連

た
ん
地
区
な
ど
の
除
雪
困
難
地
域
を
解
消
す
る
と
と
も
に
、

ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
禁
止
後
の
冬
期
の
円
滑
な
道
路
交
通
を

確
保
す
る
観
点
か
ら
、
道
路
上
の
雪
を
消
す
消
雪
パ
イ
プ

や
ロ
ー
ド
ヒ
ー
テ
ィ
ン
グ
等
消
雪
施
設
、
急
坂
路
の
前
後

等
に
お
い
て
チ
ェ
ー
ン
着
脱
を
容
易
に
す
る
と
と
も
に
、

夏
期
に
お
い
て
も
休
憩
施
設
等
と
し
て
有
効
利
用
で
き
る

よ
う
な
チ
ェ
ー
ン
着
脱
場
の
整
備
を
推
進
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
道
路
の
状
況
、
気
象
状
況
な
ど
を
的
確
に
把
握
し

除
雪
作
業
の
効
率
化
を
図
る
と
と
も
に
、
道
路
利
用
者
へ

の
利
便
性
向
上
を
図
る
た
め
、
峠
部
等
に
積
雪
深
計
や
路

面
凍
結
感
知
計
等
の
冬
期
気
象
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
を

計
画
的
に
推
進
し
て
い
る
o

④

凍
雪
害
防
止

冬
期
交
通
の
あ
い
路
と
な
る
人
家
連
た
ん
地
区
や
運
搬

排
雪
が
困
難
な
地
域
の
解
消
を
図
る
た
め
、
住
民
協
力
に

よ
り
道
路
上
の
雪
を
排
雪
す
る
流
雪
溝
や
、
除
雪
作
業
の

効
率
化
を
図
る
と
と
も
に
、
積
雪
を
堆
雪
す
る
ス
ペ
ー
ス

を
確
保
し
円
滑
な
冬
期
道
路
交
通
を
確
保
す
る
雄
雪
幅
の

整
備
を
推
進
し
て
い
る
。
ま
た
、
凍
雪
や
誠
雪
に
よ
る
路

盤
の
破
壊
や
泥
滓
化
な
ど
の
被
害
を
防
止
す
る
た
め
路
盤

改
良
を
実
施
し
て
い
る
o

四

凍
結
路
面
対
策
の
推
進

ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
禁
止
後
の
凍
結
路
面
問
題
に
対
処
す

る
た
め
、
次
の
よ
う
な
凍
結
路
面
対
策
を
重
点
的
に
推
進

し
て
い
る
。

道々テセ 95,11 5



の

適
時
適
切
な
除
雪

冬
期
の
道
路
交
通
を
確
保
す
る
方
法
と
し
て
、
除
雪
作

業
を
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
凍
結
路
面
の
発

生
を
防
ぐ
た
め
、
降
雪
の
状
況
に
応
じ
出
動
時
期
を
早
め

　　　

終
洲

写真 6 無散水消雪施設

る
な
ど
迅
速
か
つ
適
切
な
除
雪
作
業
を
実
施
す
る
(写
真

4
)0さ

ら
に
、
車
道
の
路
面
の
凍
結
防
止
を
図
る
た
め
、
坂

道
や
急
カ
ー
ブ
、
交
差
点
な
ど
凍
結
路
面
が
発
生
し
、
道

路
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
恐
れ
の
あ
る
箇
所
に
お
い
て
、

パ
ト
ロ
ー
ル
や
気
象
情
報
等
に
よ
り
、
路
面
状
況
を
的
確

に
把
握
し
、
凍
結
防
止
剤
を
効
果
的
に
散
布
し
て
い
る

(写
真
5
)。

②

消
雪
施
設
の
整
備

凍
結
路
面
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
雪
を
副
か
す
消

雪
パ
イ
プ
や
ロ
ー
ド
ヒ
ー
テ
ィ
ン
グ
な
ど
の
消
雪
施
設
を

整
備
す
る
。
降
雪
が
著
し
く
、
交
通
に
支
障
の
あ
る
と
こ

ろ
の
急
坂
路
や
人
家
連
た
ん
区
間
、
交
差
点
部
な
ど
に
お

い
て
消
雪
施
設
を
重
点
的
に
整
備
す
る
。

さ
ら
に
、
平
成
七
年
度
よ
り
消
雪
施
設
の
実
施
区
域
を

写真 7 屋根付きチェーン着脱場

積
雪
寒
冷
特
別
地
域
全
域
に
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
交
差

点
に
お
い
て
も
新
た
に
実
施
し
て
い
る

(写
真
6
)
。

③

チ
ェ
ー
ン
着
脱
場
の
整
備
等

凍
結
路
面
が
発
生
す
る
坂
道
等
の
前
後
に
お
い
て
道
路

利
用
者
に
チ
ェ
ー
ン
の
着
脱
を
促
す
と
と
も
に
、
そ
の
着

脱
を
容
易
に
か
つ
安
全
に
で
き
る
よ
う
、
チ
ェ
ー
ン
着
脱

場
の
整
備
を
推
進
す
る
。
休
憩
所
等
も
備
え
た
多
機
能

チ
ェ
ー
ン
着
脱
所
の
整
備
も
推
進
す
る
。

ま
た
、
凍
結
時
の
ス
リ
ッ
プ
を
防
止
す
る
た
め
、
坂
道

等
に
砂
箱
を
設
置
す
る

(写
真
7
)。

④

冬
期
気
象
情
報
の
提
供

セ

凍
結
路
面
の
発
生
状
況
を
的
確
に
把
握
す
る
た
め
に
は
、

適

気
象
状
況
や
路
面
状
況
な
ど
を
迅
速
に
把
握
し
な
け
れ
ば

6

な
ら
な
い
。
的
確
な
除
雪
作
業
、
凍
結
防
止
剤
の
散
布
の



実
施
に
資
す
る
た
め
、
峠
部
や
凍
結
路
面
の
発
生
し
や
す

い
坂
道
、
急
カ
ー
ブ
等
に
お
い
て
積
雪
深
計
や
路
面
凍
結

感
知
計
な
ど
の
冬
期
気
象
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
を
計
画

的
に
推
進
す
る
。

ま
た
、
道
路
利
用
者
に
対
し
道
路
情
報
板
等
用
い
て
、

情
報
提
供
、
注
意
喚
起
を
促
し
、
道
路
交
通
の
安
全
に
資

す
る
こ
と
と
す
る

(写
真
8
)。

③

凍
結
抑
制
舗
装
の
開
発
研
究

路
面
凍
結
を
抑
制
す
る
た
め
、
凍
結
抑
制
舗
装
の
研
究

開
発
を
推
進
す
る
。
凍
結
抑
制
舗
装
に
は
、
混
合
物
と
し

て
塩
化
物
等
の
凍
結
抑
制
材
を
用
い
る
も
の
や
、
通
過
車

両
に
よ
る
舗
装
体
の
た
わ
み
に
よ
っ
て
氷
膜
の
破
壊
･
剥

離
を
促
進
す
る
も
の
、
舗
装
の
表
面
に
粗
面
を
形
成
さ
せ

摩
擦
抵
抗
を
増
大
さ
せ
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。

"
板　ノ

真
ノ
写

⑬

除
雪
機
械
の
開
発

粗
面
を
形
成
さ
せ
、
凍
結
路
面
発
生
を
防
ぐ
た
め
の
除

雪
機
械
等
を
試
験
的
に
開
発
す
る
。
除
雪
グ
レ
ー
ダ
に
地

面
に
縦
溝
を
付
け
る
粗
面
形
成
装
置
等
を
装
備
し
、
粗
面

形
成
の
試
験
を
実
施
し
て
い
る
。

の

検
討
体
制
の
充
実

脱
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
後
の
円
滑
で
安
全
な
冬
期
道
路
交

通
の
確
保
を
総
合
的
、
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
平
成

六
年
一
〇
月
、
本
省
、
地
方
建
設
局
、
道
府
県
等
か
ら
構

成
さ
れ
る

｢冬
期
道
路
管
理
連
絡
調
整
会
議
｣
を
設
置
し

た
。
各
道
路
管
理
者
が
主
体
と
な
り

｢冬
期
路
面
管
理
充

実
計
画
｣
を
策
定
し
、
凍
結
路
面
対
策
を
重
点
的
に
推
進

し
て
い
る
。

ま
た
、
滑
り
や
す
い
凍
結
路
面
発
生
状
況
と
そ
の
影
響

を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
効
果
的
な
凍
結
路
面
対
策
を
検

討
す
る
た
め
、
平
成
六
年
三

月
、
学
識
者
と
道
路
管
理

者
か
ら
な
る

｢脱
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
時
代
に
お
け
る
冬
期

道
路
交
通
確
保
に
関
す
る
検
討
委
員
会
｣
を
設
置
し
、
そ

れ
ら
に
つ
い
て
検
討
を
行

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
平

成
七
年
度
は
、
凍
結
路
面
発
生
状
況
を
把
握
す
る
た
め
北

海
道
、
東
北
、
北
陸
地
方
に
お
い
て
現
地
試
験
･
調
査
を

実
施
す
る
と
と
も
に
、
現
状
の
路
面
管
理
と
発
生
状
況
等

か
ら
効
果
的
な
凍
結
路
面
対
策
、
道
路
管
理
方
法
に
つ
い

て
の
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

脱
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
時
代
に
お
け
る
冬
期
道
路
交
通
確
保

に
関
す
る
検
討
委
員
会

委
員
長

委

員

協
力
委
員

五

お
わ
り
に

雪
国
の
生
活
の
安
定
と
産
業
の
振
興
を
図
る
た
め
、
冬

期
の
道
路
管
理
の
充
実
を
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
道
路
管
理
者
と
し
て
凍
結
路
面
問
題
に
対
処
す
る

た
め
、
関
係
機
関
と
も
連
携
を
図
り
つ
つ
、
凍
結
路
面
対

策
に
今
後
と
も
計
画
的
、
総
合
的
に
取
り
組
む
こ
と
と
す

る
%

市
原

薫

(㈱
土
木
研
究
セ
ン
タ
ー
理
事
長
)

加
来

照
俊

(北
海
道
工
業
大
学
土
木
工
学
科

教
授
)

福
田

正

(東
北
大
学
工
学
部
教
授
)

丸
山

暉
彦

(長
岡
技
術
科
学
大
学
工
学
部
教

授
)

清
水
浩
志
郎

(秋
田
大
学
鉱
山
学
部
教
授
)

秋
田
谷
英
次

(北
海
道
大
学
低
温
科
学
研
究
所

所
長
)

今
田

美
明

(北
海
道
自
動
車
短
期
大
学
教
授
)

和
田

惇

(㈱
北
陸
建
設
弘
済
会
理
事
長
)

井
上

元
哉

(鰯
高
速
道
路
技
術
セ
ン
タ
ー
上

席
主
任
調
査
役
)

林

宏

(㈹
日
本
自
動
車
タ
イ
ヤ
協
会
技

術
部
長
)

建
設
省
道
路
局
企
画
課
道
路
防
災
対
策
室
長

他
八
名

道行セ 95.11



鱸
、
高
速
道
睡
⑭
雪
氷
対
策

　　　
　
　

き
導
き、

一
は
じ
め
に

高
速
道
路
は
、
昭
和
三
八
年
に
名
神
高
速
道
路

會
木
東
-

尼
崎
間
七
一
如
)
が
開
通
し
て
以
来
三
〇
年
以
上
が
経
過

し
、
平
成
六
年
度
末
現
在
で
、
五
、
六
七
七
短
に
達
し
て

い
る
。
ま
た
、
高
速
道
路
の
利
用
交
通
量
も
平
成
六
年
度

に
は
一
日
三
六
〇
万
台
に
達
し
我
が
国
の
幹
線
道
路
と
し

て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

高
速
道
路
の
維
持
管
理
は
、
道
路
を
常
に
良
好
な
状
態

に
保
ち
、
道
路
利
用
者
が
安
全
か
つ
快
適
に
走
行
で
き
る

よ
う
保
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
に

お
い
て
は
、
供
用
延
長
の
増
大
、
大
型
車
両
の
増
加
、
老

朽
化
路
線
の
増
大
等
の
課
題
に
加
え
て
、
お
客
様
の
ニ
ー

ズ
の
多
様
化
、
高
度
化
、
社
会
経
済
活
動
の
二
四
時
間
化

等
に
伴
っ
て
、
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
の
高
度
化
と
そ
の
対
応

が
大
変
重
要
に
な

っ
て
き
て
い
る
。

そ
の
中
で
も
高
速
道
路
に
お
け
る
冬
期
の
路
面
管
理
は
、

積
雪
寒
冷
地
通
過
延
長
が
高
速
道
路
全
体
の
五
○
%
を
占

め
る
現
在
、
高
い
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
を
求
め
ら
れ
る
状
況

と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
今
後
供
用
が
見
込
ま
れ
る
積
雪
寒
冷
地
域
を
通

過
す
る
路
線
の
増
大
、
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
禁
止
に
よ
る
路

面
管
理
レ
ベ
ル
の
向
上
等
に
よ
り
、
高
速
道
路
の
雪
氷
対

策
は
ま
す
ま
す
重
要
と
な
っ
て
く
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

二

高
速
道
路
の
積
雪
寒
冷
地
延
長

平
成
六
年
度
末
現
在
、
供
用
中
の
高
速
道
路
の
約
四
割

に
あ
た
る
二
、
一
六
五
m
は
、
年
間
の
最
大
積
雪
深
が
一

m
を
超
え
る
重
雪
寒
地
域
を
通
過
し
て
お
り
、
最
大
積
雪

深
が
○
･
三
m
を
超
え
る
雪
寒
地
域
六
〇
九
蝋
を
含
め
る

ね

3
の

“端
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同

保
全
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保
全
企
画
課

帯
利̂
N
侭
三

　　
　
　　



と
供
用
延
長
の
約
半
分
で
雪
と
の
戦
い
が
行
わ
れ
て
い
る

三

高
速
道
路
の
雪
氷
対
策
費

鋤

維
持
管
理
費
の
推
移

高
速
道
路
の
維
持
管
理
に
要
す
る
費
用
は
、

百万円

6000

5000

　　　　
2000

1000

. ･ '‐ ･ ･ . ･ - ‐ . ･ 0
38 40 45 50 55 60 元 5 7 年度

図 2 維持改良費 ･供用延長の推移 そ
の
業
務

　　
　

　 　 　
　

　
　

　 　 　　

　 　　　　 　 　　　　
　　　　　　

　 　
　 　 　

　 　　　
議読め夢湖乳 轟 4テラ箋--晦

潴 用珍義鴛
　
　　

　
　 　

　　　 　 　　
　　
　

　
　

　　　 　
　 　　　道路保全対策

に 防 対 上

舗
装
改
良
、
橋
梁
補
強
、
休
憩
施
設
の
改
良
な
ど

社
会
的
要
望
に
応
え
、
老
朽
化
し
た
道
路
機
能
の
復

元
や
向
上
の
た
め
に
必
要
な
費
用
。

③

防
災
対
策
費

法
面
防
災
対
策
、
橋
梁
震
災
対
策
な
ど
災
害
発
生

を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
必
要
な
費
用
。

に 、
防 災 策 の

橋梁付属物の改良 o.8% ぐ 対 費 た
た め

7,300百万円 2.6%
め に
に 砂

通信施設使用料 0,9 %

年度末供用予定延長 5,929 .6km な 災 費 化 休
換算延長 5 8 18 .8km 費 対 用 し 憩
k爺′たりコスト 47 67R千円 / km 用 策 o た 施

' ‐ " ′ o な 道 設凡図 3 平成 7年度 高速道路支出予算内訳

道行セ 95.11 9

維
持
改
良
費



高
速
道
路
の
維
持
管
理
に
要
す
る
費
用
は
、
管
理
延
長

の
増
大
、道
路
の
老
朽
化
、積
雪
寒
冷
地
延
長
の
増
加
、
ト

ン
ネ
ル
延
長
比
率
の
増
加
及
び
管
理
水
準
の
高
度
化
な
ど

に
伴

っ
て
年
々
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る

(図
2
)
。

平
成
七
年
度
に
お
け
る
高
速
道
路
の
供
用
予
定
延
長
五
、

九
三
〇
燈

(換
算
延
長
五
、
八
一
九
如
)
に
対
し
、
維
持

管
理
に
要
す
る
費
用
は
、
約
二
、
七
七
四
億
円
、
蝋
換
算

延
長
当
た
り
コ
ス
ト
は
約
四
、
七
六
七
万
円
と
な
っ
て
い

る

(図
3
)。
こ
の
中
で
雪
氷
対
策
費
は
、
維
持
管
理
費
全

体
の
約

一
三
%
を
占
め
て
い
る
。

延

長

②

雪
氷
対
策
費
の
推
移

高
速
道
路
の
供
用
延
長
の
延
び
と
そ
れ
に
伴
う
雪
氷
対

策
費
の
推
移
を
図
4
に
示
す
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
昭
和
六

〇
年
か
ら
平
成
元
年
に
か
け
て
は
、
気
象
的
な
要
因
も
あ

り
、
供
用
延
長
の
延
び
に
対
し
て
雪
氷
対
策
費
の
変
動
は

小
さ
い
が
、
平
成
二
年
以
降
は
雪
氷
対
策
費
が
急
激
に
伸

び
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
供
用
延
長
の
伸
び
に

よ
る
要
因
と
と
も
に
、
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
使
用
禁
止
に
伴

う
ス
タ
ッ
ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
の
普
及
や
、
路
面
管
理
に
対
す

る
社
会
的
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り
か
ら
、
路
面
管
理
レ
ベ
ル
の

向
上
が
必
要
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

四

冬
期
の
交
通
事
故
状
況

高
速
道
路
の
交
通
事
故
の
推
移
は
、
昭
和
六
〇
年
代
に

入
っ
て
か
ら
伸
び
が
顕
著
に
な
り
、
特
に
昭
和
六
三
年
以

降
は
死
亡
者
が
急
増
し
、
昭
和
六
二
年
の
一
七
五
人
に
比

べ
平
成
三
年
は
四
一
八
人
に
達
し
、
憂
慮
す
べ
き
事
態
と

な
っ
た
。
平
成
三
年
よ
り
実
施
さ
れ
た
交
通
安
全
対
策
五
ヶ

年
計
画
に
よ
り
、
平
成
四
年
以
降
は
一
応
歯
止
め
が
か
か

り
、
平
成
六
年
に
は
三
一
八
人
と
減
少
し
て
い
る
が
、
ま

だ
高
い
水
準
に
あ
る

(図
5
)。

高
速
道
路
の
冬
期
の
事
故
状
況
を
代
表
的
な
路
線
に
つ

い
て
、
路
線
別
、
月
別
に
み
る
と
、
北
陸
道
や
道
央
道
の

よ
う
に
冬
期
の
交
通
障
害
の
比
較
的
多
い
道
路
は
、
冬
期

の
事
故
率
が
高
い
傾
向
に
あ
る
。

平
成
二
年
六
月
、
｢
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
粉
じ
ん
の
発
生
の

防
止
に
関
す
る
法
律
｣
が
公
布
、
施
行
さ
れ
、
順
次
ス
パ

イ
ク
タ
イ
ヤ
使
用
禁
止
区
域
が
拡
大
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
の
装
着
率
が
年
々
低
下
傾
向
に
あ
る
。

ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
の
禁
止
は
、
ス
タ
ッ
ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
の

使
用
と
適
切
な
運
転
に
よ
っ
て
、
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
を
使

用
し
た
場
合
と
同
等
の
安
全
性
が
確
保
で
き
る
こ
と
を
前

提
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
道
路
管
理
者
と
し
て

は
、
ス
タ
ッ
ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
の
現
状
を
勘
案
し
、
安
全
で

快
適
な
冬
期
路
面
を
確
保
す
る
た
め
に
、
雪
氷
対
策
を
よ

り
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

五

雪
氷
対
策
の
現
況

⑩

雪
氷
対
策
作
業
の
概
要

道
路
公
団
に
お
け
る
雪
氷
対
策
作
業
は
、
気
象
情
報
の

収
集
に
始
ま
り
、
解
析
、
予
測
、
判
断
を
経
て
、
雪
氷
作

業
、
交
通
規
制
等
の
対
策
を
行
う
ま
で
の
一
連
の
作
業
を

称
し
て
お
り
、
雪
氷
対
策
作
業
全
体
の
流
れ
は
図
6
に
示

す
と
お
り
で
あ
る
。

雪
氷
作
業
は
、
路
面
に
積
雪
が
生
じ
た
場
合
に
行
う

｢除
雪
作
業
｣
と
路
面
凍
結
が
予
測
さ
れ
る
場
合
に
行
う

｢凍
結
防
止
剤
作
業
｣
と
に
分
け
ら
れ
、
除
雪
作
業
を
さ

ら
に
、
新
雪
除
雪
、
圧
雪
処
理
、
拡
幅
除
雪
、
及
び
運
搬

排
雪
の
四
種
類
に
分
類
し
て
い
る

(表
1
)。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
作
業
の
他
に
、
地
吹
雪
対
策
、
消

融
雪
施
設
の
設
置
、
チ
ェ
ー
ン
ベ
ー
ス
の
設
置
な
ど
施
設

面
の
対
策
を
図
る
と
と
も
に
、
交
通
管
理
者
と
協
力
し
て

メ0 道行セ 95.11

雪
氷
対
策
費

図 4 供用延長及び雪氷対策費の推移



対 策

業
制
供

作
親
提

氷
通
報

雪
交
情

①
②
⑧

年

冬
用
タ
イ
ヤ
や
チ
ェ
ー
ン
装
着
規
制
な
ど
の
交
通
管
理
面

で
の
対
策
も
実
施
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
情
報
板
等
に
ょ

ノ

平
成
6
年

る
安
全
運
転
の
啓
発
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
ポ
ス
タ
ー
、
小
冊

u

平
成
う
年

5

平
成
4
年

子
な
ど
を
配
布
し
、
冬
用
タ
イ
ヤ
の
装
着
と
タ
イ
ヤ
チ
エ
ー

“

平
成
3
年

ン
の
携
行
の
呼
び
掛
け
を
行
っ
て
い
る
。

断

平
成
2
年

②

雪
氷
対
策
作
業
の
事
例

平
成
元
年

高
速
道
路
に
お
け
る
冬
期
路
面
管
理
は
、
積
雪
や
凍
結

昭
和
63
年

等
の
障
害

(雪
氷
)
の
程
度
に
応
じ
、
各
道
路
の
地
域
特

昭
和
62
年

性
、
交
通
状
況
等
を
勘
案
し
な
が
ら
、
必
要
な
雪
氷
対
策

昭
和
61
年
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1 雪氷処理作業の種類と目的

プラウ系除雪トラックにより梯団を組み、 路面に積もる雪を路側へ
除去する作業。

　

　

　

　

　

雪
業

雪
業

幅
業

搬
業

業

1

新
作

圧
作

拡
作

運
作

乍

表

-

-

-

-

商

一
-

-

-

馴路面凍結防止剤散布作業

除雪トラックやロータリー除雪車を用いて新雪除雪や圧雪処理によっ
て路側に堆積した雪を除去する作業。

橋梁高架部等で、 側方へ排雪できない区間での次回除雪のためのス
ペースを確保するための作業。

凍結防止剤を散布するこ げこよって、 路上の水分の凍結温度を降下
させるための作業。 凍結防止剤には、 塩化ナトリウム、 塩化カルシ
ウム等が使用される。

グレーダー系機械で路面に成長した圧雪等を除去、 あるいは通行車
両によって生じた路面の不陸を修正する作業。

雪氷対策作業

除雪作業

作
業
を
実
施
し
て
い
る
。
基
本
的
に
は
、
可
能
な
限
り
均

質
な
雪
氷
対
策
を
目
指
し
て
除
雪
作
業
や
凍
結
防
止
剤
作

業
等
の
雪
氷
対
策
を
実
施
し
て
い
る
が
、
社
会
的
ニ
ー
ズ

や
道
路
特
性
等
に
よ
り
、
特
異
な
雪
氷
対
策
作
業
を
行
っ

て
い
る
も
の
も
あ
り
、
そ
の
事
例
を
紹
介
す
る
。

①

名
神
の
低
走
行
除
雪

(梯
団
)
作
業

･1

導
入
の
経
緯

名
神
高
速
道
路
は
、
首
都
圏
･
中
京
･
関
西
地
区

を
結
ぶ
道
路
輸
送
の
中
枢
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

名
神
高
速
道
路
が
通
過
す
る
彦
根
･
関
ヶ
原
地
区
は
、

冬
期
断
続
的
な
雪
が
多
く
、
通
称

｢ゲ
リ
ラ
雪
｣
と

呼
ば
れ
る
気
象
が
激
変
す
る
地
域
で
あ
る
。
こ
の
地

域
は
、
温
暖
な
気
候
の
関
西
圏
と
中
京
圏
に
挟
ま
れ

た
位
置
に
あ
る
と
い
う
地
理
的
要
因
も
加
わ
り
、
ノ
ー

マ
ル
タ
イ
ヤ
で
走
行
す
る
車
が
多
く
、
雪
氷
時
に
は

チ
ェ
ー
ン
規
制
等
の
交
通
規
制
に
よ
る
渋
滞
や
閉
鎖

が
頻
繁
に
生
じ
、
雪
道
に
不
慣
れ
な
通
行
車
両
が
多

い
た
め
重
大
事
故
が
多
く
発
生
し
た
。

こ
の
た
め
、
お
客
様
･
経
済
界
･
交
通
管
理
者
等

各
方
面
か
ら
、
名
神
の
冬
期
の
交
通
障
害
の
抜
本
的

解
決
と
い
う
強
い
社
会
的
要
請
が
あ
り
、
雪
氷
対
策

強
化
の
検
討
を
行
っ
た
。
こ
の
結
果
、
降
雪
に
よ
る

交
通
障
害
の
大
き
い
養
老
S
A
-
八
日
市
I
C
間
を

対
象
区
間
と
し
て
、｢時
間
二
伽
程
度
の
降
雪
強
度
ま

で
は
原
則
と
し
て
ノ
ー
マ
ル
タ
イ
ヤ
で
の
走
行
が
可

能
と
な
る
対
策
を
配
置
す
る
｣
こ
と
を
目
標
に
、
低

速
走
行
除
雪

(梯
団
)
作
業
の
実
施
、
定
置
式
凍
結

防
止
剤

(溶
液
)
散
布
装
置
の
設
置
、
情
報
提
供
施

設
の
設
置
等
の
強
化
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
。

は

低
速
走
行
除
雪

(梯
団
)
作
業

低
速
走
行
除
雪

(梯
団
)
作
業
と
は
、
除
雪
車
両

.さ
観
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低速走行除雪作業状況



　　 　 　　　 　　　　　　　　　　　
-▲拂団作菓区間

2 0 分間隔の定時梯団作業区間 (57km)

　
　　

上
石
津
馴

31,6km　　

関
ヶ
原
陀

今

須
第

伊

吹
餅

米

原
驗

　
　
　

多

賀
耕

甲

良
拗

寮

荘
川

百
済
寺
第

里

丸
鑽

一
一
一

　　端

二
台
で
梯
団
を
組
み
、
二
〇
分
間
隔
の
定
時
ダ
イ
ヤ

に
よ
り
雪
氷
作
業
を
行
っ
て
路
面
を
確
保
す
る
と
と

も
に
、
一
般
車
両
の
先
頭
頭
押
さ
え
を
行
っ
て
、
一

般
車
両
を
誘
導
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
低
速
走
行
除
雪
作
業
を
補
強
す
る
施
設
と

し
て
、
急
勾
配
区
間
･
事
故
多
発
区
間
及
び
梯
団
作

業
経
路
か
ら
外
れ
る
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
周
辺
の
本

線
の
一
部
区
間
等
の
除
雪
作
業
困
難
箇
所
に
は
、
定

置
式
凍
結
防
止
剤
散
布
装
置

(常
温
塩
水
一
0
%
濃

度
)
等
を
設
置
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
補
強
対
策
の
結
果
、
雪
氷
障
害
に
伴
う

閉
鎖
や
事
故
の
面
で
大
き
な
成
果
を
得
て
い
る

(表

2
)
0

価

　

　

間

靴

区

鞠

作

澗

7

雪

図

2表

項 目 対策導入前 対策導入後 効 果

閉 鎖 回 数 蛔 蛔 減%那

チェーン規制回数 錮m 回11 滅%
冬期 事故 件数 鰭 鮒 減%“

較

"

比

べ

の

き

　

　

年

②

関
越
ト
ン
ネ
ル
前
後
の
チ
ェ
ー
ン
チ
ェ
ッ
ク

新
潟
県
湯
沢
町
を
中
心
と
す
る
ス
キ
ー
場
の
主
な

ス
キ
ー
客
は
、
関
東
方
面
の
無
雪
地
帯
か
ら
、
関
越

自
動
車
道
を
利
用
し
て
訪
れ
る
。

関
越
ト
ン
ネ
ル
は
、
群
馬
県
側
の
水
上
と
新
潟
県

側
の
湯
沢
を
結
ぶ
延
長
約
一
一
如
の
日
本
で
も
有
数

の
長
大
ト
ン
ネ
ル
で
、
そ
の
両
坑
口
は
、
標
高
六
四

0
m
-
六
七
0
m
に
あ
り
、
水
上
側
で
、
最
大
積
雪

深
一
･
二
m
、
年
間
降
雪
量
八
m
、
湯
沢
側
で
、
最

大
積
雪
深
四
m
、
年
間
降
雪
量
二
四
m
と
一
級
の
豪

雪
地
帯
に
位
置
し
て
お
り
、
チ
ェ
ー
ン
規
制
等
の
対

応
が
不
可
欠
な
区
間
と
な
っ
て
い
る
。

近
年
、
ス
タ
ッ
ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
等
の
雪
路
タ
イ
ヤ

道行セ 95.11 /3

写真 2 チェーンチェック状況

写真 3 チェーンベース設置状況



が
普
及
し
、
装
着
率
は
増
加
し
て
い
る
も
の
の
、
冬

期
は
関
東
方
面
か
ら
の
ス
キ
ー
客
が
多
い
た
め
、
約

三
割
が
ノ
ー
マ
ル
タ
イ
ヤ
装
着
車
で
あ
り
、
降
雪
時

の
チ
ェ
ー
ン
チ
ェ
ッ
ク
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

通
常
、
チ
ェ
ー
ン
チ
ェ
ッ
ク
は
、
降
雪
地
帯
に
入

る
前
に
チ
ェ
ー
ン
携
行
確
認
や
チ
ェ
ー
ン
装
着
確
認

を
行
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
関
越
ト
ン
ネ
ル
前

後
に
お
い
て
は
、
ト
ン
ネ
ル
延
長
が
非
常
に
長
く
、

チ
ェ
ー
ン
装
着
車
両
が
ト
ン
ネ
ル
内
で
チ
ェ
ー
ン
切

れ
を
起
こ
す
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
チ
ェ
ー
ン
切
れ
に

よ
る
事
故
防
止
の
観
点
か
ら
、
ト
ン
ネ
ル
入
り
ロ
手

前
で
の
チ
ェ
ー
ン
脱
却
確
認
と
ト
ン
ネ
ル
出
ロ
部
で

の
チ
ェ
ー
ン
装
着
確
認
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
措

置
は
、
ト
ン
ネ
ル
内
の
環
境
確
保
、
走
行
速
度
の
確

保
、
路
面
の
摩
耗
防
止
等
道
路
構
造
上
の
観
点
か
ら

も
必
要
で
、
こ
の
た
め
、
ト
ン
ネ
ル
両
坑
ロ
に
は
、

チ
ェ
ー
ン
ベ
ー
ス
を
兼
ね
た
大
規
模
な
パ
ー
キ
ン
グ

エ
リ
ア
を
設
置
し
て
い
る
。

六

雪
氷
対
策
の
効
率
化
に
あ
げ
て

効
率
的
な
雪
氷
対
策
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
鋭
意

努
力
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
の
供
用
延
長
の

増
加
、
経
費
節
減
等
を
考
慮
す
れ
ば
、
さ
ら
に
一
層
推
進

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
現
在
検
討
し
て
い
る
雪
氷
対
策

効
率
化
の
具
体
的
な
内
容
を
以
下
に
紹
介
す
る
。

①

湿
塩
散
布
車
の
導
入

スクリュー

　　
　

円

図 8 湿塩散布車
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凍
結
防
止
剤
散
布
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
、

従
来
の
固
形
剤
に
比
較
し
て
、
凍
結
防
止
剤
の
飛
散

量
の
抑
制
、即
効
性
、持
続
性
の
向
上
を
目
的
と
し
て
、

剤
散
布
直
前
に
固
形
剤
に
溶
液
を
混
合
し
て
散
布
す

る
湿
塩
散
布
車
の
導
入
を
図
っ
て
い
る

(図
8
)。

従
来
の
J
H
の
固
形
剤
の
標
準
散
布
量
に
比
較
し

て
、
ニ
ー
三
割
程
度
の
使
用
量
の
削
減
が
期
待
で
き

る
↓。

②

気
象
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
導
入

雪
氷
対
策
作
業
は
、
天
気
予
報
や
気
象
協
会
等
の

広
範
囲
の
気
象
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
職
員
が
作
業
の

要
否
、
雪
氷
体
制
の
規
模
等
を
判
断
し
て
い
る
。
気

象
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
は
、
現
地
に
あ
る
気
象
観

測
機
器
の
気
象
デ
ー
タ
を
管
理
事
務
所
に
デ
ジ
タ
ル

デ
ー
タ
と
し
て
伝
送
し
、
気
象
監
視
局

(事
務
所
)、

気
象
中
央
局

(管
理
局
)
及
び
気
象
情
報
提
供
機
関

を
有
機
的
に
結
合
し
、
デ
ー
タ
通
信
の
効
率
化
、
リ

ア
ル
タ
イ
ム
化
を
進
め
、
気
象
情
報
提
供
機
関
か
ら

の
気
象
予
測
精
度
の
向
上
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
現

在
全
国
展
開
を
図

っ
て
い
る

(図
9
)
。

七

雪
氷
対
策
の
課
題

雪
氷
対
策
の
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
新
た
な
管
理
水

準
の
設
定
が
あ
げ
ら
れ
る
。
従
来
の
J
H
の
雪
氷
管
理
の

考
え
方
は
、
基
本
的
に
は
、｢積
雪
や
凍
結
等
の
障
害
の
程

度
に
応
じ
て
必
要
な
対
策
を
行
う
｣
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

各
道
路
の
特
性
、
交
通
状
況
を
勘
案
し
な
が
ら
も
可
能
な

限
り
均
質
な
雪
氷
対
策
を
実
施
し
、
路
線
間
の
格
差
を
つ

け
な
い
よ
う
努
力
し
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
供
用
延
長
の
増
加
と
と
も
に
、
同
様

な
雪
氷
地
域
の
道
路
で
も
、
道
路
の
特
性
、
交
通
状
況
が

著
し
く
異
な
る
ケ
ー
ス
が
出
現
し
て
お
り
、
道
路
特
性
、

交
通
状
況
に
応
じ
た
雪
氷
管
理
水
準
の
あ
り
方
に
つ
い
て

の
検
討
が
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
特
に
、
今
後
展
開

す
る
当
面
多
く
の
交
通
量
が
望
め
な
い
重
雪
氷
区
間
の
横

断
道
路
等
で
は
、
採
算
性
や
効
率
性
の
面
か
ら
、
従
前
と

同
様
な
雪
氷
対
策
の
実
施
は
、
慎
重
に
判
断
す
る
必
要
が

あ
る
。

ま
た
、
重
交
通
路
線
に
お
い
て
も
、
雪
氷
障
害
の
発
生

頻
度
の
低
い
地
域
で
、
恒
常
的
な
冬
期
交
通
確
保
の
た
め
、

常
時
多
数
の
雪
氷
用
機
械
を
保
持
す
る
こ
と
は
、
非
常
に

不
経
済
な
も
の
と
な
る
。

高
速
道
路
料
金
の
問
題
が
大
き
な
注
目
を
集
め
て
い
る

現
在
、
高
速
道
路
に
求
め
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
と
、

採
算
性
等
の
投
資
効
果
に
つ
い
て
の
検
討
を
進
め
な
が
ら

道
路
管
理
者
と
交
通
管
理
者
が
相
互
に
協
調
の
上
、
利
用

さ
れ
る
お
客
さ
ま
の
協
力
も
得
て
、
地
域
や
道
路
の
状
況

に
応
じ
た
適
切
な
管
理
水
準
を
設
定
し
、
高
速
道
路
の
冬

期
交
通
確
保
を
図
る
事
が
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

今
後
新
た
な
雪
氷
管
理
水
準
の
検
討
を
行
う
う
え
で
取

り
組
む
べ
き
課
題
と
し
て
、
以
下
の
事
項
が
挙
げ
ら
れ
る
。

①

雪
氷
対
策
費
用
と
便
益
に
よ
る
投
資
効
果
の
検
討

②

地
域
や
道
路
状
況
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
の

設
定

③

効
率
的
な
雪
氷
作
業
の
検
討

④

道
路
構
造
の
検
討
に
よ
る
雪
氷
対
策
の
効
率
化

⑤

お
客
さ
ま
への
的
確
な
道
路
情
報
提
供
方
法
の
検
討

⑥

お
客
さ
ま
の
協
力
を
得
る
た
め
の
広
報
検
討

八

お
わ
り
に

高
速
道
路
の
雪
氷
対
策
は
、
雪
氷
対
策
技
術
の
改
良
、

体
制
の
効
率
化
、
管
理
水
準
の
検
討
、
お
客
さ
ま
に
対
す

る
P
R
の
強
化
等
J
H
と
し
て
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
く

べ
き
課
題
は
多
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
道
路
は
そ
の
性
格
上
、
他
の
交
通
機

関
と
異
な
り
、
お
客
さ
ま
お
の
お
の
が
交
通
の
流
れ
を
形

成
し
て
お
り
、
円
滑
な
交
通
確
保
の
た
め
に
は
、
お
客
さ

ま
の
理
解
と
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
。
雪
氷
対
策
を
効
果

的
、
効
率
的
に
実
施
し
て
い
く
た
め
に
は
、
｢
お
客
さ
ま
｣

｢交
通
管
理
者
｣
｢道
理
管
理
者
｣
が
三
者
一
体
と
な
っ

て
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
た
対
応
が
大
変
重
要
と
な
る
。

J
H
と
し
て
は
、
今
後
と
も
よ
り
一
層
適
切
か
つ
効
率

的
な
雪
氷
対
策
の
実
施
に
努
め
る
と
と
も
に
、
お
客
さ
ま

に
対
す
る
的
確
な
広
報
を
充
実
し
て
、
理
解
と
協
力
を
深

め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

最
後
に
、
お
客
さ
ま
を
は
じ
め
関
係
各
機
関
の
ご
指
導

を
頂
き
な
が
ら
、
安
全
で
快
適
な
高
速
道
路
の
交
通
確
保

に
全
力
を
尽
く
し
て
い
き
た
い
。

道イテセ 95.11 Z5



冬
期
路
面
管
理
の
充
実
に
向
け
て

北
海
道
土
木
部
道
路
課
主
査
父
"季
対
策
)
中
入谷

啓
一

は
じ
め
に

北
海
道
は
総
面
積
八
万
三
、
四
五
一
姪
を
有
し
、
全
国

の
約
二
二
%
を
占
め
、
東
北
六
県
に
新
潟
県
を
合
わ
せ
た

面
積
に
匹
敵
し
、
九
州
の
約
二
倍
の
広
さ
が
あ
り
、
こ
の

広
大
な
面
積
の
中
に
二
一
二
の
市
町
村
が
点
在
し
、
広
域

分
散
型
の
社
会
を
形
成
し
て
お
り
交
通
手
段
と
し
て
車
に

依
存
す
る
度
合
が
非
常
に
大
き
く
、
地
域
の
生
活
、
経
済

活
動
を
支
え
る
重
要
な
社
会
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。

北
海
道
は
、
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
豪

雪
地
帯
に
全
地
域
が
指
定
さ
れ
、
う
ち
九
四
の
市
町
村
が

特
別
豪
雪
地
帯
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
道
東
の

一
部
を
除
き
降
雪
が
多
く
、
寒
気
の
厳
し
い
気
象
条
件
下

で
平
成
二
年
に

｢
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
粉
じ
ん
の
発
生
の
防

止
に
関
す
る
法
律
｣
が
施
行
さ
れ
、
こ
れ
に
基
づ
く
指
定

要
件
該
当
市
町
村
が
一
一
六
市
町
村
で
平
成
三
年
の
一
次

指
定
か
ら
、
平
成
六
年
の
三
次
指
定
ま
で
一
〇
二
市
町
が

指
定
さ
れ
、
残
り
一
四
市
町
村
が
未
指
定
市
町
村
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
安
全
で
快
適
な
冬

期
交
通
を
確
保
す
る
こ
と
が
強
く
道
路
管
理
者
に
求
め
ら

れ
て
い
る
。

一

除
雪
基
準
(案
)
の
検
討

北
海
道
で
は
、
除
雪
基
準
の
中
で
、
道
路
に
よ
る
ラ
ン

ク
付
、
す
な
わ
ち
道
路
に
重
要
度
を
付
け
て
そ
の
ラ
ン
ク

別
に
除
雪
水
準
を
設
定
す
る
方
法
は
採
用
し
て
い
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
道
内
の
気
候
は
、
地
域
に
よ
り
非
常
に
異

な
る
こ
と
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
凍
結
路
面
の
よ
う
に
今

ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
た
な
現
象
も
見
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
除
雪
基
準
を
根
本
的
に
整
理
、
組
立
直
す
こ
と
が
必

要
と
判
断
し
、
交
通
量
や
道
路
利
用
実
態
を
考
慮
し
な
が

ら
、
路
面
管
理
水
準
や
基
本
と
な
る
除
雪
水
準
を
定
め
る

こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て

｢北
海
道
道
路
除
雪
基
準
作

成
委
員
会
｣
を
平
成
六
年
八
月
に
発
足
さ
せ
た
。

こ
の
中
で
は
、
通
常
の
車
道
の
除
排
雪
の
他
、
歩
道
除

雪
、
横
断
歩
道
や
交
差
点
部
で
の
除
排
雪
、
さ
ら
に
は
、

橋
梁
、
歩
道
橋
、
ト
ン
ネ
ル
等
の
路
面
凍
結
箇
所
の
除
雪

基
準
に
つ
い
て
も
委
員
会
に
て
検
討
さ
れ
、
平
成
六
年
一

二
月
に

｢北
海
道
道
路
除
雪
マ
ニ
ュ
ア
ル
案
｣
と
し
て
整

理
さ
れ
た
。

今
回
特
に
、
冬
期
道
路
に
お
け
る
主
要
な
課
題
で
あ
る

除
雪
幅
員
･
路
面
管
理
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

一
一
除
雪
目
標
と
サ
ー
ビ
ス
水
準

除
雪
目
標
は
除
雪
の
具
体
的
な
行
動
基
準
を
示
す
も
の
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で
、
各
路
線
毎
の
除
雪
水
準
を
設
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

･
物
流
の
主
要
な
ル
ー
ト
と
な

っ
て
い
る
。

設
定
に
当
た
っ
て
は
自
動
車
交
通
量
、
歩
行
者
交
通
量
、

･
主
要
な
公
共
施
設

(
、
空
港
、
港
汰
、

代
替
路
線
の
有
無
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
、
主
な
公
共

施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
道
路
、
バ
ス
路
線
、
沿
道
状
況

(人

家
連
担
部
)、気
象
特
性

(降
雪
量
、
積
雪
深
等
)
等
を
考

慮
し
て
い
る
o

1

路
線
の
区
分
に
つ
い
て

除
雪
作
業
等
を
実
施
す
る
に
当
た
り
道
道
を
次
の
基
準

に
基
づ
き
四
種
類
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
体
制
及

び
路
面
管
理
水
準
を
設
定
す
る
。

の

自
動
車
交
通
量
に
よ
る
分
類

(
H
2
交
通
セ
ン
サ
ス

に
よ
る
)

①

…
自
動
車
交
通
量
T
≧
五
、
○
○
○
台
/
物
印

②

"

′′

五
、
○
○
○
>
T
≧
二
、
○
○
○

③
"

′′

二
、
○
○
○
>
T
≧
五
〇
0

④

"

′′

T
<
五
0
0
台

※
国
道

(平
均
)
T
三
四
、
八
〇
〇
台
/
物
印

主
要
道
道

(平
均
)
T
ニ
ニ
、
○
0
0
台
/
物
蹄

一
般
〃

(平
均
)
T
±.
一
、
二
〇
〇
台
/
蛇
亞

注
"
札
幌
市
除
き

☆
①
L
二
.

五
九
0
如

②
L
二二
、
四
九
0
如

③
L
三
四
、
八
五
0
如

④
L
三
四
、
三
八
○
如

計
L
=

=
、
三
一
○
如

(H
2
路
線
実
延
長
)

②

道
路
の
利
用
実
態
に
よ
る
分
類

A
･
都
市

(市
町
村
)
間
を
連
絡
し
て
い
る
。

･
主
要
な
公
共
施
設

(駅
、
空
港
、
港
湾
、
漁
港
、
地

域
の
中
核
的
な
医
療
施
設
等
)、及
び
高
速
道
路
の
イ

ン
タ
ー
へ
の
ア
ク
セ
ス
道
路
と
な

っ
て
い
る
。

･
主
要
な
観
光
地
へ
の
ア
ク
セ
ス
道
路
と
な

っ
て
い
る
。

･
国
道
-
国
道
を
連
絡
し
て
い
る
。

･
国
道
-
道
道

〃

･
道
道
-
道
道

〃

B
･
A

(上
記
)
以
外
の
路
線

③

除
雪
区
分

上
記
の
○
、
②
を
考
慮
し
て
除
雪
区
分
を
次
の
よ
う
に

決
め
る
。
な
お
除
雪
体
制

(除
雪
時
間
)
は
五
時
ー
二
二

時
を
基
本
と
し
て
い
る
が
、
気
象
状
況

公
マ後
の
降
雪
量
、

吹
き
溜
ま
り
に
よ
る
交
通
障
害
の
発
生
の
可
能
性
等
)
を

考
慮
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
二
二
時
-
五
時
の
深
夜
に
除

雪
作
業
も
あ
り
得
る
。

特
に
A
路
線
で
は
交
通
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
考
慮
す
る

と
国
道

(特
に
国
道
一
種
路
線
L
三
四
、
四
〇
〇
如
)
と

同
様
な
二
四
時
間
体
制
を
早
期
に
整
備
す
る
必
要
が
あ
る

(表
1
)。

2

除
雪
水
準
に
つ
い
て

の

除
雪
幅
員

除
雪
作
業
の
幅
員
は
第
一
級
ー
第
四
級
に
か
か
わ
ら
ず

次
の
と
お
り
と
す
る
。

①

車
道

表

区 分 T 利 用 除 雪 体 制

第 1 級 ① A ･ B 5 時 ~ 22時除雪を基本とする。
第 2 級 ② A ･ B "

第 3級
③ A ･ B

"
④ A

第 4 級 ④ B "

車
道
の
除
雪
作
業
幅
員
は
基
本
的
に
次
の
と
お
り

と
す
る
。

･
除
雪
幅

(プ
ラ
ウ
端
)
は
装
甲
路
肩
(ハ
i
ド
シ
ョ

ル
ダ
ー
)
端
と
す
る
。

･
緑
石
の
あ
る
場
合
は
除
雪
幅
は
緑
石
の
前
面
一
〇

節
程
度
と
す
る
。

･
防
護
柵

(ガ
ー
ド
ケ
ー
ブ
ル
、
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
、

ガ
ー
ド
パ
イ
プ
等
)
の
あ
る
場
合
は
除
雪
幅
は
防

護
柵
の
前
面
二
0
m
程
度
と
す
る
。

･
中
央
分
離
帯
の
あ
る
場
合
は
除
雪
幅
は
緑
石
の
前

面
一
○
伽
程
度
と
す
る
。

②

歩
道

歩
道
の
除
雪
作
業
幅
員
は
一
･
五
m
以
上
を
標
準

と
す
る
が
、
歩
道
の
構
造
上

(歩
道
幅
員
、
電
柱
等
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除雪作業幅 冬 (2) ③冬
期
路
面
の
管
理
は
基
本
的
に
は
舗
装
路
面
の
露
出
を

･
橋
梁
で
歩
道
の
あ
る
場
合
は
歩
道
の
除
雪
作
業
幅

員
は
一
･
五
m
以
上
と
す
る
が
、
や
む
を
得
な
い

･
橋
梁
で
歩
道
の
な
い
場
合
は
除
雪
幅
は
地
覆
の
前

の
除
雪
支
障
物
件
の
有
無
)
や
む
を
得
な
い
場
合
は

m
cm 歩 以
程 道 上

　　 　
除雪幅 (プラウ端) ･ 五

0 m
m 以 あ と な す
以 上 る す い る
上 と 場 る 場
と す 合 o 合
す る "ま 擦る が 歩

に と す 合 o

　 　　　
装 o 、 道
路 や のや

下層路盤 剪 定
露 得

凍上抑制帽 嬰 な
し、

(注 1 )斜線部は装甲路肩路盤とする。
※プラウ端は装甲路肩端とする。 目

標
と
す
る
が
、
当
面
は
除
雪
区
分

(第
一
級
-
第
四
級
)

毎
に
路
面
の
わ
だ
ち
深
さ
で
管
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
降
雪
量
等
に
よ
っ
て
は
目
標
を
下
回
る
場
合
も

い の 供 や 道 有 毎
る 強 の さ の 以 り な に
o 化 充 し 除 上 得 お 路

に 渋 い 北 の る 、 面

以
上
の
よ
う
な
基
準
の
も
と
に
平
成
六
年
度
よ
り
、
全

道
の
除
雪
目
標
と
し
て
お
り

｢除
排
雪
の
強
化
、
環
境
に

や
さ
し
い
薬
剤
の
散
布
、
道
路
利
用
者
へ
の
道
路
情
報
提

供
の
充
実
、
横
断
歩
道
の
ゴ
ム
舗
装
｣
な
ど
、
維
持
管
理

の
強
化
に
努
め
、
冬
期
路
面
管
理
の
充
実
に
取
り
組
ん
で

( の
表 雪 わ
2 量 だ
　 　 　

緑石のある場合

　　　　　　 　　

下層路盤 に ど の 強

防護柵がある場合 表 2

区 分
路 面 管 理 水 準
(機械除雪による目標)

第 1級 舗装路面の露出を目標とする。

第 2 級
路面のわだちき架さ 0 ~ 2 cmを目

標とする。

第 3級
路面のわだち;架さ 0 ~ 5 cmを目

標とする。

第 4級
路面のわだち深さ 0 ~ 1ocmを目

標とする。

除雪幅 (プラウ端)

(注) 1 わだち深さとは除雪面からの凹凸

の深さをいう。
コン (t= 3Cm ) 凍上抑制層 2 第 2級以下の路線であっても気象

条件(降雪量、 気温等)を勘案し極

力、舗装路面の露出に努めること。

メβ 道イテセ 95.11



中央分離帯がある場合

中央帯

除雪幅 (プラウ端) 除雪幅 (プラウ端)

歩 道 部

0.10 冬期歩道 富 W

除雪幅 (プラウ端)

歩道幅員(W ])は1,5 m 以上を標準とするが、 歩道幅員から止むを得ない場合は、 1.o
m 以上とする。

橋 梁 部

歩道首がない場合 歩道がある場合

W′l o.

除雪幅 (ブラウ端)

除雪幅 (プラウ端)

歩道幅員(W 1)は1.5 m 以上を標準とするが、 歩道幅員から止むを得
ない場合は、 1,om 以上とする。

道行セ 95.11 Z9
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〈参考〉 除雪事業過去 6箇年推移

種 別
、＼＼、、

年 度 平 成 元 年 度 平 成 2 年 度 平 成 3 年 度 平 成 4 年 度 平 成 5 年 度 平 成 6 年 度
路線数㈱ 延 長 回 路線数体) 延 長 同 路線数(利 延 長 同 路線数(利 延 長 回 路線数㈱ 延 長 回 路線数体) 延 長 回

北

海

道

実 延 長 828 11,269 829 11,310 832 11,340 835 11,414 824 1L 102 826 11,135
未 供 用 355 329 334 340 281 281
歩 道 延 長 4,024 4 ,229 4 ,420 4 ,592 4,561 4,736
交 通 不 能 (冬期) 141 1,253 143 1,152 146 1,154 147 1,195 143 1,129 139 1,092
異 常 気 象 交 通 止 105 480 103 453 105 493 99 460 88 468 92 477
雪 寒 法 指 定 延 長 1上141 11,141 11,141 11,141 11,141 10,978

除 雪 事 業 平 成 元 年 度 平 成 2 年 度 平 成 3 年 度 平 成 4 年 度 平 成 5 年 度

事 業 費(百万円)

公共 3,417 3 ,561 3,756 3 ,906 4 ,005 4 ,107
単独 1,837 1,917 2,333 2 ,922 3,408 3 ,756

合計 5 ,254 5 ,478 6,089 6 ,828 7 ,413 7,863

車 道 除 雪 延 長 (km)

公共 9,708 9,775 9,842 9,906 9 ,660 9 ,741
単独 381 421 405 382 323 289

合計 10,089 10,196 10 ,247 10,288 9,983 10 ,030

歩 道 除 雪 延 長(km)
公共 445 475 505 535 658 738
単独 3,407 3 ,730 3,871 3 ,987 3,875 3 ,875

合計 3 ,852 4 ,205 4,376 4 ,522 4 ,533 4 ,613

除 雪 率 (% )
車道 89 .5 90 .1 90.4 90.1 89 .9 90 .1

歩道 95 .7 99 .4 99.0 98.5 99 4 97 .4

運 搬 排 雪 延 長 (短)
公共 663 677 690 698 698 698

単独 94 115 130 162 153 184

合計 757 792 820 860 851 882
除雪ステーション(箇所) 93 ･ 87 86 86 87 89

関

連

施

橋 梁 延 長
箇所 4 717 4 ,751 4,769 4 ,820 4 ,701 4 ,733

躯 154 .6 158 .4 16L 4 164.6 159 .l 162 .1

ト ン ネ ル 延 長
箇所 69 70 73 76 70 73
km 13 .5 13 .8 14.6 17 .1 15 .7 16 .4

スノーシエツ ド
箇所 44 46 49 49 51 51
km 4 .7 5 .3 5.4 5 .4 6.4 6 .4

スノーシエルター
箇所 16 19 22 29 31 31

如 2 .9 3 ･4 4 ･3 6-4 6 .7 6 .7

J R 交 通 箇 所
立体 105 105 108 108 105 105

全体 313 284 285 ･ 286 280 277 .
チェーン着脱所 箇所 2 12 28 46 55 56

道路情報提供装置 箇所 119 133 148 164 195 212

流 雪 溝 市町 4 8 9 9 10 lo
気象情報システム 箇所 l 2 5 7

(注) 流雪溝は供用している市町数とする。 なお、 平成 6年度現在供用している市町は10市町である。(倶知安町、 砂川市、 福島町、 黒松内町、 岩内町、 増毛町、 下川

町、 京極町、 喜茂別町、 今金町) ※北海道が管理していない流雪溝は含まれていない。

口
崎
の

や
定
期
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〈参考〉 平成 6年度除雪機械台数調書

土 現 名
直 営 路 線 中断仝倍上機械

下段 :直営機械

上段 .市町村委託機械
委 託 路 線 中断 :貸与機械

下段 :委託機械
ト ラ ッ ク クゞレー

ター

ド ー ザ ー ロ ー タ リ 薬 剤
散布機

計
ト ラ ッ ク クゞレー

夕-
ド ー ザ ー ロ ー タ リ 薬 剤

散布機
計

サイド付 その他 大 型 小 型 大 型 小 型サイド付 そ の他 大 型 小 型 大 型 小 型

札 幌 盪

銘
偽
聡

銘
蜷

31

11

17

4

16

27

○コ
QJ 4

139

113
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3
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39 15
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第
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8
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90
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20
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4
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2
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18
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1

1

44

12
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2

29

47

11

10
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273

898

上段 .市町村委託機械

土現保有機械 :925 土現非保有機械 :L 433 合計 2 ,358



冬
期
の
道
路
嚢
週
対
策
に
つ
い
て

建
設
省
東
北
地
方
建
設
局
道
路
部
道
路
管
理
課
長

畔宮
原
…
邊道
治
開

て
お
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
道
路
の
安
全
性
、
定
時

で
推
移
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
は
じ
め
に

国
土
の
一
八
%
に
あ
た
る
六
万
七
、
○
○
○
擬
の
広
大

な
面
積
に
、
約
九
七
〇
万
人
が
居
住
し
て
い
る
東
北
地
方

は
、
総
面
積
の
九
八
%
が
積
雪
寒
冷
地
域
で
あ
る

(図
1

参
照
)。

東
北
に
お
け
る
冬
期
の
路
面
管
理
は
、
日
々
除
雪
に
追

わ
れ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

過
去
に
お
い
て
は
、
雪
に
閉
ざ
さ
れ
、
雪
に
よ
っ
て
発

展
を
妨
げ
ら
れ
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
が
、
道
路
が
整
備

さ
れ
、
自
動
車
交
通
に
よ
っ
て
、
人
の
交
流
、
生
活
物
資

の
輸
送
な
ど
が
活
発
に
な
る
に
つ
れ
、
無
雪
期
と
同
じ
よ

う
な
生
活
が
営
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
公
共
交
通
機
関
の
整
備
の
遅
れ
に
よ
っ
て
、

｢自
動
車
｣
へ
の
依
存
度
は
、
全
国
平
均
を
大
き
く
上
回
っ

(円
滑
)
性
の
確
保
に
対
す
る
地
域
の
期
待
は
、
非
常
に

大
き
い
も
の
が
あ
る
。

ま
た
、
近
年
で
は
、
脱
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
の
浸
透
に
よ
っ

て
、
冬
期
路
面
の
維
持
･
管
理
が
従
前
に
も
増
し
て
管
理

上
の
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
き
て
お
り
、
信
頼
性
の
向
上

に
対
す
る
強
い
要
請
に
応
え
る
べ
く
様
々
な
施
策
に
取
り

組
ん
で
お
り
、
以
下
に
そ
の
主
な
概
要
に
つ
い
て
紹
介
す

る
･0二

降
雪
状
況

東
北
地
方
の
年
度
別
降
雪
量
の
推
移
を
図
2
に
示
す
。

近
年
に
お
け
る
豪
雪
年
は
昭
和
四
八
、
五
一
、
五
五
、

五
八
、
六
○
年
度
と
ほ
ぼ
三
-
四
年
周
期
で
現
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
六
〇
年
度
を
最
後
に
こ
こ
九
年
間
の
冬
は
少
雪

昨
冬

(平
成
六
年
度
)
の
累
加
降
雪
量
は
平
成
五
年
度

　

　
　　

現

山

小
双

年

目

町

市
町
町

園

町
熊
簾

和
月

亘

原
大
植

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

地

な

劇

箔

　

　

　

　

　

漬

寒

指
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298

216

鰡　

　　　図

700

600

500

400

300

200

100

0

に
引
き
続
き
平
年
並
み
と
な
り
、
降
雪
の
特
徴
は
、
降
雪

期
当
初
が
非
常
に
多
雪
で
あ
っ
た
が
、
奥
羽
山
脈
を
境
に

日
本
海
側
内
陸
部
や
太
平
洋
側
で
は
少
雪
で
、
日
本
海
側

沿
岸
部
や
峠
部
で
比
較
的
降
雪
量
が
多
く
な
っ
た
こ
と
で

あ
る
。三

除
雪
対
策

東
北
管
内
直
轄
国
道
一
三
路
線
、
約
二
、
五
六
〇
如
の

う
ち
岩
手
、
宮
城
、
福
島
各
県
の
太
平
洋
沿
岸
部
を
除
く

値
2

均
蛇

平

積
雪
地
域
内
の
除
雪
費
対
象
区
間
延
長
約
一
、
七
四
九
如

を

一
○
事
務
所
、
三
二
出
張
所
で
除
雪
に
あ
た
っ
て
い
る
。

除
雪
に
つ
い
て
は
、
表
1
･
図
3
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、

対
象
区
間
の
大
部
分
が
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
使
用
禁
止
地
域

に
な
っ
て
お
り
、
除
雪
オ
ペ
レ
ー
タ
の
待
機
や
除
雪
巡
回

の
徹
底
を
図
り
、
降
雪
･
凍
結
時
の
出
動
の
迅
速
化
な
ど
、

除
雪
を
強
化
し
て
い
る
も
の
の
、
脱
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
の

進
展
に
伴
う
ス
リ
ッ
プ
事
故
も
増
大
し
て
い
る
現
状
に
あ

り
、
よ
り
充
実
し
た
除
雪
体
制
、
よ
り
き
め
細
か
な
除
雪

対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ス
タ
ッ
ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
の
普
及
に
よ
っ
て
、
新

　　
　

一

在

…
次
迫

次

贓
“

第
村

第
指

‐
は
町

は
県

県
7

県
全

年

下
で
定
形
で

岩
定
指
山
定

7

①
指
加
②
指

平

ロ

　

　
　　　　
　　　

　
　
　

年
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叢
偽
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造
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た
に
路
面
の
鏡
面
化
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
き
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
と
く
に
鏡
面
化
対
策
と
し
て
、
平
成
四
年
度

よ
り
、
除
雪
グ
レ
ー
ダ
ー
に
溶
液
散
布
装
置
を
順
次
装
着

し
て
い
る
。

四

凍
結
防
止
対
策

主
に
、
急
勾
配
区
間
、
急
カ
ー
ブ
、
橋
梁
部
、
ト
ン
ネ

ル
出
入
り
ロ
部
、
信
号
交
差
点
、
日
陰
部
、
事
故
多
発
箇

所
等
を
主
体
に
凍
結
防
止
剤
の
散
布
を
行
っ
て
い
る
。

凍
結
防
止
剤
の
散
布
に
つ
い
て
は
散
布
量
、
回
数
と
も

飽
和
状
態
に
き
て
お
り
、
今
後
は
、
定
置
式
の
凍
結
防
止

剤
の
設
置
や
、
効
率
的
な
薬
剤
散
布
機
械
の
開
発
等
の
ハ
ー

ド
面
と
あ
わ
せ
て
、
凍
結
予
測
の
精
度
向
上
、
散
布
マ
ニ
ュ

ア
ル
の
確
立
等
の
ソ
フ
ト
面
へ
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
き

て
い
る
。

五

消
融
雪
施
設
の
整
備

車
道
部
に
お
け
る
消
融
雪
施
設
に
つ
い
て
は
、
ロ
ー
ド

ヒ
ー
テ
ィ
ン
グ
及
び
散
水
ノ
ズ

ル
式
に
つ
い
て
設
置
し
て

い
る
が
、
イ
ニ
シ
ャ
ル
及
び
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
が
高
く
、

ト
ン
ネ
ル
湧
水
の
利
用
や
更
な
る
利
用
等
の
検
討
を
行
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

歩
道
部
に
お
け
る
消
融
雪
施
設
に
つ
い
て
は
、
特
に
人

家
連
胆
部
等
で
歩
行
者
の
多
い
地
区
を
主
体
に
、
設
置
し

て
い
る
が
、
高
齢
化
社
会
の
進
展
に
伴
い
、
ま
す
ま
す
需

要
が
高
ま
る
も
の
と
予
想
さ
れ
、
今
後
は
、
代
替
フ
ロ
ン

の
利
用
等
、
環
境
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
太
陽
熱
や
堆

肥
熱
の
利
用
等
、
新
た
な
技
術
開
発
へ
の
積
極
的
な
取
り

組
み
を
行
っ
て
い
る

(写
真
1
)
。

六

チ
ェ
ー
ン
着
脱
場
の
整
備

東
北
地
方
の
冬
期
は
、
日
本
海
側
の
豪
雪
、
太
平
洋
側

の
寒
冷
と
、
地
域
に
よ
る
気
候
が
極
端
に
変
化
し
、
ま
た
、

峠
越
え
の
ル
ー
ト
が
非
常
に
多
く
、
路
面
状
況
の
変
化
が

著
し
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
近
年
の
交
流
人
ロ
の

増
加
に
よ
り
、
関
東
方
面
か
ら
の
雪
道
に
不
慣
れ
な
ド
ラ

イ
バ
ー
へ
の
対
策
と
し
て
も
チ
ェ
ー
ン
着
脱
場
の
整
備
の

重
要
性
は
益
々
高
ま

っ
て
き
て
い
る
。
整
備
に
あ
た
っ
て

は
、
休
憩
場
、
片
屋
根
、
ジ
ャ
ッ
キ
ア
ッ
プ
装
置
、
照
明

灯
等
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
と
と
も
に
、｢道
の
駅
｣
等

の
情
報
タ
ー
ミ
ナ
ル
と
の
併
設
な
ど
多
機
能
型
の
チ
ェ
ー

ン
着
脱
場
の
整
備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七

気
象
情
報
シ
ス
テ
ム
等
の
整
備

道
路
気
象
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
を
充
実
す
る
こ
と
に

よ
り
、
路
面
凍
結
等
の
情
報
が
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
把
握
で

き
、
効
率
的
な
除
雪
及
び
初
期
除
雪
の
迅
速
化
が
可
能
に

な
る
こ
と
、
ま
た
予
測
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
除
雪
体
制

の
確
保
が
図
ら
れ
る
こ
と
な
ど
、
除
雪
の
効
率
化
に
む
け
、

シ
ス
テ
ム
の
拡
充
に
努
め
て
い
る
。

ま
た
、
収
集
し
た
情
報
を
良
好
な
路
面
管
理
に
利
用
す

る
だ
け
で
な
く
、
情
報
タ
ー
ミ
ナ
ル
、
情
報
板
、
路
側
放

　　
　
　　
　　
　

猟
･ぬ
き

写真 1 冬期、発酵槽での堆肥熱調査



送
等
の
整
備
を
進
め
、
道
路
利
用
者
へ
の
情
報
提
供
に
よ

り
、
道
路
管
理
者
、
道
路
利
用
者
双
方
に
よ
り
安
全
で
円

滑
な
冬
期
交
通
を
確
保
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

八

凍
結
抑
制
舗
装

冬
期
路
面
防
滑
対
策
と
し
て
、
機
械
除
雪
や
凍
結
防
止

剤
散
布
の
み
で
は
、
日
常
の
維
持
管
理
が
か
な
り
負
担
に

な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
結
露
等
の
凍
結
路
面
や

　　
　
　
　
　　
　

　

　

　

　　
　
　
　　
　

　手前が凍結抑制舗装、 奥が一般舗装写真 2 凍結抑制舗装

路
面
と
圧
雪
と
の
結
氷
抑
制
、
凍
結
防
止
剤
散
布
量
の
軽

減
、
除
雪
作
業
の
効
率
化
を
目
的
と
し
て
、
平
成
三
年
度

か
ら
、
粒
状
ゴ
ム
や
塩
化
物
系
の
凍
結
抑
制
剤
を
ア
ス
フ
ァ

ル
ト
合
材
に
添
加
し
た
凍
結
抑
制
舗
装
を
試
験
的
に
施
工

し
、
追
跡
調
査
を
行

っ
て
い
る
。

今
後
も
引
き
続
き
試
験
施
工
、
調
査
を
行
い
総
合
的
に

検
討
し
て
い
く

(写
真
2
)
。

九

お
わ
り
に

冬
期
の
積
雪
や
凍
結
等
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
は
、
地
域
に

非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。

従
っ
て
、
冬
期
の
道
路
の
安
全
性
･
信
頼
性
の
向
上
は
、

道
路
管
理
者
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

脱
ス
パ
イ
ク
社
会
に
お
け
る
冬
期
の
安
全
で
快
適
な
交

通
の
確
保
の
実
現
に
向
け
、
現
在
直
轄
で
取
り
組
ん
で
い

る
施
策
に
つ
い
て
、
簡
単
に
紹
介
し
た
が
、
高
齢
化
社
会

を
目
前
に
控
え
る
雪
国
の
地
域
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
、

更
な
る
技
術
開
発
と
創
意
･
工
夫
も
必
要
で
あ
ろ
う
。



冬
期
⑭
道
路
管
理
◎
北
陸
⑭
現
場
特
性

建
設
省
北
陸
地
方
建
設
局
道
路
部
道
路
管
理
課

一
北
陸
の
気
象
特
性

北
陸
地
方
建
設
局
管
内
の
気
象
は
、
世
界
で
も
ま
れ
に

み
る
豪
雪
地
帯
で
あ
る
と
と
も
に
、
年
間
降
水
量
も
比
較

的
多
く
、
四
季
を
通
じ
て
厳
し
い
気
象
状
況
に
あ
る
。

冬
期
間
に
は
更
に
、
西
高
東
低
の
気
圧
配
置
か
ら
、
強

い
北
西
の
季
節
風
に
よ
る
交
通
障
害
が
発
生
し
易
い
こ
と

も
特
性
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

北
陸
地
方
の
気
象
特
性
を
列
記
し
て
み
る
と
、

Q

月
別
平
均
気
温

･
北
海
道
、
東
北
よ
り
暖
か
い
。

同
じ
雪
寒
地
域
の
北
海
道
や
東
北
地
方
よ
り
気
温
は
高

く
、
平
野
部
で
平
均
気
温
が
氷
点
下
の
地
域
は
な
い
。

②

冬
期
の
降
水
量

･
日
本
最
大
の
冬
期
降
水
量
。

こ
の
特
性
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
新
潟
県
上
越
市
高
田
で

は
、
三
一月
と
一
月
の
降
水
量
は
四
〇
〇
鬮
を
越
え
こ
の

時
期
と
し
て
は
全
国
で
最
も
降
水
量
が
多
い
。

③

最
大
積
雪
深

･
山
間
部
に
は
三
〇
〇
伽
を
越
え
る
地
域
が
広
く
分
布
し

て
い
る
。

海
岸
地
域
で
も
、
最
大
積
雪
深
の
平
均
値
は
五
○
伽
を

越
え
、
内
陸
平
野
部
で
は
一
0
○
-
二
〇
〇
伽
の
範
囲
と

な
っ
て
い
る
。

@

累
計
降
雪
量

･
最
近
一
〇
ヵ
年
平
均
で
も
、
山
間
部
で
は
一
三
m
を
越

･え
る
。

二

冬
期
の
道
路
管
一理

=

管
理
区
間

北
陸
地
建
の
管
理
区
間
は
、
新
潟
、
富
山
、
石
川
の
三

県
に
お
い
て
、
日
本
海
を
縦
貫
す
る
七
･
八
号
、
本
州
を

横
断
す
る
一
七
･
一
八
･
四
一
･
四
九
･
三

一二
･
一
五

六
･
一
五
七
号
及
び
地
域
幹
線
で
あ
る
三

六
･
一
五
九
･

一
六
〇
号
の
計
三
一路
線
、
延
長
L
=
一
、
○
○
○
如
を

管
理
し
て
い
る
。

の

路
面
管
理

①

薬
剤
散
布
状
況

平
成
四
年
四
月
か
ら

｢
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
粉
塵
発

ャ

生
の
防
止
に
関
す
る
法
律
｣
の
罰
則
規
定
が
適
用
さ

措

れ
た
こ
と
に
よ
り
ス
タ
ッ
ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
が
普
及
し
、

%

そ
れ
に
対
応
し
た
路
面
管
理
を
行
う
た
め
、
従
来
の

9月11



(単位:㈲)最近10箇年平均と平成 6年度の累積降雪量図

薬
剤
散
布
箇
所
の
見
直
し
を
行
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
散
布
量
は
、
気
象
状
況
に
よ
る
影
響

も
あ
る
が
、
平
成
三
年
度
五
、
六
〇
0
t
で
あ
っ
た

も
の
が
、
平
成
六
年
度
に
は
約
九
、
四
〇
0
t
と
一
･

七
倍
に
増
加
し
て
い
る
o

②

路
面
管
理
の
特
性

平
均
気
温
は
比
較
的
高
い
も
の
の
、
気
温
は
ほ
ぼ

毎
日
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
圧

雪
が
存
在
す
る
日
や
濡
れ
の
状
態
の
日
で
も
寒
気
と

暖
気
が
交
互
に
訪
れ
る
こ
と
か
ら
、
降
雪
･
凍
結
予

測
を
行
う
と
と
も
に
以
下
に
留
意
し
路
面
管
理
を
行
っ

て

い
る
。

･
日
々
凍
結
融
解
が
繰
り
返
さ
れ
る
た
め
、
特
に
凍

結
開
始
時
刻
を
予
測
し
、
出
遅
れ
の
な
い
薬
剤
散

布
に
努
め
て
い
る
。

･
降
雪
量
が
多
く
圧
雪
も
厚
い
た
め
、
圧
雪
処
理
に

よ
る
鏡
面
発
生
に
対
す
る
散
布
も
行
う
必
要
が
あ

る
%

･
日
中
の
融
解
に
よ
り
塩
分
流
出
が
多
く
、
再
凍
結

が
起
こ
り
や
す
い
。

北
陸
に
お
い
て
は
、
特
に
以
上
の
よ
う
な
点
に
つ

い
て
、
時
々
刻
々
変
化
す
る
路
面
状
況
に
対
応
し
た
、

き
め
細
か
な
路
面
管
理
が
要
求
さ
れ
る
。

③

斜
面
管
理

積
雪
の
多
い
地
域
で
は
、
降
雪
に
よ
る
落
雪
や
雪
崩
等

に
よ
る
交
通
障
害
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
、
斜
面
の

　　　　　
凡例 (北陸地方建設局平均)

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　
危険箇所の雪庇処理

　 　　　　
　　　　　　

　
越波の状況



ま
た
、
内
薬
剤
散
布
車
は
四
九
台
を
配
備
し
て
い
る
が
、

積
雪
状
況
や
雪
面
の
ク
ラ
,ク等

を
、
法
面
点
検
車
等
を

“
-
、
･
;

:
:

i
5
:
‘
-

-

±
-

%淹“き濠洲諺選対淺壤溺纂燃
も,

用“雀監視礼が蕗彎等の恐れがあお場袷濾予め玖

坪域五年度誇ら縦米の乾式散布陣乾加銑て薬洲ゆ
きふき
きざ
さもでき“畿箋鮒

シ

.綵
や
-

雪
庇
処
担
車
‘
よ
り
斜
直
雪
を
捌
峅
し
交
逼

即
効
性
,
付
着
性
市
上
を
区
,
た
“
陦
塩
と
塩
“
“
溶
液

※

、

事ト洋
淺蓚苓鰐

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　　

　　

用
い
て
監
視
し
、
落
雪
等
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
は
予
め
人

海
戦
術
や
、
雪
庇
処
理
車
に
よ
り
斜
面
雪
を
排
除
し
交
通

の
安
全
を
図

っ
て
い
る
。

④

季
節
風
障
害

海
岸
部
を
通
過
す
る
八
号
、
ニ
ハ
0
号
に
お
い
て
は
特

殊
通
行
規
制
区
間
と
し
て

｢強
風
に
伴
う
車
両
の
横
転
の

恐
れ
｣
に
よ
る
も
の
が

一
区
間
、
｢越
波
｣
に
よ
る
も
の
が

五
区
間
の
計
六
区
間
L
=
一
八

･
八
如
指
定
さ
れ
て
い
る
。

｢強
風
｣
に
つ
い
て
は
、
一
冬
平
均
通
行
止
め
が
約
一

回
、
瞬
間
最
大
風
速
が
三
0
m
/

威
に
達
し
注
意
体
制
と

な
る
こ
と
が
九
回
程
度
発
生
し
て
い
る
。

ま
た

｢越
渡
｣
で
は
、
通
行
止
め
を
一
冬
平
均
七
回
程

度
実
施
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

一
方
平
野
部
で
は
、
地
吹
雪
に
よ
る
視
程
不
良
や
、
吹

き
留
ま
り
に
よ
る
交
通
障
害
に
苦
慮
し
て
い
る
。

三

除
雪
体
制

鋤

除
雪
実
施
体
制

管
理
延
長
L
=
-
、
○
○
○
癜
を
、
五
事
務
所
、
一
七

維
持
出
張
所
、
三
八
除
雪
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
で
実
施
し
て
い

る
･0②

機
械
の
配
備

車
道
除
雪
機
械

(ト
ラ
ッ
ク

･
グ
レ
ー
ダ
ー

･
ロ
ー
タ

リ
ー
等
)
二
九
二
台
、
歩
道
除
雪
機
械
一
二
九
台
の
計
四

一
五
台
を
配
備
し
て
い
る
o

平
成
五
年
度
か
ら
従
来
の
乾
式
散
布
車
に
加
え
て
薬
剤
の

即
効
性
･
付
着
性
向
上
を
図
る
た
め
原
塩
と
塩
カ
ル
溶
液

を
同
時
に
散
布
す
る
、
湿
式
散
布
車
を
六
合
導
入
し
作
業

の
効
率
化
を
図
っ
て
い
る
。

③

多
車
線
道
路
の
除
雪

管
内
で
高
規
格
･
多
車
線
道
路
の
割
合
は
約
二
〇
〇
蛔

で
管
内
延
長
の
二
0
%
と
な
っ
て
い
る
が
、
多
雪
地
域
の

た
め
、
I
C
の
除
雪
や
交
通
の
処
理
に
注
意
を
払
っ
て
い

る
%中

で
も
、
新
潟
市
を
中
心
と
し
た
新
潟
バ
イ
パ
ス
は
平

成
六
年
セ
ン
サ
ス
で
三
一万
五
千
台
/
日
と
、
高
速
道
路

を
除
く
一
般
国
道
で
は
全
国
三
番
目
の
交
通
量
と
な
っ
て

い
る
。
片
側
三
車
線
道
路
の
除
雪
は
、
除
雪
ト
ラ
ッ
ク
、

除
雪
グ
レ
ー
ダ
ー
を
主
体
と
し
た
高
速
除
雪
車
に
よ
る
悌

団
方
式

(複
数
の
除
雪
車
が
道
路
横
断
方
向
に
並
行
し
て

作
業
を
実
施
)
を
と
っ
て
い
る
が
、
短
時
間
に
除
雪
作
業

を
完
了
さ
せ
る
た
め
、
本
線
の
除
雪
車
、
I
C
関
係
を
受

け
持
つ
除
雪
車
、
通
行
車
両
を
規
制
す
る
標
識
車
等
全
体

で
六
合
-
七
台
の
編
成
で
除
雪
を
実
施
し
て
い
る
。

こ
の
方
法
に
よ
り
、
多
車
線
で
交
通
量
が
多
い
区
間
の

作
業
は
車
線
全
体
を
規
制
し
、
一
定
区
間
一
般
車
両
の
追

い
越
し
を
さ
せ
な
い
こ
と
で
作
業
の
効
率
化
と
安
全
を
図
っ

て
い
る
。

　

き

除

、

の

"
〆

路

ミ
ン
道

、
が
、
線

　
　　

多車線道路の除雪

　　

　
　
　

　　

　
　　
　
　

　
　
　

　

て

{

し
＼
≦
き
緘
璽
麹.

へ蟇雲

き
ざ
多

[終
き
ゞ
を
封
な
擁
繊
麗
谷

･
在
ざ
ら
べき
、

　
　

　

　

　
　
　
　　
　

四

情
報
管
理

情
報
機
器
の
整
備
は
、
収
集
機
器
に
つ
い
て
は
、
通
行

規
制
区
間
及
び
降
雪
･
凍
結
等
に
よ
る
交
通
障
害
が
多
く

発
生
す
る
箇
所
を
優
先
し
、
提
供
機
器
に
つ
い
て
は
、
道

路
利
用
者
の
注
意
喚
起
を
目
的
と
す
る
機
器
の
整
備
を
進

め
て

い
る
。

の

情
報
機
器
の
整
備
状
況

へ情
報
収
集
装
置
〉

気
温
計
七
二
基
、
積
雪
計
一
〇
一
基
、
風
向
風
速
計
四

28 道イテセ 95.11



八
基
、
凍
結
検
知
器
二
九
基
、
I
T
V
五
五
基

へ情
報
提
供
装
置
〉

道
路
情
報
板

(A
型
七
三
、
B
型
三
六
、
H
L
型
五
一

基
)、路
側
放
送
七
箇
所
、
情
報
タ
ー
ミ
ナ
ル
三
箇
所

へ情
報
伝
送
路
〉

光
ケ
ー
ブ
ル
二
四
八
如
、
整
備
率
二
四
･
八
%

②

国
道

一
七
号
に
お
け
る
道
路
管
理
情
報
シ
ス
テ
ム

一
般
国
道
一
七
号
は
急
峻
な
山
岳
道
路
で
、
特
に
三
国

峠
付
近
は
標
高
約
一
、
○
○
o
m
で
、
気
温
の
低
下
が
著

し
く
、
且
つ
積
雪
量
も
多
い
た
め
、
路
面
凍
結
や
雪
崩
等

の
交
通
障
害
の
発
生
し
や
す
い
地
形
･
気
象
条
件
下
に
あ

湯沢維持出張所 (情報管理室)

り
、
刻
々
と
変
化
す
る
道
路
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に

｢道
路
管
理
情
報
シ
ス
テ
ム
｣
の
整
備
を
進
め
、
冬
期
の

交
通
確
保
を
図
っ
て
い
る
。

全
体
シ
ス
テ
ム
と
し
て
は
、
出
張
所
管
理
区
間
L
=
四

二
如
に
、
気
象
テ
レ
メ
ー
タ
九
箇
所

(セ
ン
サ
ー
数

一
八
)

に
よ
り
気
象
観
測
網
を
確
保
し
、
更
に
三
国
峠
付
近
を
中

心
に
I
T
V

一
四
基
、
交
通
流
監
視
装
置
四
基
、
凍
結
検

知
器
二
基
が
配
置
さ
れ
、
こ
れ
ら
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
は

湯
沢
維
持
出
張
所
に
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
送
信
、
こ
れ
を
監

視
し
て
い
る
。

あ
と
が
き

北
陸
地
方
で
は
過
去
九
年
間
少
雪
傾
向
で
あ
っ
た
が
、

今
年
度
は
既
に
気
象
庁
の
寒
候
期
予
報
に
よ
る
と
、
｢平
年

並
み
｣
と
発
表
さ
れ
て
い
る
。

既
に
一
〇
月
一
八
日
に

｢除
雪
計
画
会
議
｣
を
終
え
、

冬
本
番
に
備
え
た
体
制
を
整
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

過
去
幾
多
の
豪
雪
を
経
験
し
て
い
な
い
ド
ラ
イ
バ
ー
が

増
え
る
中
で
、
冬
期
交
通
確
保
を
最
重
点
に
、
現
場
と
し

て
も
あ
ら
ゆ
る
面
に
工
夫
を
加
え
な
が
ら
安
全
で
効
率
的

な
道
路
管
理
に
努
め
て
行
き
た
い
。
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-

讓

冬
期
の
道
路
管
理
に
つ
い
て鳥

取
県
土
木
部
道
路
課
長

丸
岡

耕
平

は
じ
め
に

鳥
取
県
は
、
北
は
日
本
海
、
南
は
中
国
山
地
に
囲
ま
れ

鳥
取
砂
丘
、
大
山
を
は
じ
め
と
す
る
観
光
地
や
数
多
く
の

温
泉
や
自
然
に
恵
ま
れ
て
お
り
、
冬
期
に
は
、
大
山
や
氷

ノ
山
周
辺
の
ス
キ
ー
場
が
多
く
の
利
用
者
で
賑
わ
い
を
見

せ
て
い
る
。

ま
た
、
本
県
は
、
兵
庫
県
北
部
の
但
馬
地
方
と
と
も
に

日
本
有
数
の
多
雪
地
帯
で
あ
り
、
県
内
三
九
市
町
村
の
う

ち
三
六
市
町
村
が
積
雪
寒
冷
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る

(図
ー
)。

気
象
概
要

冬
期
の
気
象
は
、
中
国
山
地
を
背
に
冬
型
の
気
圧
配
置

の
影
響
で
山
間
部
を
中
心
に
積
雪
が
多
く
、
県
全
域
の
過

去
五
年
間
の
二
月
の
最
大
平
均
積
雪
深
が
六
三
釦
と
な
っ

て
い
る
。

こ
こ
数
年
は
、
暖
冬
傾
向
で
積
雪
が
少
な
か
っ
た
が
、

平
成
七
年
二
月
に
は
、
県
東
部
地
区
は
、
鳥
取
市
を
中
心

に
八
八
伽
(二
月
一
日
)
の
積
雪
が
あ
り
、
昭
和
五
九
年

以
来
三

年
ぶ
り
の
豪
雪
と
な
り
、
除
雪
に
万
全
を
期
し

た
と
こ
ろ
で
あ
る

(図
2
)。

道
路
の
概
要

県
管
理
道
路
は
、
一
般
国
道
三
〇
一
如

(九
路
線
)、主

要
地
方
道
七
一
〇
如

(四
三
路
線
)、
一
般
県
道
八
五
七
虹

(
一
七
八
路
線
)
の
合
計
一
、
八
六
八
如
で
道
路
ネ
ッ
ト

ワ
i
ク
を
形
成
し
て
お
り
、
特
に
国
道
は
、
他
県
と
の
交

流
、
県
民
の
生
活
や
経
済
活
動
を
支
え
て
お
り
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
中
国
山
地
越
え
と
な
る
こ
と
か
ら
、
冬
期
に
通

行
を
確
保
す
る
こ
と
が
絶
対
要
件
と
な
っ
て
い
る
。

除
雪
延
長
は
、
道
路
実
延
長
に
対
し
て
九
一
%
で
あ
り
、

そ
の
他
山
間
部
等
で
交
通
量
が
少
な
く
、
人
家
の
な
い
区

間
に
つ
い
て
は
、
冬
期
通
行
閉
鎖
区
間
と
し
て
除
雪
対
象

外
と
し
て
い
る
o

交
通
状
況

近
年
の
モ
ー
タ
リ
ゼ
i
シ
ョ
ン
の
進
展
、
特
に
一
般
生

活
に
お
け
る
車
の
利
用
は
、
冬
も
夏
と
同
じ
よ
う
な
状
況

に
な
っ
て
き
て
お
り
、
本
県
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。

特
に
積
雪
時
に
は
、
車
道
へ
の
違
法
駐
車
や
ノ
ー
マ
ル

証

タ
イ
ヤ
使
用
に
よ
る
急
坂
路
、
急
カ
ー
ブ
地
点
で
の
ス
リ
ッ

セ

プ
車
の
車
道
逸
脱
等
に
よ
る
交
通
渋
滞
が
多
く
発
生
し
て

漸

い
る
。



境港市 日 本 海
孝 現, 兵庫県
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中国横断 -
自動車道岡山米子 ,r‘

岡山県

積雪寒冷特別地域における道路
交通の確保℃こ関する特別措置法の指定路線地域 鬮

図 1

Cm

除
雪
体
制

冬
期
に
お
い
て
も
道
路
は
、
常
時
一
般
の
交
通
の
用
に

供
す
る
も
の
で
あ
り
、
積
雪
時
に
お
い
て
も
主
要
交
通
路
、

生
活
道
路
、
通
学
路
及
び
バ
ス
路
線
を
中
心
に
冬
期
交
通

を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
毎
年
、
除
雪
作
業
に
か
か
る
前
に
各
土
木
事
務

所
か
ら
除
雪
計
画
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
と
と
も
に
、
建

設
省
や
市
町
村
と
の
調
製
を
し
、
除
雪
計
画
を
策
定
し
て
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図 2 最大積雪深の推移 (12月 ~ 2月) 観測 ;鳥取気象台

除
雪
の
対
象
と
す
る
路
線
は
、
降
積
雪
量
及
び
そ
の
区

ま
た
、
建
設
省
、
県
、
県
警
察
本
部
、
市
町
村
及
び
バ

ス
協
会
等
の
関
係
者
で
構
成
さ
れ
て
い
る
鳥
取
県
除
雪
対

策
協
議
会
を
開
催
し
て
綿
密
な
打
ち
合
わ
せ
を
行
っ
て
い

る - ス い
O ･ ･ る

表 1 除雪目標と路線区分

区 分 交 通 量 目 標

l種路線
おおむね日交通量

1,000台以上
原則として 2車線をすみやかに確保する。

2種路線
おおむね日交通量

500台以上~ 1,000台未満

2車線又は 1車線をすみやかに確保するが、 1車線の場合
は待避所を設ける。

3種路線
おおむね日交通量

500台未満

1車線をすみやかに確保し待避所を設ける。
状況によっては一時交通不能となっても止むを得ないが、
状況判断のうえ、 すみやかに確保する。
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表 2 除雪作業基準

工 種

新雪除雪 路上に新雪が1ocm以上になった場合
。

拡 幅 除 雪

が繰純
金

車
場

て

る

き

あ

で

が

が

れ

り

恐

ま

の

だ
そ

き

は

吹
又

0

は

、
合

又

合

場

堤

場

た

雪

た

っ

に

っ
あ

端

な

が

両

と

れ

路
難
だ

道

因

な

排 雪 微高
0

が

合

雪

0
場

積

合

る

で

場

あ

等
た
が

所

っ
障

箇
な
支

取
に

に

切
難
通

両

困

交

び

が

て

及

雪

い

域

除

お

地
で
に

ん

車
点

た

雪

差

運

除

交

家
運
要

人

高

主

路面整正
圧雪の状況

のそは又鮴たつ皺梱,力通交よ

o

に

合
盤
場

氷
る

び
あ

及

が

雪

れ

圧
恐

爛
布

緘凍散 端る“あが恐
)

ゆ
籍

は

坂

又

急

し

部
結
梁

凍

橋

が

、

面
峠

路
(

間
、
雪
質
、
除
雪
作
業
の
難
易
等
を
考
慮
し
て
路
線
ご
と

に
除
雪
目
標
を
設
定
し
て
お
り
、
本
県
に
お
い
て
は
、
概

ね
路
面
に
新
雪
が
一
〇
皿
以
上
の
積
雪
に
な
る
と
早
朝
よ

り
直
営
･
借
上
げ
に
よ
り
除
雪
を
行
い
、
交
通
の
確
保
を

図

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
大
学
の
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
等
の

道
路
利
用
者
に
影
響
を
与
え
る
場
合
は
、
万
全
を
期
し
て

除
雪
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

(表
1

･
2
)。

除
雪
作
業
に
つ
い
て
は
、
管
内
を
五
つ
に
区
分
し
、
そ

れ
ぞ
れ
各
土
木
事
務
所
毎
に
、
地
域
特
性
に
応
じ
て
各
種

除
雪
機
械
を
配
備
し
、
効
率
的
な
除
雪
に
配
慮
し
て
い
る

(表
3
)。

表 3 除雪機械保有状況

機種
きミ木建務所

縣 糘 鯛 粁 根雨 合

除 雪 ト ラ ッ ク ワ･‘ イは ワ‘ ワ‘ 禮4 “

除 雪 グ レ ー ダ QJ 1上 “性 リム うり 露

除 雪 ド ー ザ ー hD QJ 1ユ リム T-▲ m

ロータリ 除雪車 TL リム り乙 1具 Qu QJ

スノーロータ" - nV 〔U nU 14 nV TL

凍結防止剤散衞車 ?“ リム ワム リノ“ リム m

小 型 除 雪 車 に･U リム “生 “n" にJ 20

計 れ M 20 19 聡 92

さ
ら
に
、
除
雪
体
制
の
効
率
化
及
び
道
路
利
用
者
へ
の

道
路
情
報
の
迅
速
か
つ
正
確
な
提
供
を
支
援
す
る
た
め
、

県
内
の
主
要
道
路
や
峠
部
を
中
心
に
、
積
雪
、
凍
結
等
の

冬
期
の
気
象
情
報
を
収
集
、
管
理
、
提
供
を
行
う
気
象
情

報
収
集
シ
ス
テ
ム
の
整
備
を
行
い
、
平
成
五
年
度
よ
り
運

営
し
て
い
る

(図
3
)。

問
題
点
及
び
対
策

除
雪
作
業
に
あ
た
っ
て
は
、
連
日
連
夜
の
作
業
に
よ
り

道
路
通
行
の
確
保
に
全
力
で
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
毎
年
の
よ
う
に
住
民
か
ら
の
苦
情
が
寄
せ
ら
れ

て
い
る
。

問
題
点
と
し
て
は
、

①

歩
道
除
雪
へ
の
対
応
の
遅
れ

②

路
側

(歩
道
)
へ
の
堆
雪
に
よ
る
沿
道
利
用
の
阻

害
③

末
端
路
線
の
早
期
通
行
確
保

等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ど
う
し
て
も
、
積
雪
の
状
態
に
よ
っ
て
は
、
車
道
除
雪

中
心
の
除
雪
体
制
と
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
歩
道
あ
る
い

は
人
家
前
へ
の
雄
雪
や
歩
道
除
雪
の
対
応
の
遅
れ
が
目
立
っ

て
し
ま
う
。

今
年
の
冬
は
、
前
年
の
問
題
点
を
踏
ま
え
、
各
除
雪
機

械
に
行
政
防
災
無
線
を
配
備
し
、
管
内
を
隅
無
く
配
車
さ

せ
車
道
除
雪
の
機
動
性
の
ア
ッ
プ
を
図
る
こ
と
に
し
て
い

る
%ま

た
、
地
域
住
民
へ
の
除
雪
に
対
す
る
理
解
と
協
力
が

得
ら
れ
る
よ
う
P
R
方
法
を
検
討
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

積
雪
の
多
い
地
域
に
と
っ
て
、
道
路
空
間
を
確
保
す
る

こ
と
は
、
生
活
の
場
の
確
保
や
地
域
の
活
性
化
を
支
援
す

る
た
め
に
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

最
近
除
雪
作
業
へ
の
行
政
へ
の
責
務
が
大
き
く
な
っ
て

き
て
お
り
、
道
路
管
理
者
と
し
て
の
除
雪
対
策
へ
の
取
り

組
み
が
問
わ
れ
て
き
て
い
る
。

冬
本
番
を
間
近
に
控
え
、
冬
期
道
路
管
理
に
全
力
投
球

で
取
り
組
む
所
存
で
あ
る
。
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冬
期
の
道
路
管
理
に
関
す
る
裁
判
例

建
設
省
道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

一

は
じ
め
に

冬
期
に
お
け
る
道
路
管
理
は
他
の
季
節
と
異
な
り
、
積

雪
･
凍
結
等
の
影
響
を
受
け
、
走
行
す
る
自
動
車
等
の
安

全
確
保
の
た
め
に
は
、
融
雪
や
凍
結
防
止
の
管
理
を
必
要

と
し
、
そ
の
管
理
水
準
も
年
々
高
度
な
も
の
が
求
め
ら
れ

て
い
る
状
況
に
あ
る
。

冬
期
に
お
け
る
道
路
管
理
の
裁
判
例
と
し
て
は
、
ま
ず
、

降
積
雪
、
路
面
凍
結
に
よ
る
ス
リ
ッ
プ
が
一
番
多
く
、
そ

の
他
は
、
道
路
に
及
ぶ
雪
崩
、
民
家
の
屋
根
か
ら
歩
道
へ

の
落
雪
等
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
ス
リ
ッ
プ
事

件
の
分
析
を
中
心
に
、
雪
崩
、
落
下
物

(落
雪
)
の
裁
判

例
も
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

な
お
、
こ
こ
で
紹
介
し
た
裁
判
例
の
全
文
は
道
路
法
関

係
例
規
集
の
第
齢
巻
、
第
n
巻
及
び
第
聡
巻
に
収
録
さ
れ

て
い
る
の
で
、
併
せ
て
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
と
こ
ろ
で

崩
壊
等
)
と
比
較
す
る
と
、
道
路
管
理
者
が
無
責
で
あ
る

あ
る
。

と
の
判
断
が
出
さ
れ
る
割
合
が
比
較
的
高
い
も
の
と
い
え

二

積
雪
、
凍
結
に
よ
る
ス
リ
ッ
プ
に
関
す
る

判
例

ス
リ
ッ
プ
に
関
す
る
裁
判
例
は
別
表
の
と
お
り
で
あ
り
、

全
部
で
二
一
裁
判
例
を
今
回
の
分
析
対
象
と
し
た
。
(
一

つ
の
事
件
で
地
裁
、
高
裁
、
最
高
裁
判
決
が
あ
っ
て
も
そ

れ
は

一
事
件
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
た
。
)

○

有
責
･
無
責
の
傾
向

二
一
の
裁
判
例
を
単
純
に
道
路
管
理
者
の
有
責

(敗
訴
)

･
鉦
坐
貝
(勝
訴
)
で
分
類
す
る
と
、
有
責
一
二
件
、
無
責

九
件
と
な
っ
た
。

こ
れ
は
、
他
の
事
故
類
型
別
の
分
類

(穴
ぼ
こ
、
道
路

と
の
判
断
が
出
さ
れ
る
割
合
が
比
較
的
高
い
も
の
と
い
え

る
。
こ
の
こ
と
は
ス
リ
ッ
プ
事
件
の
性
格
、
す
な
わ
ち
運

転
者
の
注
意
不
足
が
事
故
の
原
因
に
大
き
な
割
合
を
占
め

て
い
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

続
い
て
、
判
決
年
次
に
よ
る
傾
向
を
見
て
み
る
と
、
昭

和
四
○
年
代
の
判
決
が
四
件
、
昭
和
五
〇
年
代
の
判
決
が

一
四
件
、
昭
和
六
〇
年
以
降
が
三
件
で
あ
り
、
そ
の
有
･

鉦
坐
貝
の
内
訳
が
昭
和
四
〇
年
代
が
有
責
三
件
、
無
責
一
件
、

昭
和
五
〇
年
代
が
有
貴
八
件
、
鉦
坐
貝
六
件
、
昭
和
六
〇
年

代
以
降
が
有
責
一
件
、
無
貴
二
件
で
あ
る
。
近
年
は
訴
訟

弧

件
数
そ
の
も
の
が
減
少
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
管

セ

理
水
準
の
高
度
化
等
に
よ
る
、
事
故
の
減
少
自
体
も
考
え

漸

ら
れ
る
。

銘

次
に
、
裁
判
所
の
審
級
別
の
傾
向
を
見
て
み
る
と
、
最



高
裁
判
所
判
決
が
三
件
、
高
等
裁
判
所
判
決
が
六
件
、
地

番
、
即
番
及
び
祖
番
の
一
三
件
で
あ
り
、
後
者
が
1
番
、

上
告
審

最
高
裁

方
裁
判
所
判
決
が
一
二
件
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
有
･
無

2
番
、
7
>
、
ロ
ミ

露

、

7

>
か
ら
9

の
八
牛
“

召
□

‐

責
の
内
訳
は
、
最
高
裁
に
お
け
る
判
決
が
有
責
一
件
、
無

責
二
件
、
高
裁
判
決
が
す
べ
て
有
責
で
六
件
、
地
裁
判
決

が
有
責
六
件
、
鉦
聖
貝
六
件
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
中
で
は

高
等
裁
判
所
に
お
け
る
有
責
と
無
責
の
差
が
目
を
弓
く
力

こ
れ
は
原
告
側
が
一
審
で
敗
訴
し
た
場
合
は
控
訴
し
な
い

例
も
多
い
た
め
、
一
概
に
傾
向
を
示
す
も
の
と
は
言
え
な

い
と
考
え
る
o

以
上
、
有
責
･
鉦
箋
貝
を
統
計
的
に
傾
向
を
見
て
み
た
が
、

前
述
し
た
道
路
管
理
者
が
鉦
坐
貝
と
な
る
割
合
が
他
の
事
故

類
型
に
比
べ
て
比
較
的
高
い
こ
と
の
他
は
傾
向
と
し
て
特

筆
す
べ
き
も
の
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
近
年
は
訴
訟
自

体
が
減
少
し
て
い
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

②

ス
リ
ッ
プ
事
件
の
態
様

今
回
は
ス
リ
ッ
プ
事
件
で
も
、
冬
期
に
お
け
る
も
の
を

取
り
上
げ
る
観
点
か
ら
、
雨
、
土
砂
、
油
等
に
よ
る
ス
リ
ッ

プ
事
件
は
検
討
か
ら
除
外
し
、
凍
結
に
関
す
る
ス
リ
ッ
プ

の
み
に
限
定
し
た
。

凍
結
に
関
す
る
ス
リ
ッ
プ
事
件
に
お
い
て
も
、
今
回
は

さ
ら
に
二
つ
に
分
類
し
た
。
そ
れ
は
、
積
雪
や
、
自
然
現

象
的
な
凍
結
に
よ
る
ス
リ
ッ
プ
と
、
側
溝
か
ら
の
排
水
が

路
面
に
溢
水
し
た
た
め
凍
結
し
た
も
の
等
に
分
け
た
。
こ

の
分
類
方
法
に
よ
る
と
前
者
は
別
表
の
事
件
の
中
で
は
番

号
3
か
ら
6
番
、
8
番
か
ら
め
番
、
物
番
、
賢
番
か
ら
16

2
番
、
7
番
、
員
番
、
露
番
、
野
番
か
ら
醇
番
の
八
件
で

あ
る
。

前
者
は
判
決
の
傾
向
も
有
貴
七
件
、
生
霊
貝
六
件
と
ほ
ぼ

半
分
で
あ
る
が
、
後
者
は
有
貴
六
件
、
鉦
坐
貝
二
件
と
道
路

管
理
者
が
責
任
を
問
わ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
こ
れ
は
、

路
面
に
溢
水
を
さ
せ
、
そ
れ
が
凍
結
し
た
と
い
う
行
為
に

つ
い
て
、
道
路
管
理
者
に
そ
の
責
任
を
求
め
て
い
る
も
の

と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

積
雪
、
自
然
現
象
的
な
凍
結
に
よ
る
ス
リ
ッ
プ
の
裁

判
例

①

最
高
裁
判
例

最
高
裁
判
例
と
し
て
は
、
別
表
3
番
の

｢京
都
府
道
凍

結
ス
リ
ッ
プ
事
件
｣
と
6
番
の

｢福
井
国
道
二
七
号
凍
結

ス
リ
ッ
プ
事
件
｣
の
二
事
件
が
あ
り
、
前
者
は
最
高
裁
で

無
責
判
決
が
確
定
し
て
い
る
。
後
者
は
高
裁
の
債
権
関
係

の
法
律
論
の
部
分
で
原
告
ら
が
上
告
し
た
も
の
で
あ
る
の

で
、
道
路
管
理
瑕
疵
の
判
断
と
し
て
は
高
裁
で
有
貴
判
決

が
確
定
し
て
い
る
o

｢京
都
府
道
凍
結
ス
リ
ッ
プ
事
件
｣

第
一
審

京
都
地
裁

昭
和
四
八
年
六
月
二
六
日
判
決

道
路
管
理
者
敗
訴

控
訴
審

大
阪
高
裁

昭
和
五
〇
年
九
月
二
六
日
判
決

道
路
管
理
者
勝
訴

昭
和
五
一
年
六
月
二
四
日
判
決

道
路
管
理
者
勝
訴

(事
故
の
概
要
)

昭
和
四
三
年
二
月
九
日
午
前
八
時
四
〇
分
頃
、
京
都
府

宇
治
市
神
明
宮
東
八
番
地
の
二
付
近
の
京
都
府
道
宇
治
淀

線
上
に
お
い
て
被
害
者
が
西
か
ら
東
に
向
け
て
歩
行
中
、

背
後
か
ら
路
面
の
凍
結
に
よ
り
ス
リ
ッ
プ
し
た
大
型
貨
物

自
動
車
に
追
突
さ
れ
て
転
倒
、
入
院
後
死
亡
し
た
。

本
件
事
故
は
、
大
型
貨
物
自
動
車
が
本
件
道
路
を
時
速

二
五
鹸
で
東
進
中
、
約
二
八
m
先
で
先
行
車
が
停
車
し
た

の
を
認
め
て
あ
わ
て
て
ブ
レ
ー
キ
を
踏
ん
だ
と
こ
ろ
路
面

が
凍
結
し
て
い
た
た
め
ス
リ
ッ
プ
し
、
制
動
の
自
由
を
失
っ

て
車
両
の
後
部
が
横
に
振
れ
て
斜
め
に
な
っ
た
ま
ま
道
路

を
滑
走
し
た
結
果
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。

(第
一
審
判
決
要
旨
)

･
本
件
事
故
箇
所
は
過
去
に
お
い
て
凍
結
に
よ
る
事
故
が

発
生
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
道
路
管
理
者
に
お
い
て
そ

の
危
険
は
十
分
予
知
で
き
た
。

･
降
雪
の
際
は
パ
ト
ロ
ー
ル
を
強
化
し
、
凍
結
を
発
見
し

た
と
き
は
、
直
ち
に
融
雪
剤
を
散
布
し
た
り
、
そ
れ
が

間
に
合
わ
な
い
と
き
は
、
通
行
す
る
車
両
の
運
転
者
に

滑
走
の
危
険
が
あ
る
標
識
を
た
て
て
知
ら
せ
、
場
合
に

よ
っ
て
は
道
路
の
通
行
止
め
の
措
置
を
と
る
な
ど
し
て

道
路
の
安
全
性
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
。

･
本
件
道
路
は
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
が
欠
如
し
て
い
た

も
の
で
あ
る
o
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(控
訴
審
判
決
要
旨
)

･
道
路
に
お
け
る
交
通
の
安
全
は
、
こ
れ
を
確
保
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
安

全
を
考
え
る
場
合
、
道
路
自
体
の
設
置
そ
の
構
造
及
び

管
理
の
面
か
ら
す
る
も
の
と
、
こ
れ
を
利
用
す
る
者
の

通
行
方
法
、
態
度
等
、
通
行
者
側
に
対
す
る
も
の
と
の

両
面
か
ら
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

･
道
路
は
あ
ら
ゆ
る
交
通
上
の
危
険
に
対
処
し
、
こ
れ
を

防
止
し
得
る
絶
対
的
安
全
性
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
望

ま
し
い
に
は
違
い
な
い
。
し
か
し
道
路
は
所
詮
社
会
生

活
に
欠
か
せ
な
い
施
設
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
他
の
生
活
必
需
施
設
と
の
関
係
や
、
こ
れ
を
設

置
し
管
理
す
る
主
体
の
財
政
的
、
人
的
、
物
的
制
約
等

を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ
を
利
用
す
る
者
の
常
識
的
秩
序

あ
る
利
用
方
法
を
期
待
し
た
相
対
的
安
全
性
の
具
備
を

も
っ
て
足
る
も
の
と
考
え
る
。

･
路
面
が
凍
結
す
る
こ
と
は
、
道
路
そ
の
も
の
の
欠
陥
で

は
な
い
が
、
路
上
の
交
通
に
と
っ
て
極
め
て
危
険
で
あ

り
、
道
路
管
理
者
に
と
っ
て
も
無
関
心
で
は
済
ま
さ
れ

な
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。

･
道
路
自
体
に
融
雪
機
能
を
備
え
る
こ
と
は
現
代
の
科
学

技
術
の
水
準
、
財
政
事
情
よ
り
み
て
一
般
に
困
難
な
こ

と
で
あ
り
、
時
た
ま
に
し
か
起
こ
ら
な
い
降
雪
現
象
に

対
し
、
こ
の
設
備
や
人
的
配
備
を
行
う
よ
う
な
義
務
を

道
路
管
理
者
に
負
わ
す
こ
と
は
、
前
示
道
路
の
安
全
性

の
性
質
に
か
ん
が
み
適
当
で
な
く
、
む
し
ろ
、
こ
の
よ

う
な
場
合
の
道
路
通
行
の
安
全
性
は
、
こ
れ
を
利
用
す

(乙
車
)
を
発
見
し
て
急
制
動
を
か
け
た
と
こ
ろ
、
路
面

る
通
行
者
側
の
利
用
態
度
に
こ
れ
を
負
わ
す
べ
き
で
あ

る
･0

(上
告
審
判
決
)

上
告
理
由
の
論
旨
に
は
理
由
が
な
い
と
し
、
上
告
が
棄

却
さ
れ
、
道
路
管
理
者
の
勝
訴
が
確
定
し
た
。

｢福
井
国
道
二
七
号
凍
結
ス
リ
ッ
プ
事
件
｣

第
一
審

大
津
地
裁

昭
和
四
九
年
五
月
八
日
判
決

道
路
管
理
者
敗
訴

控
訴
審

大
阪
高
裁

昭
和
五
〇
年
一
〇
月
二
二
日
判
決

道
路
管
理
者
敗
訴

上
告
審

最
高
裁

昭
和
五
三
年
三
月
二
三
日
判
決

高
裁
に
差
し
戻
し

(債
権
債
務
に
関
す
る
法
律
論
)

差
戻
審

大
阪
高
裁

昭
和
五
四
年
七
月
三
〇
日
判
決

道
路
管
理
者
敗
訴

(事
故
の
概
要
)

昭
和
四
五
年
一
月
二
六
日
午
前
七
時
二
〇
分
頃
、
福
井

県
大
飯
郡
高
浜
町
青
六
の
三
五
の
三
地
先
の
国
道
二
七
号

上
の
交
差
点
の
ほ
ぼ
中
央
付
近
に
お
い
て
、
大
型
ト
ラ
ッ

ク

(甲
車
)
が
、
時
速
六
七
如
で
、
国
道
の
両
側
に
ブ
ル

ド
ー
ザ
ー
で
除
雪
し
た
後
の
雪
が
残
雪
と
な
っ
て
い
て
、

有
効
幅
員
が
狭
く
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
を
中
央
線
を
オ
ー

バ
ー
し
て
進
行
中
、
同
様
の
道
路
の
状
況
の
た
め
同
じ
く

中
央
線
を
オ
ー
バ
ー
し
て
対
向
し
て
く
る
大
型
ト
ラ
ッ
ク

が
凍
結
し
て
い
た
た
め
、
ス
リ
ッ
プ
し
て
そ
の
ま
ま
直
進

し
、
乙
車
も
同
じ
よ
う
に
急
制
動
を
か
け
た
が
路
面
凍
結

の
た
め
ス
リ
ッ
プ
し
て
そ
の
ま
ま
直
進
し
て
き
た
た
め
正

面
衝
突
し
、
甲
車
の
運
転
手
が
死
亡
し
た
。

(第
一
審
判
決
要
旨
)

･
本
件
道
路
は
一
般
国
道
と
し
て
交
通
上
極
め
て
重
要
な

幹
線
道
路
で
大
型
自
動
車
同
士
の
離
合
等
も
激
し
く
、

殊
に
本
件
事
故
現
場
付
近
は
北
陸
地
方
の
山
間
部
入
り

ロ
付
近
に
位
置
し
、
見
通
し
の
悪
い
交
差
点
で
、
か
つ

東
方
か
ら
緩
や
か
な
勾
配
を
な
し
つ
つ
、
北
側
に
カ
ー

ブ
し
て
い
る
地
形
的
に
も
危
険
な
と
こ
ろ
で
あ
る
に
拘

わ
ら
ず
、
残
雪
が
本
件
道
路
両
側
に
○
･
三
m
の
高
さ

を
な
し
て
は
み
出
し
、
従
来
の
道
路
幅
員
が
交
差
点
東

側
で
約
六
m
、
西
側
で
約
五
･
二
m
に
狭
め
ら
れ
、
更

に
、
本
件
事
故
現
場
付
近
か
ら
そ
の
交
差
点
東
方
に
約

五
0
m
、
西
方
に
約
六
0
m
く
ら
い
に
わ
た
り
、
右
残

雪
か
ら
路
面
に
湿
潤
し
た
水
分
が
凍
結
し
、
ス
リ
ッ
プ

を
起
こ
し
や
す
い
状
況
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
か

か
る
状
態
で
は
、
通
行
車
両
が
そ
の
離
合
に
際
し
て
衝

突
の
危
険
を
感
じ
、
特
に
大
型
車
両
同
士
の
場
合
は
お

互
い
に
中
央
線
を
オ
ー
バ
ー
し
が
ち
で
あ
る
た
め
運
転

者
に
お
い
て
事
故
回
避
の
た
め
急
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
、

た
め
に
、
凍
結
部
で
ス
リ
ッ
プ
し
て
事
故
を
発
生
さ
せ

る
危
険
性
が
極
め
て
大
き
く
、
道
路
が
通
常
有
す
べ
き

安
全
性
を
欠
く
状
態
に
あ
っ
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
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な
いい
。

･
国
道
全
体
に
わ
た
っ
て
、
内
規
に
従
い
最
小
限
の
排
雪

措
置
を
講
じ
て
い
た
と
い
う
だ
け
で
、
本
件
箇
所
に
お

け
る
具
体
的
な
危
険
性
が
除
去
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
以

上
、
な
お
管
理
の
瑕
疵
は
肯
認
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
道
路
管
理
者
に
お
い
て
は
、
凍
結
防
止

の
点
に
お
い
て
も
管
理
の
瑕
疵
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
を

不
可
抗
力
と
み
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

･
被
害
者
は
本
件
事
故
現
場
付
近
の
道
路
状
況
に
つ
い
て

知
悉
し
て
お
り
、
チ
ェ
ー
ン
等
の
装
着
も
せ
ず
、
制
限

速
度
を
超
え
る
六
七
畑
で
必
要
以
上
に
セ
ン
タ
ー
ラ
イ

ン
を
オ
ー
バ
ー
し
た
も
の
で
あ
る
。

･
(過
失
相
殺
五
0
%
)

(控
訴
審
判
決
要
旨
)

･
路
面
の
積
雪
が
道
路
脇
に
寄
せ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
が
残

雪
と
な
っ
て
○

･
三

m
の
高
さ
で
道
路
両
側
か
ら
車
道

に
は
み
出
し
て
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
事
故
当
日
ま
で
通

常
の
巡
回
以
外
に
特
段
の
対
策
が
講
じ
ら
れ
な
か
っ
た

た
め
に
路
面
凍
結
を
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

･
仮
に
排
雪
車
に
よ
る
排
雪
に
よ
っ
て
は
高
さ
一
皿
程
度

の
圧
雪
が
残
る
と
し
て
も
そ
の
程
度
の
雪
で
あ
れ
ば
溶

け
て
消
失
し
た
は
ず
で
あ
り
、
凍
結
も
生
じ
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
本
件
凍
結
は
道
路
管
理
の
瑕
疵
に

当
た
る
。

(上
告
審
判
決
)

･
不
真
正
連
帯
債
務
者
中
の
一
人
と
債
権
者
と
の
確
定
判

決
の
効
力
は
他
の
債
務
者
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
、

所
は
凍
結
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
本
件
事
故
は
当
時

と
の
判
断
が
示
さ
れ
高
等
裁
判
所
に
差
し
戻
し
た
が
、

道
路
管
理
者
は
上
告
し
な
か
っ
た
た
め
、
道
路
管
理
瑕

疵
の
判
断
の
部
分
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

②

高
等
裁
判
所
裁
判
例

高
等
裁
判
所
の
裁
判
例
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
六
つ
の

裁
判
例
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
年
代
の
新
し
い
も
の
の
う

ち
道
路
管
理
者
が
有
責
と
さ
れ
た
例
の
一
つ
に
つ
い
て
み

て
み
る
こ
と
と
す
る
。

(有
責
例
)

｢福
井
国
道
八
号
路
面
凍
結
ス
リ
ッ
プ
事
件
｣

第
一
審

福
井
地
裁
武
生
支
部
判
決

昭
和
五
三
年
一
〇
月
三
一
日

道
路
管
理
者
敗
訴

第
二
審

名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
判
決

昭
和
五
五
年

八
月
二
七
日

道
路
管
理
者
敗
訴

(事
故
の
概
要
)

昭
和
四
八
年
三
月
二
六
日
午
前
五
時
二
〇
分
ご
ろ
、
福

井
県
鯖
江
市
有
定
町
二
丁
目
の
国
道
八
号
鯖
江
大
橋
上
を

通
過
し
よ
う
と
し
た
普
通
乗
用
車
が
、
橋
梁
の
ジ
ョ
イ
ン

ト
部
分
の
段
差
と
橋
梁
路
面
の
凍
結
の
た
め
ス
リ
ッ
プ
し

て
対
向
車
線
に
進
入
し
、
対
向
車
線
を
走
行
中
の
普
通
貨

物
自
動
車
に
衝
突
し
て
こ
れ
を
破
損
す
る
と
と
も
に
対
向

車
両
の
運
転
者
に
負
傷
を
負
わ
せ
た
。

本
件
道
路
の
凍
結
は
橋
梁
部
分
の
み
で
、
そ
の
他
の
箇

雪
寒
対
策
期
間
が
過
ぎ
て
い
た
た
め
、
そ
れ
ま
で
設
置
し

て
い
た

｢
ス
リ
ッ
プ
注
意
｣
｢橋
上
凍
結
注
意
｣
の
看
板

や
融
雪
薬
剤
箱
も
撤
去
さ
れ
て
い
た
。

(第
一
審
判
決
要
旨
)

･
本
件
道
路
は
国
の
重
要
幹
線
道
路
で
あ
り
、
雪
寒
地
域

の
道
路
交
通
の
確
保
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
道
路

に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
本
件
橋
梁
上
の
路
面
は

他
の
部
分
と
比
較
し
て
凍
結
し
や
す
い
箇
所
で
あ
り
、

道
路
管
理
者
も
凍
結
防
止
箇
所
に
指
定
し
管
理
上
重
点

を
お
い
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
気
温
の
急
激
な
低

下
に
よ
っ
て
場
合
に
よ
っ
て
は
凍
結
現
象
を
起
こ
す
こ

と
を
事
前
に
十
分
予
見
し
得
た
。

･
路
面
の
凍
結
と
橋
梁
の
ジ
ョ
イ
ン
ト
部
の
段
差
に
よ
る

ス
リ
ッ
プ
を
防
止
す
る
よ
う
な
運
転
態
度
を
運
転
者
に

要
求
す
る
こ
と
は
過
酷
で
あ
る
。

･
凍
結
が
最
も
起
こ
り
や
す
い
夜
間
の
時
間
帯
に
道
路
の

パ
ト
ロ
ー
ル
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
等
を
総
合
考
慮

す
る
と
、
本
件
橋
梁
は
事
故
当
時
道
路
を
常
時
良
好
な

状
態
に
保
つ
よ
う
な
有
効
か
つ
適
切
な
管
理
行
為
が
尽

く
さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。

･
(過
失
相
殺
三
0
%
)

(控
訴
審
判
決
要
旨
)

･
道
路
管
理
者
は
本
件
事
故
と
橋
梁
ジ
ョ
イ
ン
ト
部
の
段

差
に
は
因
果
関
係
が
な
い
こ
と
及
び
走
行
速
度
が
七
二
･

二
獅
の
無
謀
運
転
が
本
件
事
故
の
原
因
で
あ
る
と
主
張
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す
る
が
、
段
差
と
事
故
と
の
因
果
関
係
に
関
す
る
鑑
定

は
、
そ
の
前
提
と
す
る
路
面
状
態
が
実
験
上
の
も
の
と

実
際
と
に
相
違
が
あ
り
採
用
で
き
な
い
。

ま
た
、
そ
の
速
度
は
全
証
拠
を
推
定
す
る
と
時
速
五
五
･

三
虹
を
越
え
る
程
度
に
は
達
し
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
、

そ
の
運
転
態
度
を
持
っ
て
社
会
通
念
上
要
求
さ
れ
る
一

般
的
な
連
行
方
法
な
い
し
態
度
を
逸
脱
し
た
も
の
と
認

め
る
の
は
相
当
で
な
く
、
そ
の
点
に
関
す
る
主
張
も
採

用
で
き
な
い
。

③

地
方
裁
判
所
裁
判
例

地
方
裁
判
所
の
裁
判
例
に
お
い
て
も
年
代
の
新
し
い
順

に
有
責
例
と
無
責
例
を
一
つ
ず
つ
み
る
こ
と
と
す
る
。

(有
責
例
)

｢岡
山
国
道
一
八
〇
号
自
動
車
転
落
事
件
｣

岡
山
地
裁
判
決

平
成
四
年
六
月
二
六
日
判
決

道
路
管
理
者
敗
訴

(事
故
の
概
要
)

昭
和
六
一
年
三
月
七
日
午
後
三

時
三
〇
分
頃
、
岡
山

県
新
見
市
千
屋
五
一
二
番
地
南
約
七
四
0
m
の
国
道
一
八

〇
号
を
時
速
約
四
〇
如
で
岡
山
方
面
か
ら
米
子
方
面
に
向

け
て
北
進
走
行
中
減
速
の
た
め
制
動
措
置
を
と
っ
た
と
こ

ろ
、
路
面
凍
結
の
た
め
車
両
が
滑
走
し
、
道
路
右
側
の
ガ
ー

ド
レ
ー
ル
に
衝
突
し
て
、
破
損
し
、
約
五
m
下
の
高
梁
川

河
川
敷
に
転
落
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
約
一
五
分
後
、
別
の

普
通
乗
用
車
が
同
じ
場
所
で
ス
リ
ッ
プ
し
河
川
に
転
落
、

(事
故
の
概
要
)

前
転
落
車
両
か
ら
這
い
出
し
て
、
同
車
両
の
上
に
乗
っ
て

救
助
を
待
っ
て
い
た
原
告
の
娘
の
頭
部
を
直
撃
し
、
同
人

が
即
死
し
た
。

(判
決
要
旨
)

･
本
件
事
故
現
場
は
道
路
構
造
令
の
個
々
の
規
定
に
は
抵

触
し
な
い
が
、
左
カ
ー
ブ
、
幅
員
減
少
、
下
り
勾
配
等

の
諸
条
件
を
総
合
的
に
検
討
し
、
危
険
の
度
合
い
を
判

断
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
す
れ

ば
、
さ
ら
に
夜
間
か
つ
凍
結
と
い
っ
た
諸
事
情
が
加
わ

り
危
険
が
現
実
化
す
る
構
造
上
の
瑕
疵
が
存
在
し
た
。

･
道
路
管
理
者
は
事
故
後
標
識
灯
を
設
置
し
て
お
り
、
本

件
現
場
は
標
識
等
の
設
置
の
必
要
が
あ
っ
た
も
の
と
認

め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

･
本
件
事
故
の
前
夜
に
も
同
現
場
で
ス
リ
ッ
プ
転
落
事
故

が
発
生
し
て
お
り
、
道
路
管
理
者
は
通
報
を
受
け
て
そ

の
事
実
を
知
っ
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
同
現
場
を
走
行

す
る
運
転
者
に
注
意
を
喚
起
す
る
等
、
何
ら
の
対
応
措

置
を
と
ら
な
か
っ
た
点
に
お
い
て
管
理
上
の
瑕
疵
が
あ

っ
た
。

･
(過
失
相
殺
な
し
)

(無
害
(例
)

｢宮
城
県
道
ス
リ
ッ
プ
転
落
事
件
｣

仙
台
地
裁
判
決

昭
和
五
四
年
五
月
一
六
日

道
路
管
理
者
勝
訴

昭
和
五
一
年
三
月
二
〇
日
午
前
一
〇
時
三
〇
分
頃
、
宮

城
県
栗
原
郡
花
山
村
本
沢
鯨
森
知
内
の
県
道
を
一
迫
町
方

面
か
ら
温
湯
方
面
に
向
け
て
進
行
中
、
付
近
の
路
面
が
降

雪
で
濡
れ
て
い
た
た
め
、
車
両
が
滑
走
し
、
道
路
下
の
花

山
ダ
ム
湖
に
転
落
し
乗
員
一
名
が
死
亡
、
一
名
が
負
傷
し

た
。本

件
道
路
は
、
幅
員
約
六
m
の
舗
装
道
路
で
ダ
ム
湖
に

沿
っ
て
屈
曲
し
て
お
り
、
起
伏
も
多
く
事
故
地
点
付
近
四

0
m
区
間
は
道
路
外
に
幅
四
･
一
-
六

･
一
m
の
路
肩
が

あ
っ
た
。
な
お
、
事
故
当
日
は
小
雪
が
ち
ら
つ
い
て
所
々

に
積
雪
も
あ
り
、
路
面
は
薄
く
凍
結
し
て
い
た
。

(判
決
の
概
要
)

･
本
件
道
路
は
、
屈
曲
は
起
伏
の
多
い
道
路
で
冬
期
間
積

雪
が
多
く
、
事
故
現
場
付
近
は
特
に
凍
結
し
や
す
く
、

比
較
的
ス
リ
ッ
プ
事
故
等
を
起
こ
し
や
す
い
箇
所
で
あ

る
た
め
事
故
現
場
付
近
を
除
き
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
が
設
置

さ
れ
て
い
た
。
事
故
現
場
付
近
は
見
通
し
も
よ
い
こ
と

か
ら
雪
等
を
ダ
ム
湖
に
排
出
す
る
排
出
ロ
と
し
て
広
い

路
肩
を
利
用
し
て
い
た
た
め
、
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
が
な
か
っ

た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
広
い
路
肩
の
た
め
正

常
の
運
転
の
場
合
は
直
ち
に
転
落
の
危
険
は
な
か
っ
た

場
所
で
あ
り
、
本
件
事
故
ま
で
転
落
事
故
は
な
か
っ
た

こ
と
、
道
路
管
理
者
は
道
路
情
報
板
に
よ
り
積
雪
等
の

注
意
を
与
え
、
滑
り
止
め
用
の
砂
も
備
え
て
い
た
こ
と

か
ら
運
転
者
が
チ
ェ
ー
ン
等
の
滑
走
防
止
装
置
を
装
着
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す
る
か
、
路
面
状
況
に
合
わ
せ
た
運
転
を
す
る
か
の
措

｢長
野
国
道
二
〇
号
ス
リ
ッ
プ
事
件
｣

置
が
期
待
し
得
た
も
の
で
あ
り
、
道
路
の
設
置
･
管
理

長
野
地
裁
飯
田
支
部
判
決

の
瑕
疵
は
認
め
が
た
い
。

⑭

側
溝
等
か
ら
の
溢
水
が
凍
結
し
た
も
の
の
裁
判
例

積
雪
や
自
然
凍
結
と
は
別
に
、
側
溝
や
道
路
の
亀
裂
か

ら
の
溢
水
や
湧
水
が
凍
結
し
て
自
動
車
が
ス
リ
ッ
プ
し
た

事
件
が
何
件
か
あ
る
。
別
表
で
は
1
番
、
2
番
、
7
番
、

11
番
、
蜷
番
、
野
番
か
ら
埒
番
の
事
件
が
そ
れ
ら
に
分
類

さ
れ
る
も
の
と
考
え
た
。

そ
れ
ら
の
有
責
･
鉦
坐
貝
の
判
断
は
路
番
、
的
番
を
除
い

て
す
べ
て
有
責
で
あ
る
が
、
聡
番
、
的
番
の
判
決
例
は
溢

水
や
湧
水
の
事
実
関
係
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
溢
水
の
事
実
関
係
が
認
定
さ
れ

た
上
で
、
鉦
堂
貝
の
判
断
が
下
さ
れ
た
事
件
は
な
い
こ
と
に

な
る
。

こ
れ
は
、
積
雪
や
自
然
現
象
に
伴
う
凍
結
で
あ
れ
ば
、

予
見
可
能
性
や
回
避
可
能
性
の
面
で
道
路
管
理
者
に
す
べ

て
の
責
任
を
負
わ
す
こ
と
が
酷
な
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
け
れ
ど
も
、
側
溝
等
の
不
備
に
よ
る
溢
水
、
凍
結
は

自
然
現
象
と
は
い
え
ず
、
予
見
可
能
性
、
回
避
可
能
性
の

面
で
責
任
は
回
避
で
き
な
い
も
の
と
判
断
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

こ
こ
で
も
、
年
次
の
新
し
い
順
に
有
責
例
を
二
つ
み
る

こ
と
と
し
た
い
。

長
野
地
裁
飯
田
支
部
判
決

昭
和
五
五
年
一
〇
月
二
二
日

道
路
管
理
者
敗
訴

(事
故
の
概
要
)

昭
和
五
〇
年
二
月
九
日
午
前
六
時
一
〇
分
頃
、
長
野
県

茅
野
市
金
沢
小
舟
の
国
道
二
〇
号
を
諏
訪
市
方
面
か
ら
富

士
見
町
方
面
に
向
か
っ
て
進
行
中
、
前
車
が
減
速
し
た
た

め
急
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
と
と
も
に
右
に
ハ
ン
ド
ル
を
切
っ

た
と
こ
ろ
、
当
該
箇
所
が
側
溝
か
ら
あ
ふ
れ
出
た
水
で
凍

結
し
て
い
た
た
め
ス
リ
ッ
プ
し
、
対
向
車
線
に
進
入
し
、

対
向
車
と
衝
突
し
た
。

(判
決
要
旨
)

･
本
件
事
故
現
場
は
、
側
溝
か
ら
あ
ふ
れ
出
た
水
に
よ
っ

て
一
一
0
m
に
も
わ
た
っ
て
凍
結
し
て
い
た
。

･
し
か
も
本
件
事
故
発
生
に
至
る
ま
で
何
ら
の
措
置
も
講

じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

･
本
件
事
故
が
乾
燥
晴
天
の
も
と
で
起
き
た
等
の
事
情
か

ら
み
て
、
原
告
に
ス
ノ
ー
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
を
装
着
し

な
か
っ
た
等
の
点
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
重
大
な
過

失
が
存
在
す
る
と
は
い
え
な
い
。

･
(過
失
相
殺
二
0
%
)

｢千
葉
国
道
一
二
六
号
路
面
凍
結
ス
リ
ッ
プ
事
件
｣

東
京
地
裁
判
決

昭
和
五
三
年
九
月
三
一日

道
路
管
理
者
敗
訴

(事
故
の
概
要
)

昭
和
園
七
年
三
一月
一
四
日
午
前
四
時
一
〇
分
頃
、
千

葉
県
加
曽
利
町
一
八
二
番
地
の
国
道
一
二
六
号
を
千
葉
方

面
か
ら
東
金
方
面
に
向
け
て
走
行
中
、
路
面
凍
結
の
た
め

ス
リ
ッ
プ
し
て
蛇
行
を
始
め
、
ハ
ン
ド
ル
操
作
不
能
の
ま

ま
対
向
車
線
を
越
え
て
本
件
道
路
南
側
の
田
に
転
落
し
た
。

本
件
道
路
は
片
勾
配
の
道
路
で
あ
り
、
道
路
側
溝
が
道
路

沿
い
の
タ
イ
ヤ
会
社
の
前
に
だ
け
設
け
ら
れ

(二
四
条
工

事
)
て
い
た
が
、
流
未
処
理
で
あ
る
溜
桝
が
浸
透
式
構
造

で
排
水
ポ
ン
プ
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
従
前
し
ば

し
ば
溢
水
し
て
い
た
。

(判
決
概
要
)

･
道
路
管
理
者
は
沿
道
会
社
か
ら
の
流
出
水
の
処
理
の
た

め
側
溝
の
設
置
を
指
示
し
た
が
、
排
水
用
モ
ー
タ
ー
を

付
設
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
な
か
っ
た
、
し
か
も
、
着

工
時
期
も
条
件
に
反
し
、
本
件
事
故
当
時
で
も
な
お
未

完
成
で
完
了
検
査
も
了
し
て
い
な
か
っ
た
。

･
本
件
事
故
は
、
不
完
全
な
流
末
処
理
に
よ
る
本
件
側
溝

の
排
水
能
力
の
欠
如
が
そ
の
原
因
の
一
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
o

･
本
件
事
故
当
時
他
に
一
二
ー
三
台
の
車
両
が
本
件
凍
結

に
よ
る
事
故
を
起
こ
し
て
い
る
等
の
事
情
を
総
合
勘
案

す
る
と
、
運
転
者
に
お
い
て
道
路
上
が
凍
結
し
て
い
る

こ
と
を
予
想
す
る
こ
と
は
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
り
、
前

方
不
注
視
そ
の
他
の
過
失
が
あ
っ
た
も
の
と
は
到
底
認

め
ら
れ
な
い
。
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･
(過
失
相
殺
な
し
)

三

雪
崩
事
者故
の
判
例

次
に
、
道
路
区
域
内
へ
の
雪
崩
事
故
に
つ
い
て
の
裁
判

例
を
一
つ
紹
介
す
る
が
、
こ
の
事
件
は
、
雪
崩
に
よ
る
車

両
の
下
敷
き
の
事
件
で
あ
り
、
地
裁
、
高
裁
に
お
い
て
道

路
管
理
者
が
敗
訴
し
て
い
る
が
、
高
裁
判
決
に
お
い
て
、

｢事
後
的
救
済
｣
の
面
か
ら
判
断
す
る
た
め
の
道
路
管
理

者
の
義
務
は
そ
れ
が
す
ぐ
さ
ま
行
政
上
の
義
務
と
は
な
り

得
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。

｢石
川
国
道
一
五
七
号
雪
崩
事
件
｣

第
一
審

金
沢
地
裁
判
決

昭
和
五
二
年
一
月
二
一
日

道
路
管
理
者
敗
訴

控
訴
審

名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
判
決

昭
和
五
四
年
四
月
二
〇
日

道
路
管
理
者
敗
訴

(事
故
の
概
要
)

昭
和
四
九
年
二
月
一
六
日
、
石
川
県
石
川
郡
鶴
来
町
内

の
一
般
国
道
一
五
七
号

(補
助
国
道
)
に
お
い
て
、
高
さ

一
四
m
、
幅
三
三
･
五
m
、
容
積
約
五
〇
〇
立
法
メ
ー
ト

ル
の
雪
崩
が
発
生
し
、
通
行
中
の
自
動
車
が
そ
の
下
敷
き

と
な
り
、
運
転
者
一
名
が
死
亡
し
た
。

(第
一
審
判
決
要
旨
)

･
設
置
の
瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
本
件
規
模
の
雪
崩
に
対
し

て
、
た
と
え
道
路
脇
に
強
固
な
雪
崩
止
め
擁
壁
を
構
築

し
て
い
た
と
し
て
も
防
止
は
困
難
で
、
道
路
改
良
工
事

と
本
件
雪
崩
の
発
生
に
は
相
当
因
果
関
係
は
肯
定
で
き

を
い
い
。

･
管
理
の
瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
本
件
現
場
の
少
し
奥
地
で

は
小
規
模
の
雪
崩
が
頻
発
し
て
い
た
こ
と
と
、
当
日
の

気
象
条
件
等
を
総
合
す
る
と
、
本
件
雪
崩
発
生
の
危
険

性
は
予
測
し
得
た
も
の
で
あ
り
、
通
行
の
制
限
又
は
禁

止
等
の
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
道
路
管
理
者
に
は
道
路

管
理
の
瑕
疵
が
あ
っ
た
。

･
(過
失
相
殺
な
し
)

(控
訴
審
判
決
要
旨
)

･
雪
崩
発
生
に
付
き
一
般
的
予
測
可
能
性
が
存
す
る
限
り
、

国
家
賠
償
法
二
条
に
よ
る
事
後
的
救
済
の
面
に
お
い
て

は
、
道
路
の
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
も
の
と
み
て
、
国

又
は
公
共
団
体
に
賠
償
責
任
を
負
担
さ
せ
、
被
害
の
分

散
を
図
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

･
危
険
回
避
措
置
義
務
は
事
後
的
救
済
の
面
か
ら
道
路
の

管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
見
る
上
で
、
論
理
的
に
前
提

と
さ
れ
る
義
務
で
あ
り
、
こ
れ
と
同
一
内
容
の
義
務
が

道
路
管
理
者
に
対
し
事
前
に
行
政
上
の
義
務
と
し
て
当

然
に
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

四

落
雪
事
件
の
判
例

最
後
に
落
下
物
の
判
例
と
し
て
、
民
家
の
屋
根
か
ら
歩

道
上
に
雪
が
落
下
し
、
歩
行
者
が
死
亡
し
た
事
件
の
裁
判

例
を
紹
介
す
る
。
こ
の
裁
判
例
で
は
、
た
と
え
民
家
か
ら

の
落
雪
で
も
道
路
区
域
内
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ

ば
、
道
路
管
理
者
は
賠
償
の
責
任
を
負
う
と
い
う
、
落
石

の
事
故
と
同
じ
判
断
が
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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｢北
海
道
国
道
四
〇
号
歩
道
上
落
雪
事
件
｣

第
一
審

旭
川
地
裁
判
決

昭
和
五
〇
年
五
月
一
五
日

道
路
管
理
者
敗
訴

控
訴
審

札
幌
高
裁
判
決

昭
和
五
一
年
八
月
二
三
日

道
路
管
理
者
敗
訴

(事
故
の
概
要
)

昭
和
四
八
年
一
二
月
二
一
日
午
前
八
時
五
分
頃
、
北
海

道
士
別
市
の
国
道
四
〇
号
の
歩
道
を
婦
人
が
子
供
を
連
れ

て
歩
行
中
、
国
道
に
面
し
平
行
し
て
建
て
ら
れ
て
い
た
店

舗
兼
住
宅
の
屋
根
か
ら
、
屋
根
に
設
置
さ
れ
て
い
た
雪
止

め
の
鉄
線
が
切
れ
て
雪
が
頭
上
に
落
下
し
両
名
が
埋
没
し

婦
人
は
窒
息
死
し
た
。

(第
一
審
判
決
要
旨
)

･
道
路
管
理
者
は
落
雪
に
よ
る
危
険
が
認
め
ら
れ
る
場
合

に
は
、
そ
の
家
屋
の
所
有
者
に
雪
下
ろ
し
を
求
め
た
り
、

歩
道
上
の
歩
行
で
き
る
部
分
を
落
雪
の
危
険
の
あ
る
建

物
の
軒
下
か
ら
離
し
て
車
道
寄
り
に
向
け
た
り
し
て
歩

行
者
の
通
行
の
安
全
を
は
か
る
措
置
を
と
り
う
る
の
に
、

軒
下
を
通
行
路
と
し
、
歩
行
者
の
た
め
の
通
常
備
え
る

べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

(第
二
審
判
決
要
旨
)

･
雪
堤

(歩
道
上
の
た
ま
っ
た
雪
)
の
存
在
は
歩
行
路
を

危
険
な
軒
下
に
設
け
る
こ
と
と
な
り
、
さ
ら
に
他
の
場



所
か
ら
の
視
界
を
遮
断
し
、
事
故
の
発
見
を
遅
ら
せ
た

意
味
に
お
い
て
も
、
被
害
者
の
死
亡
と
の
間
に
因
果
関

係
が
あ
る
。

･
交
通
量
そ
の
他
の
交
通
状
況
や
積
雪
量
だ
け
で
は
な
く
、

沿
道
に
存
在
す
る
建
物
そ
の
他
の
状
況
を
も
考
慮
に
入

れ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
の
具
体
的
な
状
況
に
応
じ
て
適

時
に
適
切
な
除
排
雪
等
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

･
落
雪
要
注
意
建
物
の
前
の
歩
道
の
通
行
人
の
安
全
を
確

保
す
る
た
め

｢沿
道
地
域
｣
と
し
て
指
定
し
た
う
え
、

適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
本
件
の
よ

う
な
事
故
を
惹
起
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

･
(過
失
相
殺
な
し
)

一
方
、
具
体
的
な
道
路
管
理
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
点

と
し
て
は
、
｢凍
結
注
意
｣
や

｢
ス
リ
ッ
プ
注
意
｣
の
表

示
や
標
識
を
設
置
し
、
運
転
者
に
対
し
て
注
意
を
与
え
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
例
え
ば
ト
ン
ネ
ル

の
出
ロ
付
近
の
凍
結
な
ど
は
、
運
転
者
側
の
注
意
も
緩
く

な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
凍
結
注
意
の
情

報
を
強
く
与
え
る
と
と
も
に
、
具
体
の
凍
結
防
止
措
置
も

一
層
講
ず
べ
き
箇
所
で
あ
ろ
う
。

五

ま
と
め

以
上
、
凍
結
等
の
裁
判
例
の
有
責
･
鉦
堂
貝
例
を
い
く
つ

か
見
て
み
た
が
、
ス
リ
ッ
プ
事
故
の
裁
判
の
特
徴
は
被
害

者

(運
転
者
)
の
過
失
の
程
度
が
有
責
･
鑑
坐
貝
の
大
き
な

ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
特
徴
は
、
路
面
凍
結
と
い
う
状
況
は
、
突
然
予
期

せ
ず
あ
ら
わ
れ
る
穴
ぼ
こ
や
道
路
構
造
の
不
備
と
は
異
な

り
、
通
常
の
運
転
者
の
注
意
を
も
っ
て
す
れ
ば
把
握
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
状
態

を
把
握
し
た
と
き
は
、
チ
ェ
ー
ン
着
装
や
徐
行
な
ど
の
危

険
回
避
が
運
転
者
側
で
容
易
に
可
能
で
あ
る
た
め
で
あ
ろ

う
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
の
な
か
で
紹
介
し
た
最
高
裁
判
例
に
も
あ
る
と
お

り
、
｢道
路
は
あ
ら
ゆ
る
交
通
上
の
危
険
に
対
処
し
、
こ

れ
を
防
止
し
得
る
絶
対
的
安
全
性
を
備
え
て
い
る
こ
と
が

望
ま
し
い
に
は
違
い
な
い
。
し
か
し
!
!
こ
れ
を
設
置
し

管
理
す
る
主
体
の
財
政
的
、
人
的
、
物
的
制
約
等
を
考
慮

す
れ
ば
、
こ
れ
を
利
用
す
る
者
の
常
識
的
秩
序
あ
る
利
用

方
法
を
期
待
し
た
相
対
的
安
全
性
の
具
備
を
も
っ
て
足
る

も
の
と
考
え
る
。
｣
と
判
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
あ

る
が
、
事
故
の
未
然
防
止
は
道
路
管
理
者
に
お
い
て
最
大

の
関
心
事
で
あ
り
、
今
後
と
も
冬
期
間
に
お
け
る
安
全
な

道
路
交
通
の
確
保
に
向
け
て
道
路
管
理
者
が
可
能
な
限
り

の
対
策
を
行
う
た
め
に
は
、
過
去
の
事
例
の
原
因
分
析
等

は
不
可
避
で
あ
り
、
本
稿
の
判
決
紹
介
が
何
ら
か
の
参
考

に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る

命
令
の
鞠
正
に
つ
い
て

道
路
法
令
研
究
会

一
は
じ
め
に

女
性
や
高
齢
者
ド
ラ
イ
バ
ー
の
増
加
な
ど
に
よ
り
国
民

皆
免
許
時
代
を
迎
え
、
ま
た
、
余
暇
活
動
の
活
発
化
に
よ

る
移
動
の
広
域
化
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
今
や
自
動
車
は
国

民
に
と
っ
て
不
可
欠
の
足
と
も
い
え
る
ほ
ど
の
普
及
･
利

用
状
況
を
呈
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
ド
ラ
イ
バ
ー
が
正
し
く
経

路
を
選
択
し
走
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
誰
に
で
も

わ
か
り
や
す
い
道
路
標
識
の
整
備
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
道
路
標
識
の
乱
立
は
景
観
を
損
な
う

も
の
で
あ
る
と
同
時
に
道
路
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
観

点
か
ら
も
望
ま
し
く
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の

整
備
は
統
一
的
か
つ
計
画
的
に
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
今
般
、
わ
か
り
や
す
い
道
路
標
識
の
統
一

的
か
つ
計
画
的
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
し
て
、

道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令

(昭

和
三
十
五
年
総
理
府
令
･
建
設
省
令
第
三
号
。
以
下

｢標

識
令
｣
と
い
う
。)
の
一
部
改
正
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

(平
成
七
年
十
一
月
一
日
施
行
)。

以
下
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
今
般
の
標
識
令
の
改
正
の

内
容
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

二

現
行
制
度
の
枠
組
み

0

道
路
法
第
四
十
五
条

(道
路
標
識
等
の
設
置
)

-
必
要
な
事
項
は
、
総
理
府
令
.
建
設
省
令
で
定
め
る
。
-

こ
の
規
定
及
び
道
路
交
通
法
第
四
条
第
五
項
の
規
定
を

受
け
て

｢標
識
令
｣
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

②

標
識
令
の
概
要

(図
1
)

標
識
の
種
類
、
設
置
場
所
等
に
つ
い
て
は
、
別
表

(道

路
標
識
"
別
表
第
一
、
区
画
線
…
別
表
第
三
、
道
路
標
示

"
別
表
第
五
)
に
規
定
し
、
様
式
に
つ
い
て
は
、
別
表

(道
路
標
識
"
別
表
第
二
、
区
間
線
"
別
表
第
四
、
道
路

標
示
…
別
表
第
六
)
で
図
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
表

示
方
法
、
寸
法
、
色
彩
等
に
つ
い
て
は

｢備
考
｣
で
規
定

し
て
い
る
。

道
路
管
理
者
は
、
道
路
の
構
造
を
保
全
し
、
又
は

交
通
の
安
全
と
円
滑
を
図
る
た
め
、
必
要
な
場
所
に

道
路
標
識
又
は
区
画
線
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
道
路
標
識
及
び
区
画
線
の
種
類
、
様
式
及

び
設
置
場
所
そ
の
他
道
路
標
識
及
び
区
画
線
に
関
し

道行セ 95.11 ギラ



専
　　

　　
　　道路標識 [ 飜

‘
警戒標識
規制標識

区画線 (道路管理者が設置)
指示標識

道路標示 (都道府県公安委員会が設置)

※ ｢案内標識｣ 及び ｢警戒標識｣ 以外の道路標識については、 道路

管理者又は都道府県公安委員会が設置。

ら道路管理者が設置
識

識

識
識

標

標

標

標

内

戒

制

示

案

警

規

指

ニ
ー

現
在
の
位
置
を
案
内
す
る
た
め
に
も
、
交
差
す
る
道
路
の

外
国
人
旅
行
者
等
に
も
容
易
に
理
解
で
き
る
シ
ン
ボ
ル
マ
ー

路
線
番
号
を
表
示
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
が
、
｢経
由
路

ク

(｢形
状
等
を
表
す
記
号
｣)
を
表
示
す
る
必
要
性
が
高

線
｣
と
し
て
交
差
す
る
道
路
の
路
線
番
号
を
表
示
す
る
こ

ま
っ
て
い
る
が
、
駅
、
空
港
等
の
公
共
施
設
等
の
シ
ン
ポ

と
が
で
き
る

｢方
面
及
び
方
向

(螂
の
2
)｣等
の
案
内
標

ル
マ
ー
ク
は
、
こ
れ
ま
で

｢著
名
地
点

(聞
)｣
を
表
示

識
は
、
大
型
の
標
識
で
あ
る
た
め
、
設
置
ス
ペ
ー
ス
や
道

す
る
案
内
標
識
に
お
い
て
し
か
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な

路
の
景
観
の
観
点
か
ら
全
て
の
道
路
で
設
置
で
き
る
も
の

か
っ
た
。

で
は
な
い
。

こ
の
た
め
、
｢著
名
地
点

(田
)｣
の
案
内
標
識
の
ほ
か
、

こ
の
た
め
、
交
差
す
る
道
路
の
路
線
番
号
の
み
を
表
示

｢方
面
及
び
方
向
の
予
告

(108
)｣
等
の
案
内
標
識
に
お
い

す
る
案
内
標
識
を
新
た
に
位
置
付
け
る
と
と
も
に
、
よ
り

て
も
駅
、
空
港
等
の
公
共
施
設
等
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
を

わ
か
り
や
す
い
案
内
と
す
る
た
め
、
交
差
す
る
道
路
の
種

表
示
で
き
る
こ
と
と
し
た

(図
3
)
。

線
｣
と
し
て
交
差
す
る
道
路
の
路
線
番
号
を
表
示
す
る
こ

と
が
で
き
る

｢方
面
及
び
方
向

(螂
の
2
)｣等
の
案
内
標

識
は
、
大
型
の
標
識
で
あ
る
た
め
、
設
置
ス
ペ
ー
ス
や
道

路
の
景
観
の
観
点
か
ら
全
て
の
道
路
で
設
置
で
き
る
も
の

で
は
な
い
。

こ
の
た
め
、
交
差
す
る
道
路
の
路
線
番
号
の
み
を
表
示

す
る
案
内
標
識
を
新
た
に
位
置
付
け
る
と
と
も
に
、
よ
り

わ
か
り
や
す
い
案
内
と
す
る
た
め
、
交
差
す
る
道
路
の
種

類

(
一
般
国
道
、
主
要
地
方
道
、
都
道
府
県
道
)
に
応
じ

て
案
内
板
の
失
形
に
異
な
る
色
彩

(道
路
地
図
に
お
い
て

通
常
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
同
じ
色
彩
)
を
用
い
る
こ

と
と
し
た

(図
2
)
。

一般国道 淡い赤

　　　　
赤

紙

一

黄

　

　淡

-

淡

淡

三

今
般
の
改
正
の
概
要

(注
"
標
識
名
の
後
の
括
弧
書
き
の
数
字
は
、
標

識
令
別
表
第
一
に
よ
る
分
類
番
号
で
あ
る
。)

=

交
差
す
る
道
路
の
路
線
番
号
を
表
示
す
る
案
内
標
識

の
新
設

目
的
地
ま
で
の
経
由
路
線
を
案
内
す
る
た
め
、
ま
た
、

　

　

　

　

　

主

バ

②

公
共
施
設
等
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
の
追
加

近
年
で
は
、
外
国
人
旅
行
者
の
増
加
等
を
背
景
に
、
駅
、

空
港
等
の
公
共
施
設
等
を
表
示
す
る
案
内
標
識
に
お
い
て
、
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③

都
市
高
速
道
路
等
の
路
線
名
を
表
示
す
る
案
内
標
識

の
新
設

首
都
高
速
道
路
及
び
阪
神
高
速
道
路
に
お
い
て
は
、
そ

の
整
備
の
進
捗
に
伴
い
、
各
路
線
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
複

雑
化
し
て
き
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
従
来
か
ら
、
首
都
高

速
道
路
公
団
及
び
阪
神
高
速
道
路
公
団
で
は
、
道
路
利
用

者
の
利
便
に
資
す
る
た
め
、
路
線
名

(｢3
号
渋
谷
線
｢

｢湾
岸
線
｣
等
。
法
的
な
位
置
付
け
な
し
。)
を
表
示
す
る

案
内
標
識

(日
本
字
の
ほ
か
、
数
字
及
び
ロ
ー
マ
字
を
用

い
て
表
示
。
)
を
設
置
し
て
き
た
。

ま
た
、
｢方
面
及
び
方
向

(雌
の
2
)｣を
表
示
す
る
案
内

標
識
の
中
で
も
、
表
示
す
る
方
向
の
路
線
名

(大
き
く
表

示
)
及
び
表
示
す
る
方
向
の
先
に
あ
る
路
線
名

(小
さ
く

表
示
)
を
示
す
記
号
を
、
数
字
及
び
ロ
ー
マ
字
を
用
い
て

表
示
し
て
き
た
Q
3
号
渋
谷
線
｣

↓

｢3
｣、
｢都
心
環

状
線
｣
↓

｢C
1
｣、
｢湾
岸
線
｣

↓

｢
B
｣
な
ど
)
。

首
都
高
速
道
路
及
び
阪
神
高
速
道
路
に
お
け
る
上
記
の

運
用
も
定
着
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
標
識
令
上
位

置
付
け
、
全
国
の
都
市
高
速
道
路
等
に
お
い
て
も
統

一

的
な
運
用
を
図
る
こ
と
と
す
る
た
め
、
｢道
路
の
通
称
名

(119
)｣を
表
示
す
る
案
内
標
識
の
類
型
と
し
て
、
都
市
高

速
道
路
等
に
お
い
て
設
置
す
る
も
の
を
追
加
し
た
。
ま
た
、

｢方
面
及
び
方
向

(雌
の
2
)｣を
表
示
す
る
案
内
標
識
に

お
い
て
は
、
表
示
す
る
方
向
の
路
線
名
を

｢経
由
路
線
の

通
称
名
｣
(大
き
く
表
示
)
と
し
て
、
表
示
す
る
方
向
の
先

に
あ
る
路
線
名
を

｢方
向
と
し
て
の
路
線
の
通
称
名
｣
(小

さ
く
表
示
)
と
し
て
表
示
で
き
る
こ
と
と
し
た

(図
4
)
。

る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
高
速
自
動
車
国
道
に
設
置
さ
れ
る

　

　

　
　

　

　

燭

都
市
高
速
道
路
等
に
設
置
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
･
エ
リ

ア
を
表
示
す
る
案
内
標
識
の
新
設

従
来
か
ら
、
サ
ー
ビ
ス
･
エ
リ
ア
は
高
速
自
動
車
国
道

に
お
い
て
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ト
リ
ッ
プ
長
が
短

い
都
市
高
速
道
路
等
に
お
い
て
は
不
要
で
あ
る
と
い
う
考

え
方
が
基
本
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
た
め
、
標
識
令
に
お

い
て
も
、
都
市
高
速
道
路
等
に
設
置
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
･

エ
リ
ア
に
つ
い
て
は
特
に
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
で
は
、
都
市
高
速
道
路
等
に
お

け
る
慢
性
的
な
渋
滞
、
高
速
自
動
車
国
道
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
化
の
進
展
等
の
理
由
に
よ
り
、
都
市
高
速
道
路
等
に
お

い
て
も
サ
ー
ビ
ス
･
エ
リ
ア
が
設
置
さ
れ
て
い
る
例
が
見

ら
れ
、
今
後
と
も
、
都
市
高
速
道
路
等
に
お
け
る
サ
ー
ビ

ス
･
エ
リ
ア
の
設
置
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
都
市

高
速
道
路
等
の
多
く
が
高
速
自
動
車
国
道
と
接
続
し
て
い

図

熟憲章裁嗣 盗
め
黒

図

◎

駐
車
場
を
表
示
す
る
案
内
標
識
に
便
所
を
表
す
記
号

を
追
加

高
速
道
路
等
以
外
の
道
路
に
設
置
す
る

｢駐
車
場

(m

-
A
)｣を
表
示
す
る
案
内
標
識
に
は
、
必
要
が
あ
る
場
合

に
は
、
便
所
を
表
す
記
号
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
し
た

(図
6
)。

⑩

｢高
速
自
動
車
国
道
｣
と

｢高
速
自
動
車
国
道
以
外

の
高
速
道
路
等
｣
の
概
念
整
理
の
見
直
し

改
正
前
の
標
識
令
は
、高
速
道
路
等
に
設
置
さ
れ
る
｢方

面
及
び
出
ロ
の
予
告

(110
)｣等
の
案
内
標
識
に
つ
い
て
、

設
置
さ
れ
る
道
路
が
、

サ
ー
ビ
ス
･
エ
リ
ア
と
同
様
の
様
式
を
都
市
高
速
道
路
等

に
設
置
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
･
エ
リ
ア
を
表
示
す
る
案
内
標

識
と
し
て
標
識
令
に
規
定
し
、
統
一
的
な
運
用
を
図
る
こ

と
と
し
た

(図
5
)
。

道イテセ 95.11



①

『高
速
自
動
車
国
道
｣
に
該
当
す
る
か

②

｢高
速
自
動
車
国
道
以
外
の
高
速
道
路
等
｣
に
該
当
す

る
か

に
よ
っ
て
、
そ
の
表
示
内
容
、
寸
法
、
設
置
場
所
等
に
差

異
を
設
け
て
規
定
し
て
い
た
。

一
方
、
今
般
新
た
に
、
②
の
道
路
に
設
置
さ
れ
る
案
内

標
識
と
し
て
、
｢
サ
ー
ビ
ス
･
エ
リ
ア
の
予
告

(116
)｣
、

｢サ
ー
ビ
ス
･
エ
リ
ア

(邱
の
2
)｣及
び

｢道
路
の
通
称

名

(則
)
｣
を
位
置
付
け
る
こ
と
と
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
標

識
は
い
ず
れ
も
首
都
高
速
道
路
等
の
都
市
高
速
道
路
に
設

置
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
表
示

内
容
、
寸
法
、
設
置
場
所
等
に
つ
い
て
も
都
市
高
速
道
路

に
適
合
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
②
の
道
路

に
は
都
市
高
速
道
路
の
ほ
か
、
日
本
道
路
公
団
等
が
管
理

す
る
一
般
国
道
の
自
動
車
専
用
道
路
、
本
州
四
国
連
絡
道

路
、
各
都
道
府
県
道
路
公
社
が
管
理
す
る
都
道
府
県
道
の

自
動
車
専
用
道
路
等

(以
下

｢
一
般
国
道
目
専
道
等
｣
と

図

い
う
。
)
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
標
識
を

都
市
高
速
道
路
以
外
の
②
の
道
路
に
設
置
さ
れ
る
も
の
と

す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
②
の
道
路
の
概
念
を
｢
一
般
国
道
目
専
道
等
｣

と

｢都
市
高
速
道
路
｣
に
区
分
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

が
、
現
状
に
お
い
て
一
般
国
道
目
専
道
等
は
、
②
の
道
路

に
該
当
す
る
も
の
の
、
以
下
の
様
な
点
で
②
の
道
路
よ
り

も
①
の
道
路
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
、
①
の
道
路
に
設
置

さ
れ
る
案
内
標
識
を
用
い
て
い
る
も
の
が
大
部
分
と
な
っ

て

い
る
。

･
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
特
性

(高
速
自
動
車
国
道
と

の
接
続
等
)

･
利
用
交
通
の
特
性

(長
ト
リ
ッ
プ
交
通
大
)

･
I

･
C
間
隔
の
長
さ

･
高
い
規
格
･
構
造

こ
の
た
め
、
②
の
道
路
の
概
念
を
区
分
し
、
現
行
の

｢高
速
道
路
等
｣
の
概
念
を
三
つ
に
区
分
す
る
こ
と
は
適

切
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
般
国
道
目
専
道
等
を
①
の
道
路

に
統
合
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
一
般
国
道
目
専
道
等
に
つ
い
て
は
、

都
市
高
速
道
路
よ
り
も
高
速
自
動
車
国
道
と
同
様
の
案
内

標
識
を
設
置
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
に
か
ん
が
み
、
標
識
令
上
の

｢高
速
自
動
車
国
道
｣
と

｢高
速
自
動
車
道
以
外
の
高
速
道
路
等
｣
の
概
念
整
理
の

見
直
し
を
行
い
、
高
速
自
動
車
国
道
と
一
般
国
道
目
専
道

〈改正のイメージ〉等
の
概
念
を
統
合
す
る
こ
と
と
し
、
一
般
国
道
目
専
道
等

に
お
い
て
も
、
｢方
面
及
び
出
ロ
の
予
告

(110
)
｣
、
｢方
面
、

車
線
及
び
出
口
の
予
告

(m
)｣、
｢方
面
及
び
出
口

(112
)｣

等
の
案
内
標
識
に
つ
い
て
、
高
速
自
動
車
国
道
と
同
様
の

案
内
標
識
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
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九
月
二
〇
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た

｢経
済
対
策
･･景
気

路
開
発
資
金
に
つ
い
て
二
四
五
億
円
、
別
途
に
用
地
国
債

回
復
を
確
実
に
す
る
た
め
に
｣
を
う
け
た
平
成
七
年
度
第

二
次
補
正
予
算
案
が
さ
る
一
〇
月
一
八
日
に
成
立
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
一
般
公
共
事
業
の
追
加
を
は
じ
め
、
い

く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
で
あ
る
公
共
用
地
等
取
得
促

進
対
策
に
つ
い
て
以
下
概
要
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

一

用
地
取
得
対
策
の
概
要

今
回
の
公
共
用
地
等
の
取
得
促
進
対
策
は
国
全
体
の
事

業
費
ベ
ー
ス
で
約
三
兆
二
、
○
○
0
億
円
、
う
ち
一
兆
五
、

○
○
○
億
円
が
建
設
省
関
係
の
事
業
費
で
あ
る

(表
1
)。

内
訳
と
し
て
は
一
般
公
共
事
業
費
と
は
別
途
に
、
大
都
市

地
域
を
中
心
と
し
た
公
共
事
業
に
必
要
な
用
地
取
得
促
進

を
図
る
た
め
に
六
、
六
〇
六
億
円
を
計
上
し
、
う
ち
公
共

用
地
先
行
取
得
の
促
進
対
策
と
し
て
都
市
開
発
資
金
、
道

が
約
二
、
0
四
九
億
円
、
道
路
公
団
が
一
、
五
〇
〇
億
円
、

ま
た
、
民
間
都
市
開
発
推
進
機
構
の
用
地
先
行
取
得
事
業

に
つ
い
て
五
、
0
0
0
億
円
が
そ
れ
ぞ
れ
追
加
計
上
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
お
、
地
方
公
共
団
体
単
独
事
業
分

と
し
て
一
兆
五
、
○
○
0
億
円
の
公
共
用
地
取
得
に
係
る

事
業
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。

一
一
公
共
用
地
先
行
取
得
制
度
及
び
制
度
改
正

に
つ
い
て

公
共
用
地
先
行
取
得
制
度
に
は
、
国
庫
債
務
負
担
行
為

に
よ
る
用
地
先
行
取
得
、
い
わ
ゆ
る
用
地
国
債
を
は
じ
め

と
し
て
、
国
が
土
地
開
発
公
社
等
の
用
地
先
行
取
得
に
対

し
、
資
金
融
資
を
行
う
都
市
開
発
資
金
、
道
路
開
発
資
金
、

特
定
公
共
用
地
先
行
取
得
資
金
が
あ
る

(図
1
)。
こ
れ

ら
の
融
資
に
よ
る
土
地
取
得
は
、
債
務
負
担
行
為
で
は
な

い
の
で
別
途
予
算
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
段
階
で
買
い
戻
す

こ
と
と
な
る
た
め
、
買
い
戻
し
価
格
は
、
そ
の
時
点
に
お

表 1 公共用地等の取繊麗鯨舶蝶の概要 (単位億円)

区 分
国 全 体 建設省関係

事 業 費 事 業 費

得
等
業
鬱
費
債
計
団

等

た
の

取
業
事
撒

妙
贓
怨競
設
国
会

計
醉

計
蹴蹴
“

共

を
事

期
舩
般
艘

施
1
“

小
松
合
繊騙

公

一
①
6
②
用

特

公

地

民
都
先

総

151

799

戦
…
瑯
500

286

000

286

000

286

7

6

2

1

1

12

お

27

5

32

留

印
刻

1

04

一
即

互

-
"

側

公
共
用
地
等
の
先
衞
取
得
対
策
に
つ
い
て

建
設
省
建
設
経
済
局
調
整
課
公
共
用
地
係
長

全
母子り
清
鳫出貫
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け
る
、
い
わ
ゆ
る
時
価
評
価
額
が
基
準
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
地
価
下
落
局
面
に
お
い
て
は
、
先
行
取
得
を
行
っ

た
土
地
開
発
公
社
等
に
コ
ス
ト
割
れ
が
生
じ
る
可
能
性
が

あ
り
、
こ
の
た
め
近
年
の
融
資
は
や
や
低
調
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
今
回
の
制
度
改
正
と
し
て
は
、
地
価
下
落
局
面
に

お
い
て
も
、
な
お
、
用
地
先
行
取
得
を
促
進
す
る
必
要
が

あ
る
特
別
の
事
情
の
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
土
地
開
発

公
社
等
の
土
地
取
得
等
に
要
し
た
費
用
を
勘
案
し
た
価
格

を
も
っ
て
買
い
戻
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
も
の
で

あ
る
。
今
回
の
措
置
に
よ
っ
て
土
地
開
発
公
社
の
健
全
な

経
営
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
適
切
な
用
地
先
行
取
得
が
推

進
さ
れ
る
も
の
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。

三

民
間
都
市
開
発
推
進
機
構
に
よ
る
用
地
先

行
取
得
に
つ
い
て

都市開発資金 (用地先行取得)

直轄事業及び公団事業について、土地開発公社による公共事業用地の先行取得を

促進するため都市開発費金持会から低利融資 (一般会計からの繰入により金利を低

減) を行う

民
間
都
市
開
発
推
進
機
構

(以
下
民
都
機
構
)
が
都
市

開
発
事
業
の
た
め
の
用
地
先
行
取
得
を
行
う
た
め
に
、
民

間
資
金
を
導
入
し
て
土
地
を
取
得
す
る
際
の
政
府
保
証
枠

と
し
て
、
平
成
五
年
度
の
第
三
次
補
正
予
算
に
お
い
て
も

五
、
0
0
0
億
円
が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
さ
ら
に

五
、
○
○
0
億
円
を
追
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た

(国
か
ら

の
無
利
子
貸
付
金
は
約
五
〇
〇
億
円
)。
一
方
民
都
機
構

の
土
地
取
得
要
件
の
緩
和
措
置
と
し
て
、
面
積
要
件
の
緩

和

(
一
、
0
0
0
評
↓
五
〇
〇
妙
、
整
形
要
件
の
撤
廃

(周
辺
と
一
体
と
し
て
計
画
開
発
す
る
際
は
不
整
形
で
も

認
め
る
)
を
図
る
こ
と
と
し
、
ま
た
民
都
機
構
の
保
有
期

間
に
つ
い
て
五
年
か
ら
一
〇
年
に
延
長
し
、
元
の
土
地
所

土地所有者

移転補償費等支払い

用地国債 (国庫債務負担行為)

直轄事業 ･補助事業について土地開発公社等による事業用地の先行取得を促進す

るため、国庫債務負担行為を設定。土地開発公社等の土地取得年度の翌年度以降4

箇年以内に再取得を行う

: ; 償 還概ね 1 / 4

建 設 省 (特別会計を設 (土地開発基金)　　　　　　　　　　　　　買 い 戻 し けた公共団体) 資 金調 達

国庫債務負担行為 直轄事業の場合>

図 1 ーー 各種用地先行取得制度

償 還 1/2 貸付け (3.25粉財投金利△ 1%
但し公庫基準金矛l｢ド限

支 払 い 償 還

悠設省}‐
±地開発公社

中公共団体}公 団

買い戻し 1複 貸付け

土地取得 概ね国融資金利と同調
(先行取得) 移転補償費等支払い

財投3.25% 融通特別会計 低利貸付の
ための繰入
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特定公共用地等先行取得資金融資

補助事業について、地方公共団体による公共事業用地の先行取得を促進するため
都市開発侍会から低利融資 (都市機能更新用地については一般会計からの搬入によ

り金利を低減)

き用部J 異風 -般会計J
資金運用部 都市開発資金 一 般 会 計

財投3.25% 融通特別会計 低利貸付の

償 還 貸付け (3.25$) 財投金利△】%
但し公庫基準金利下限

で J国 補助採択 (先行主体)

(事業主体) 買い戻し

有
者
と
の
買
い
戻
し
特
約
に
つ
い
て
市
街
地
再
開
発
事
業

者
等
の
第
三
者
に
拡
大
す
る
こ
と
と
し
た
。

四

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
公
共
用
地
先
行

取
得
に
つ
い
て

地
方
公
共
団
体
の
事
業
に
つ
い
て
は
今
回
の
経
済
対
策

に
お
い
て
、
一
兆
五
、
○
○
0
億
円
の
規
模
で
用
地
先
行

土地取得 債 地 の こ 取 る
(先行取得) 移転補償費等支払い 得 が

取
得
に
お
け
る
事
業
の
追
加
が
要
請
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
具
体
的
に
は
、
土
地
開
発
基
金
、
公
共
用
地
先
行

取
得
等
事
業
債
の
積
極
的
な
活
用
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
一
方
こ
れ
ら
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
の
国

の
支
援
措
置
と
し
て
、
市
街
化
区
域
内
の
一
定
条
件
の
土

地
の
取
得
に
か
か
る
起
債

(公
共
用
地
先
行
取
得
等
事
業

債
)
に
つ
い
て
通
常
の
事
業
規
模
を
上
回
る
部
分
に
つ
い

土 地 所 有 者 い

道路開発資金

公団事業について、地方道路公社等による公共事業用地の先行取得を促進するた
め、道路特会及び道路開発振興センターから低利融資 (民間資金との併せ貸し)

特定財源等 道 路 特 会 (財) 道路開発 民間資金

振興センター

特会金利3.0% て
、
当
該
起
債
許
可
額
の
二
%
に
該
当
す
る
部
分
に

て
交
付
税
措
置

(三
年
間
)
を
行
う
も
の
と
し
て
い

こ て て
る 交
で 付 、′

あ 税 該
　 　　

長期プライム2,7% 本 、

貸付け ･償還 貸付け ･償還
合成金利

2.85%
支 払 い

{公団J“
買い戻し

公 団 地方道路公社等

土地取得

(先行取得) 移転補償費支払い

土 地 所 有 者

図 1ー 2 各種用地先行取得制度

る つ
と い
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建
設
省

(道
路
局
)
を
当
事
者
と
し
て
提
起
さ
れ
る
行

政
事
件
訴
訟
は
、
高
速
道
路
の
料
金
の
認
可
の
取
り
消
し

を
求
め
る
も
の
、
高
速
道
路
の
建
設
差
止
め
を
求
め
る
も

の
、
建
設
大
臣
に
よ
る
審
査
請
求
の
裁
決
の
取
り
消
し
を

求
め
る
も
の
な
ど
処
分
、
裁
決
の
取
り
消
し
を
求
め
る
抗

告
訴
訟
が
主
と
な
っ
て
い
る
。

建
設
省
道
路
局
に
お
い
て
最
近
担
当
し
た
、
行
政
事
件

訴
訟
二
件
に
つ
い
て
本
年
五
月
一
七
日
と
八
月
三
一
日
に

判
決
の
言
渡
し
が
あ
っ
た
。

前
者
は
、
建
設
大
臣
が
行
っ
た
鉄
道
事
業
法
第
六
一
条

第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
道
路
へ
の
鉄
道
敷
設
の
許

可
に
対
す
る
異
議
申
立
て
の
却
下
決
定
の
取
り
消
し
を
求

め
た
事
件
の
地
裁
判
決
で
あ
り
、
後
者
は
、
建
設
大
臣
及

び
運
輸
大
臣
が
行
っ
た
道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
二
条
の

四
に
規
定
す
る
高
速
自
動
車
国
道
の
料
金
等
の
変
更
認
可

の
取
り
消
し
を
求
め
た
事
件
の
控
訴
審
判
決
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
国
側

(建
設
大
臣
及
び
運
輸
大
臣
)

の
主
張
が
認
め
ら
れ
勝
訴
し
、
後
者
は
確
定
し
た
が
、
前

者
は
東
京
高
等
裁
判
所
に
控
訴
さ
れ
、
現
在
も
係
争
中
で

あ
る
。

異
議
申
立
却
下
決
定
取
消
請
求
事
件

(営
団
七
号
線
訴
訟
)

(東
京
地
裁
判
決
平
成
七
･
五
･
一
七

平
成
五
年

(行
ウ
)
第
一
四
八
号
)

事
件
の
概
要

○

営
団
七
号
線

(南
北
線
)
の
概
要

帝
都
高
速
度
交
通
営
団

(以
下

｢営
団
｣
と
い
う
。)が

施
行
す
る
地
下
鉄
七
号
線

(南
北
線
)
は
、
目
黒

(品
川

区
上
大
崎
)
を
起
点
と
し
、
麻
布
、
四
ツ
谷
、
駒
込
を
経

て
終
点
の
赤
羽
岩
淵

(北
区
岩
淵
町
)
に
至
る
東
京
都
の

中
心
部
分
を
南
北
に
縦
断
す
る
延
長
二
一
･
四
蛔
の
路
線

で
あ
る
。
駒
込
…
赤
羽
岩
淵
間
六
･
八
畑
は
、
既
に
平
成

三
年
三

月
二
九
日
に
開
業
し
て
お
り
、
そ
の
他
の
区
間

に
つ
い
て
も
現
在
工
事
中
で
あ
る
が
、
本
件
で
訴
訟
が
提

起
さ
れ
た
区
間
は
工
事
中
区
間
の
う
ち
、
目
黒
ー
溜
池
間

五
･
二
如
で
道
路
下
に
鉄
道
を
敷
設
す
る
部
分
で
あ
る
。

の

原
告
ら
の
主
張

営
団
七
号
線
沿
線
に
所
在
す
る
白
金
幼
稚
園
、
同
幼
稚

園
の
園
児
ら
、
近
隣
住
民
ら
及
び
自
然
と
子
供
を
守
る
会

会
員

(以
下

｢原
告
ら
｣
と
い
う
。)は
、
当
該
地
下
鉄
工

事
は
、
周
辺
環
境
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、
白
金
自
然
教

育
園
や
白
金
幼
稚
園
の
自
然
を
破
壊
し
、
白
金
幼
稚
園
及

び
自
然
と
子
供
を
守
る
会
の
教
育
権
を
侵
害
し
、
幼
稚
園

5 0 道行セ 95.11

最
適
言
漉
さ
れ
た
二
つ
の
行
政
事
件
の

判
決
に
つ
い
て

建
設
省
道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係



営団 7号線 (南北線) 平面図

児
の
教
育
を
受
け
る
権
利
な
い
し
学
習
権
を
侵
害
す
る
と

し
て
行
政
不
服
審
査
法
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
設

大
臣
に
対
し
、
建
設
大
臣
が
行
っ
た
鉄
道
事
業
法

(以
下

｢法
｣
と
い
う
。)第
六
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

基
づ
く
道
路
下
に
鉄
道
を
敷
設
す
る
許
可
及
び
当
該
地
下

鉄
工
事
の
施
行
認
可

(以
下

｢本
件
許
認
可
処
分
｣
と
い

う
。)
の
取
り
消
し
を
求
め
て
異
議
申
立
て
を
提
起
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
建
設
大
臣
は
、
本
件
異
議
申
立
人
は
、
原

処
分
の
取
り
消
し
を
求
め
る
法
律
上
の
利
益
を
有
し
な
い

か
ら
本
件
異
議
申
立
て
は
不
適
法
で
あ
る
と
し
、
却
下
し

た
と
こ
ろ
、
建
設
大
臣
を
被
告
と
し
て
本
件
異
議
申
立
て

の
決
定
の
取
り
消
し
を
求
め
て
提
訴
し
た
も
の
で
あ
る
。

③

法
第
六
一
条
第

一
項
た
だ
し
書
に
つ
い
て

法
は
、
そ
の
目
的
を
鉄
道
事
業
等
の
運
営
を
適
正
か
つ

合
理
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
鉄
道
等
の
健
全
な

発
達
を
図
り
、
も
っ
て
公
共
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
と

し
、
ま
た
、
法
第
六
一
条
第
一
項
は

｢鉄
道
線
路
は
、
道

路
法

(昭
和
二
七
年
法
律
第
一
八
〇
号
)
に
よ
る
道
路
に

敷
設
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
建
設
大
臣
の
許
可
を
受
け
た
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。｣
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
鉄
道
線
路
を
道
路
に
敷
設
す
る
場
合
に
は
、
道
路
管

理
等
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
原
則
と

し
て
こ
れ
を
禁
止
し
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合

に
限
っ
て
、
道
路
管
理
等
を
所
管
す
る
建
設
大
臣
の
許
可

に
か
か
ら
し
め
、
鉄
道
事
業
等
に
よ
る
利
益
と
道
路
管
理

等
の
必
要
と
い
う
公
益
相
互
間
の
調
整
を
目
的
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

2

訴
訟
に
至
る
経
緯

の

平
成
元
年
九
月
二
六
日

営
団
は
、
建
設
大
臣
に
対
し
、
法
第
六
一
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
起
点

｢東
京
都
品
川
区
上
大
崎
四
丁
目

二
番
地
先
｣
か
ら
終
点

｢東
京
都
港
区
赤
坂
二
丁
目
=

番
地
先
｣
ま
で
の
道
路
に
鉄
道
線
路
を
敷
設
す
る
許
可
を

申
請
し
た
。

の

平
成
三
年
五
月
二
二
日

建
設
大
臣
は
、
同
内
容
を
許
可
し
、
引
き
続
き
平
成
三

年
六
月
一
八
日
、
営
団
は
、
建
設
大
臣
に
対
し
、
同
区
間

の
道
路
に
鉄
道
線
路
を
敷
設
す
る
許
可
の
変
更
の
許
可
及

び
工
事
の
施
行
の
認
可

(以
下

｢原
処
分
｣
と
い
う
。)を

申
請
し
た
。

③

平
成
四
年
七
月

一
日

建
設
大
臣
は
、
同
内
容
許
可
の
変
更
の
許
可
及
び
工
事

施
行
認
可
を
行
っ
た
。

④

平
成
四
年

一
二
月
四
日

原
告
ら
は
、
当
該
地
下
鉄
工
事
は
、
周
辺
環
境
に
多
大

な
影
響
を
与
え
、
白
金
自
然
教
育
園
や
白
金
幼
稚
園
の
自

然
を
破
壊
し
、
白
金
幼
稚
園
及
び
自
然
と
子
供
を
守
る
会

の
教
育
権
を
侵
害
し
、
幼
稚
園
児
の
教
育
を
受
け
る
権
利

な
い
し
学
習
権
を
侵
害
す
る
と
し
て
行
政
不
服
審
査
法
第

六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
設
大
臣
に
対
し
、
原
処
分
の
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取
り
消
し
を
求
め
て
異
議
申
立
て
を
提
起
し
た
。

③

平
成
五
年
三
月
三
日

建
設
大
臣
は
、
本
件
異
議
申
立
人
は
、
原
処
分
の
取
り

消
し
を
求
め
る
法
律
上
の
利
益
を
有
し
な
い
か
ら
本
件
異

議
申
立
て
は
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
却
下
し
た
。

◎

平
成
五
年
六
月
三
日

原
告
ら
一
八
一
名
は
、
鉄
道
線
路
を
敷
設
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
建
設
大
臣
を
被
告
と
し
て
本
件
異
議
申
立
て
の
決

定
の
取
り
消
し
を
求
め
て
提
訴
し
た
。

3

判
決
の
概
要

本
件
の
争
点
は
、
原
告
ら
が
行
政
不
服
審
査
法
第
四
条

第
一
項
に
い
う

｢行
政
庁
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
者
｣
に

当
た
る
か
否
か
で
あ
る
が
、
本
判
決
は
、
行
政
不
服
審
査

｢法
四
条
一
項
に
い
う

『行
政
庁
の
処
分
に
不
服
が
あ
る

者
』
と
は
、
当
該
処
分
に
つ
い
て
不
服
申
立
て
を
す
る
法

律
上
の
利
益
が
あ
る
者
、
す
な
わ
ち
、
当
該
処
分
に
よ
り

自
己
の
権
利
若
し
く
は
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
を
侵
害

さ
れ
又
は
必
然
的
に
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
を
い

う
、
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
｣
と
し
て
、
｢原
処
分
は
、
道
路

に
鉄
道
線
路
を
敷
設
す
る
こ
と
の
許
可
で
あ
り
、
営
団
に

対
し
、
一
般
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
右
敷
設
行
為
を
、
本

件
道
路
に
つ
き
解
除
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
件
道
路
の
周

辺
住
民
に
対
し
、
右
許
可
の
法
的
効
果
と
し
て
、
そ
の
実

体
法
上
の
権
利
、
利
益
に
制
限
を
加
え
る
処
分
で
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
(中
略
)
仮
に
、
本
件
工
事
に
よ
っ

て
、
原
告
ら
の
実
体
法
上
の
権
利
、
利
益
が
侵
害
さ
れ
る

と
す
れ
ば
、
原
処
分
の
取
り
消
し
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、

そ
の
権
利
、
利
益
に
基
づ
い
て
、
そ
の
侵
害
の
回
復
を
求

め
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
原
処
分
が
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
そ
の
権
利
、
利
益
の
侵
害
を
甘
受
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
地
位
に
立
た
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。｣
と
の
判
断
を
示
し
た
。

ま
た
、
｢法
六
一
条
一
項
た
だ
し
書
に
よ
る
被
告
の
許
可

は
、
道
路
の
維
持
管
理
の
観
点
か
ら
、
鉄
道
線
路
の
道
路

へ
の
敷
設
が
道
路
の
構
造
や
道
路
に
与
え
る
影
響
な
ど
を

審
査
し
て
、
そ
の
許
否
を
判
断
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、

右
許
可
制
度
が
当
該
道
路
の
周
辺
住
民
の
具
体
的
利
益
を

個
別
的
に
保
護
す
る
こ
と
を
も
目
的
と
し
て
い
る
規
定
と

解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。｣

と
し
、｢本
件
道
路
の
周
辺
住
民
等
で
あ
る
原
告
ら
は
、
い

ず
れ
も
原
処
分
に
よ
り
自
己
の
権
利
若
し
く
は
法
律
上
保

護
さ
れ
た
利
益
を
侵
害
さ
れ
又
は
必
然
的
に
侵
害
さ
れ
る

お
そ
れ
が
あ
る
者
に
当
た
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か

ら
、
原
処
分
に
つ
い
て
行
政
不
服
審
査
を
求
め
る
不
服
申

立
人
適
格
を
有
し
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
原
告

ら
の
異
議
申
立
て
を
却
下
し
た
本
件
決
定
に
は
、
行
政
不

服
審
査
法
の
解
釈
を
誤
っ
た
違
法
は
な
い
。｣と
認
定
し
、

原
告
ら
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

な
お
、
原
告
ら
は
、
控
訴
し
た
た
め
、
現
在
東
京
高
等

裁
判
所
に
て
係
争
中
で
あ
る
。

二

高
速
自
動
車
国
道
料
金
等
変
更
申
請
に
対

す
る
認
可
差
止
請
求
事
件

(控
訴
審

東
京
高
裁
判
決
平
成
七
･
八
･
三
一

平
成
七
年

(行
コ
)
第
一
一
号
)

(原

審

東
京
地
裁
判
決
平
成
七
･
一
･
二
六

平
成
六
年

(行
ウ
)
第
一
八
五
号
)

1

事
件
の
概
要

平
成
六
年
四
月
二
六
日
、
日
本
道
路
公
団
は
、
道
路
整

備
特
別
措
置
法

(以
下

｢特
措
法
｣
と
い
う
。)第
二
条
の

四
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
速
自
動
車
国
道
の
料
金
及
び
料

金
徴
収
期
間
に
つ
い
て
の
変
更
申
請

(以
下
｢本
件
申
請
｣

と
い
う
。)を
建
設
大
臣
及
び
運
輸
大
臣

(以
下

｢建
設
大

臣
等
｣
と
い
う
。
)
に
行

っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
同
年

六
月
一
〇
日
、
主
に
静
岡
県
に
所
在
す
る
運
送
業
者
ら
二

七
一
名

(控
訴
審
に
お
け
る
控
訴
人
は
一
七
二
名
)
が
、

本
件
申
請
は
、
特
措
法
第
一
一
条
に
規
定
す
る
料
金
の
償

還
主
義
及
び
公
正
妥
当
主
義
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
違
法

な
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
建
設
大
臣
等
を
被
告
と
し
て

本
件
申
請
に
係
る
認
可
の
差
止
め
を
求
め
て
提
訴
し
た
。

な
お
、
提
訴
後
、
建
設
大
臣
等
は
同
年
九
月
二
〇
日
付

け
で
本
件
申
請
を
認
可
し
た

(以
下

｢本
件
各
認
可
｣
と

い
う
。)
こ
と
か
ら
、
原
告
ら
は
、
請
求
の
趣
旨
を
本
件
各

認
可
の
差
止
め
か
ら
取
り
消
し
に
変
更
し
た
。
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2

判
決
の
概
要

本
件
の
争
点
は
、
本
件
各
認
可
が
取
消
訴
訟
の
対
象
と

な
る
行
政
処
分
に
当
た
る
か
否
か
で
あ
る
。

の

第
一審
判
決

第
一
審
判
決
は
、
｢取
消
訴
訟
の
対
象
と
な
る
行
政
処
分

と
は
、
行
政
庁
が
法
令
に
基
づ
き
、
そ
の
優
先
的
立
場
に

お
い
て
、
直
接
国
民
の
権
利
義
務
を
形
成
し
、
又
は
そ
の

範
囲
を
確
定
す
る
行
為
を
い
う
も
の
と
解
さ
れ
る
。｣
と

し
た
う
え
で
、
建
設
大
臣
の
認
可
に
つ
い
て
は
、
｢高
速
自

動
車
国
道
等
の
新
設
、
改
築
及
び
料
金
の
徴
収
行
為
の
性

格
は
、
本
来
、
政
策
的
な
見
地
か
ら
主
と
し
て
建
設
大
臣

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
国
の
行
政
作
用
で
あ
り
、
公
団
の
行

う
高
速
自
動
車
国
道
等
の
新
設
、
改
築
及
び
料
金
の
徴
収

行
為
は
、
主
と
し
て
建
設
大
臣
の
監
督
の
下
の
国
の
行
政

機
能
の
一
部
を
代
行
す
る
と
い
う
性
質
を
有
す
る
も
の
と

い
う
べ
き
で
あ
｣
り
、
｢公
団
は
、
国
と
は
別
個
の
法
主
体

と
し
て
設
立
さ
れ
な
が
ら
、
建
設
大
臣
等
の
広
範
な
監
督

を
受
け
、
高
速
自
動
車
国
道
等
の
新
設
、
改
築
及
び
料
金

の
徴
収
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
特
措
法
な
い
し
公
団
法

上
、
国
の
行
政
機
能
の
一
部
を
代
行
す
る
広
い
意
味
で
の

国
家
行
政
組
織
の
一
環
を
な
す
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て

い
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。｣
と
し
、

一
方
、
運

輸
大
臣
の
認
可
に
つ
い
て
は
、
『特
措
法
二
条
の
四
に
基
づ

く
高
速
自
動
車
国
道
の
料
金
及
び
そ
の
徴
収
期
間
に
つ
き
、

建
設
大
臣
と
と
も
に
運
輸
大
臣
に
認
可
権
限
を
付
与
し
た

の
も
、
高
速
自
動
車
国
道
の
料
金
及
び
徴
収
期
間
が
、
我

が
国
の
運
輸
行
政
の
根
幹
に
か
か
わ
る
重
要
事
項
で
あ
る

も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
｣
と
し
て
原
告
ら
の
訴
え
を

こ
と
に
か
ん
が
み
、
運
輸
大
臣
の
所
管
事
項
に
関
す
る
も

の
と
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
す
る

と
、
運
輸
大
臣
の
本
件
認
可
も
や
は
り
実
質
的
な
上
級
行

政
機
関
と
し
て
の
監
督
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。｣と
し
、
ま
た
、｢高
速
自
動

車
国
道
の
料
金
は
、
公
団
が
、
特
措
法
二
条
の
四
に
基
づ

く
運
輸
大
臣
及
び
建
設
大
臣
の
認
可
を
得
た
上
で
、
料
金

の
額
及
び
徴
収
期
間
を
官
報
で
公
告
し

(特
措
法
一
四
条

一
項
)、個
々
の
利
用
者
が
現
実
に
高
速
自
動
車
国
道
を
通

行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
運
輸

大
臣
及
び
建
設
大
臣
の
認
可
自
体
に
よ
っ
て
高
速
自
動
車

国
道
の
利
用
者
に
対
し
て
、
当
該
認
可
に
係
る
料
金
の
額

及
び
徴
収
期
間
に
つ
い
て
の
受
忍
義
務
が
取
消
訴
訟
等
の

抗
告
訴
訟
に
よ
ら
な
け
れ
ば
争
い
得
な
い
よ
う
な
効
力
を

伴

っ
て
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
よ

う
な
規
定
は
、
特
措
法
及
び
そ
の
他
の
関
係
法
令
上
存
在

し
な
い
。｣と
の
判
断
を
示
し
、
｢本
件
各
認
可
は
、
行
政
機

関
相
互
の
内
部
的
な
行
為
と
同
視
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
自
体
と
し
て
、
外
部
の
効
力
を
有
す
る
も
の
で
は
な

く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
直
接
国
民
の
権
利
義
務
を
形
成
し
、

又
は
そ
の
範
囲
を
確
定
す
る
よ
う
な
効
果
を
伴
う
も
の
で

は
な
い
か
ら
、
取
消
訴
訟
の
対
象
と
な
る
行
政
処
分
に
は

あ
た
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
｣
か
ら
、
｢原
告
ら
の
本

件
各
訴
え
は
、
取
消
訴
訟
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
行
政
庁

の
行
為
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
(中
略
)
不
適
法
な

却
下
し
た
。

②

控
訴
審
判
決

控
訴
審
判
決
に
つ
い
て
も

｢本
件
各
認
可
は
、
い
ず
れ

も
実
質
的
な
上
級
行
政
機
関
と
し
て
の
監
督
手
段
で
あ
る

と
い
う
べ
き
｣
と
し
、
取
消
訴
訟
の
対
象
と
な
る
行
政
処

分
に
あ
た
ら
な
い
と
の
判
断
を
示
し
た
原
判
決
を
支
持
し
、

本
件
控
訴
を
棄
却
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
控
訴
人
ら
は
、
上
告
を
し
な
か
っ
た
た
め
、
控

訴
審
判
決
が
確
定
し
た
。
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建設省東北地方建設局道路部路政課

一
は
じ
め
に

奥
羽
山
脈
は
東
北
地
方
の
中
央
を
南
北
に
走
り
東

西
に
分
断
し
、
か
つ
太
平
洋
と
日
本
海
に
そ
そ
ぐ
水

系
の
分
水
嶺
で
も
あ
る
山
地
特
有
の
気
象
の
変
化
が

激
し
い
積
雪
寒
冷
地
帯
で
あ
る
。

仙
岩
道
路
は
、
一
般
国
道
四
六
号

(起
点
盛
岡
市
、

終
点
秋
田
市
)
の
う
ち
、
岩
手
･
秋
田
両
県
に
ま
た

が
る
奥
羽
山
脈
を
延
長
二
、
五
四
四
m
の
仙
岩
ト
ン

ネ
ル
に
よ
り
抜
き
、
岩
手
県
岩
手
郡
雫
石
町
を
起
点

と
し
、
秋
田
県
仙
北
郡
田
沢
湖
町
を
終
点
と
す
る
全

延
長
一
六
･
三
蝋
の
ト
ン
ネ
ル
八
本
、
橋
梁
二
一
橋

か
ら
な
る
構
造
物
の
多
い
山
岳
道
路
で
あ
る
。

昭
和
五
一
年
に
開
通
し
た
仙
岩
道
路
は
工
事
費
約

一
五
五
億
円

(昭
和
六
三
年
価
格
で
は
約
三
〇
四
億

円
)
の
巨
費
を
か
け
、
当
時
の
最
先
端
技
術
を
駆
使

し
、
か
つ
周
辺
環
境
を
十
分
に
配
慮
し
て
建
設
さ
れ

た
道
路
で
あ
り
、
開
通
後
二
〇
年
近
く
を
経
た
現
在

で
も
東
北
自
動
車
道
に
直
結
し
東
北
地
方
の
東
西
を

結
ぶ
大
動
脈
と
し
て
重
要
な
役
目
を
担
っ
て
い
る
。

開
通
二
〇
周
年
を
来
年
に
控
え
た
仙
岩
道
路
の
概

要
を
こ
の
機
会
に
紹
介
し
、
合
わ
せ
て
長
大
ト
ン
ネ

ル
で
あ
る
仙
岩
ト
ン
ネ
ル
の
防
災
訓
練
に
つ
い
て
も

述
べ
て
み
た
い
。

二

仙
岩
道
路

ー

歴
史
的
背
景

古
来
奥
羽
山
脈
の
東
側
を
｢陸
奥
国
｣西
側
を

｢出

羽
国
｣
と
呼
ん
で
き
た
。
歴
史
に
お
け
る
中
央
か
ら
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の
政
治
、
経
済
、
文
化
の
交
流
の
波
は
こ
の
奥
羽
山

脈
に
沿
っ
て
南
か
ら
北
へ
押
し
寄
せ
て
き
た
。
一
方
、

内
陸
部
に
お
け
る
東
西
の
交
流
は
、
分
断
す
る
険
阻

な
山
脈
に
よ
り
妨
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
人
々
は
こ
の

過
酷
な
悪
条
件
に
も
め
げ
ず
、
あ
る
時
は
封
建
時
代

の
圧
政
下
に
、
ま
た
平
和
時
に
は
暮
ら
し
の
向
上
に

結
び
つ
け
る
た
め
、
こ
の
山
脈
に
挑
み
数
多
く
の
峠

道
を
切
り
開
い
て
き
た
。

岩
手
と
秋
田
を
結
ぶ
峠
道
は
大
小
七
箇
所
も
あ
り

｢上
下
五
里
五
町
｣
の
国
見
峠
も
そ
の
一
つ
で
、
岩

手
の
盛
岡
平
野
と
秋
田
の
横
手
盆
地
を
結
ぶ
最
短
コ
ー

ス
と
し
て
、
秋
田
街
道
と
よ
ば
れ
古
い
時
代
か
ら
人

馬
が
往
来
し
て
い
た
と
い
う
。
古
来
、
｢生
保
内
峠
｣、

｢国
見
峠
｣
と
呼
ば
れ
た
峠
路
が
仙
岩
峠
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
新
道
が
で
き
た
明
治
九
年

(
一
八
七
七
)
に
視
察
の
た
め
こ
の
峠
を
越
え
た

｢内

務
卿
大
久
保
利
道
｣
が
峠
の
東
西
の
秋
田
県
仙
北
郡

の

｢仙
｣
と
岩
手
県
の
岩
手
郡
の

｢岩
｣
の
二
字
を

と

っ
て

｢仙
岩
峠
｣
と
命
名
し
た
こ
と
に
よ
る
。
以

来
こ
の
峠
道
は
仙
岩
道
路
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。

2

改
修
の
経
緯

仙
岩
峠
越
え
の
秋
田
街
道
は
、
大
正
期
か
ら
昭
和

初
期
へ
か
け
て
、
た
だ
地
図
上
の
路
線
と
し
て
放
置

さ
れ
て
き
た
。
わ
ず
か
に
盛
岡
か
ら
国
見
温
泉
へ
の

湯
治
客
や
駒
ヶ
岳
登
山
者
な
ど
が
利
用
す
る
に
と
ど

ま
り
、
特
に
秋
田
県
側
の
荒
廃
が
は
な
は
だ
し
か
っ

た
。
幾
世
紀
か
に
わ
た
る
地
域
住
民
の
夢
で
あ
っ
た

仙
岩
峠
の
車
道
が
、
時
代
の
進
歩
に
伴
う
要
請
か
ら

実
現
の
時
を
迎
え
た
の
は
昭
和
二
六
年
以
降
で
あ
っ

た
。昭

和
二
六
年
、
国
の
策
定
し
た

｢阿
仁
･
田
沢
特

定
地
域
総
合
開
発
事
業
｣
の
一
環
と
し
て
こ
の
道
路

の
改
修
を
、
そ
し
て
昭
和
二
八
年
に
は
秋
田
･
盛
岡

市
を
結
ぶ
国
道
一
〇
五
号
と
し
て
指
定
さ
れ
た
。
区

間
は
秋
田
県
仙
北
郡
協
和
町
か
ら
盛
岡
市
ま
で
と
し
、

工
事
は
仙
岩
峠
の
県
境
を
接
点
と
し
て
、
秋
田
･
岩

手
両
県
の
分
担
と
し
、
秋
田
県
側
は
昭
和
三
八
年
一

一
月
、
岩
手
県
側
は
昭
和
三
七
年
に
完
成
し
た
。
こ

の
間
に
昭
和
三
七
年
四
月
一
級
国
道
に
昇
格
し
四
六

号
と
な
っ
た
。

藩
政
時
代
の
数
々
の
歴
史
を
彩
る
秋
田
街
道
は
、

幅
員
六
･
五
m
の
自
動
車
道
路
に
生
ま
れ
変
わ
り
、

か
つ
て
は
丸
一
日
を
要
し
た
雫
石
･
生
保
内
聞
は
車

で
五
〇
分
で
結
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

開
通
と
同
時
に
、
秋
田
県
側
に
は
岩
手
県
産
の
新

鮮
な
野
菜
や
三
陸
産
の
魚
類
が
豊
富
に
入
り
、
ま
た

小
岩
井
、
田
沢
湖
高
原
な
ど
観
光
開
発
に
よ
る
交
流

も
盛
ん
と
な
っ
た
が
、
こ
の
路
線
は
急
峻
で
複
雑
な

地
形
を
著
し
く
蛇
行
し
て
山
腹
を
縫
う
よ
う
に
走
っ

て
お
り
、
特
に
秋
田
県
側
に
は
四
･
六
額
の
区
間
に

一
○
箇
所
の
ヘ
ヤ
ピ
ン
カ
ー
ブ
が
あ
り
、
そ
の
標
高

差
は
三
四
三
m
と
い
う
難
所
が
あ
る
。
し
か
も
、
標

高
八
三
六
m
の
峠
付
近
で
は
最
大
積
雪
深
が
五
m
を

越
え
、
三

月
末
か
ら
翌
年
五
月
初
め
ま
で
は
交
通

不
能
と
な
り
、
地
元
で
は

｢半
年
道
路
｣
と
呼
ば
れ

て
い
た
。

こ
の
路
線
は
、
秋
田
･
岩
手
の
両
県
庁
所
在
地
を

最
短
距
離
で
結
ぶ
重
要
幹
線
道
路
で
あ
り
、
通
年
交

通
を
可
能
と
す
る
た
め
に
は
大
規
模
か
つ
高
度
な
技

術
を
要
す
る
工
事
と
な
り
多
大
な
事
業
費
を
要
す
る

た
め
、
国
に
対
し
て
早
期
に
整
備
を
要
望
す
る
声
が

高
ま

っ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
建
設
省
で
は
、
昭
和
四
二
年
度
か

ら
直
轄
調
査
を
開
始
し
、
長
大
ト
ン
ネ
ル
を
含
む
数

本
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
地
質
、
積
雪
、
雪
崩
等
の
調

査
及
び
ペ
ー
パ
ー
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
比
較
線
の

検
討
を
進
め
、
昭
和
四
四
年
度
に
基
本
ル
ー
ト
を
決

定
し
た
。

昭
和
四
五
･
四
六
年
度
に
は
、
仙
岩
峠
部
分
一
六
･

三
如
を
直
轄
施
工
区
間
に
編
入
す
る
と
と
も
に
、
本

格
的
な
改
築
に
着
手
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
昭
和
四

五
年
に
着
手
し
、
道
路
技
術
の
粋
を
集
め
急
峻
な
山

岳
地
に
六
年
の
短
期
間
で
完
成
さ
せ
、
昭
和
五
一
年

一
〇
月
開
通
と
な
っ
た
。
引
き
続
き
国
有
保
有
林
の

貸
付
返
還
に
伴
う
山
腹
緑
化
工
事
、
雪
崩
防
護
工
工

事
、
ト
ン
ネ
ル
漏
水
防
止
工
事
等
を
実
施
し
、
昭
和

]首行セ 951 1 す;



五
四
年
三
月
を
も
っ
て
改
築
事
業
は
完
成
と
な
っ
た
。

新
道
は
旧
道
に
比
べ
距
離
で
約
六
如
短
縮
さ
れ
、

標
高
は
五
七
二
m
と
な
っ
て
二
六
四

m
低
く
、
ま
た

勾
配
は
一
一%
が
五
%
に
、
カ
ー
ブ
半
径
は
七
五
m

が
一
〇
0
m
に
改
良
さ
れ
冬
期
交
通
は
完
全
に
確
保

さ
れ
た
。

こ
の
改
良
は
、
地
域
の
産
業
の
発
展
は
も
と
よ
り

両
県
の
交
流
は
一
層
活
発
と
な
り
、
資
源
開
発
、
観

光
開
発
等
各
方
面
に
大
き
く
貢
献
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。

3

グ
ラ
フ
で
見
る
整
備
事
業

= 2544

仙
岩
道
路
一
六
･
三
如
の
う
ち
、
秋
田
側
一
三
･

二
如
は
秋
田
工
事
事
務
所
で
、
岩
手
側
の
現
道
改
良

区
間
三
･
一
如
は
岩
手
工
事
事
務
所
で
施
工
し
た
も

の
で
あ
る
。

1 6 . 3 K m 鉱をさつき、ソ
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一･(毒なくきさま
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道路構造諸元

延 長 16 3km (秋田県側8.
3km、

岩手県側8
.
okm)

区 間 鞆内保
場
生

橋
町

町
湖

石
沢

雫
田翻岩仙県

県
手
田

岩
秋

目
至

構 造 規 格 第3種3級

設 計 速 度 “中 員 鯖緘
鮑
葎

=(如~解~加~鍵~脇~鵤

曲線半径(最小) 10o m

最急縦断勾配 眺
工 費 155億円 (うち用地費0

.
5億円)

4

道
路
構
造
諸
元
等

三

防
災
訓
練

　
　
　
　
　
　

1

こ
れ
ま
で
の
経
緯

仙
岩
ト
ン
ネ
ル
防
災
訓
練
は
、
仙
岩
道
路
が
開
通

9セ

し
た
翌
年
の
昭
和
五
二
年
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、

行浦

昭
和
五
四
年
七
月
の
東
名
高
速
道
路
日
本
坂
ト
ン
ネ

ル
車
両
火
災
事
故
の
発
生
を
教
訓
に
し
て
、
さ
ら
に

訓
練
内
容
の
充
実
を
図
り
毎
年
欠
か
さ
ず
行
わ
れ
て

お
り
、
本
年
一
〇
月
に
一
九
回
目
の
防
災
訓
練
を
実

施
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

東
北
地
方
建
設
局
管
内
で
は
最
も
長
い
伝
統
の
あ

る
ト
ン
ネ
ル
防
災
訓
練
で
あ
り
、
秋
田
･
岩
手
両
県

の
関
係
機
関
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
み
、
関
係
者
の

防
災
意
識
の
高
揚
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
。

ま
た
訓
練
は
、
仙
岩
道
路
の
一
時
間
全
面
通
行
止

を
伴
う
も
の
で
あ
る
た
め
、
各
報
道
機
関
、
警
察
、

道
路
情
報
セ
ン
タ
ー
等
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
道
路

情
報
板
の
表
示
等
に
よ
り
、
道
路
利
用
者
に
事
前
に

規
制
通
知
を
徹
底
し
て
行
っ
て
い
る
。

2

訓
練
目
的

仙
岩
ト
ン
ネ
ル
内
で
の
交
通
事
故
に
よ
り
負
傷
者

及
び
車
両
火
災
等
が
発
生
し
た
場
合
に
、
ト
ン
ネ
ル

内
防
災
設
備
の
有
効
利
用
と
関
係
機
関
の
対
応
に
よ
っ

て
、
災
害
を
最
小
限
に
と
ど
め
二
次
災
害
の
発
生
を

防
止
す
る
。

橋梁諸元

儒 名 延 長 橋 種
. 讓

大 平 橋 粥 単純合成桁2速 47年度

下 荒 沢 橋 30 単純合成桁 46年度

下 滝 川 橋 獅 単純合成桁十%蓬間連続鈑桁 47年度

上 滝 川 橋 わ 単純合成桁3達 47年度

竜 川 陸 橋 鴻 片桟橋 48年度

下 鹿 倉 橋 ね 単純合成桁2速 ^ 47年度

竜!跿第2陸橋 田 単純合成桁3速 48年度

下 晩 鳥 橋 銃 単純合成桁2運 48年度

大 平 沢 橋 155 鰯+輳彰蘂
48年度

山 紫 橋 鰓 単純合成桁 48年度

熊 見 橋 競 単純合成桁十Hビーム 穢
木 滝 沢 橋 鴎 逆ランガー 獺板 谷 橋 墹 RC方杖ラ…〆ン 稲
樹 海 橋 召 HビームJ 綴
猿 倉 橋 粥 RCラーメン高架十単純合成桁 鰕
蛇 沢 橋 雛 銘奎間連続飯桁 鰓
堀 木 橋 翔 ランカナートラス 黛桂 巣 橋 館 単純合成桁 磯
須 神 橋 210 繁華間連続箱桁十単純合成箱桁 綴
湖 山 橋 猟 ′糾“蹴縦琳 鱸
宝 風 橋 猟 5径間連続V橋脚ラニメン 糯計

蹴 、

トンネル諸元

トンネル名 長
)m

延
(

面断
う

空
印

内 務縦配 半
截

率
を

曲
径

高
)m

標
( 完成年度

仙岩トンネル 捌 47
.
53 第 直 線彌団年度

大平トンネル 470 45 78 鱒 籤000戦 49年度

生保内トンネル 鰍 45
.
78 鵡 直 線鱗 47年度

板谷トンネル 齪 硼 即 300儀綴堀木トンネル 155 鰹 偽 200癈糊桂巣トンネル 鱗 硼 範 線直 蘂 蝋須神トンネル 405 篠 卿 線直 彌 獺湖山トンネル 235 硼 鮒 線直 鯖 獨計 纖薇



3

日
時
･
訓
練
場
所

平
成
七
年
一
〇
月
四
日

三
一時
か
ら
一
三
時
ま
で

秋
田
県
仙
北
郡
田
沢
湖
町
生
保
内
字
生
保
内
沢
地

内一
般
国
道
四
六
号
仙
岩
ト
ン
ネ
ル
秋
田
坑
ロ
側

4

参
加
機
関

秋
田
県
･
岩
手
県
･
秋
田
県
警
察
本
部
･
岩
手
県

警
察
本
部
･大
曲
仙
北
広
域
市
町
村
圏
消
防
本
部
･

盛
岡
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
消
防
本
部
･
田
沢

湖
町
･
雫
石
町
･
建
設
省
秋
田
工
事
事
務
所
･
建

設
省
岩
手
工
事
事
務
所参

加
人
員
合
計

一
四
二
名

道路管理事務担当者便り

5

事
故
想
定

(夜
間
)

二
二
時
頃
、
仙
岩
ト
ン
ネ
ル
秋
田
坑
ロ
よ
り
四
五

0
m
付
近
ト
ン
ネ
ル
内
で
盛
岡
方
面
へ
進
行
中
の
乗

用
車
が
居
眠
り
運
転
に
よ
り
左
側
壁
面
に
衝
突
し
、

運
転
者
は
負
傷
し
た
が
自
力
で
脱
出
し
岩
手
方
向
よ

り
進
行
中
の
車
に
救
助
さ
れ
た
。
事
故
車
は
衝
突
の

衝
撃
に
よ
り
出
火
し
ト
ン
ネ
ル
内
の
ケ
ー
ブ
ル
が
燃

え
照
明
灯
が
消
え
た
。

そ
の
直
後
、
秋
田
側
よ
り
進
行
中
の
危
険
物
運
搬

車
両
が
事
故
車
の
煙
と
突
然
の
消
灯
に
よ
り
一
瞬
視

界
を
失
い
事
故
車
に
追
突
し
、
運
転
者
は
車
内
に
閉

じ
込
め
ら
れ
た
。
最
初
の
負
傷
者
を
救
助
し
た
者
に

よ
り
ト
ン
ネ
ル
内
の
非
常
電
話
で
一
一
九
番
、
一
一

〇
番
通
報
さ
れ
た
が
、
ま
も
な
く
、
散
乱
し
た
ド
ラ

ム
缶
か
ら
漏
れ
た
軽
油
に
着
火
し
炎
上
し
た
。

6

訓
練
内
容

(道
路
管
理
者
)

通
報
連
絡
訓
練

火
災
報
知
器
の
作
動
訓
練

道
路
情
報
装
置
の
作
動
訓
練

換
気
装
置
の
作
動
訓
練

(交
通
警
察
)

通
報
連
絡
訓
練

交
通
規
制
訓
練

(消
防
)

消
防
本
部
活
動
要
領
に
よ
り
救
助
･
消
火
訓
練
等

7

訓
練
状
況

訓
練
に
先
立
ち
各
参
加
者
に
訓
練
の
概
要
と
留
意

事
項
等
を
徹
底
さ
せ
、
ト
ン
ネ
ル
内
に
停
留
車
両
が

い
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
そ
の
後
に
予
定
ど
お
り
訓

練
を
開
始
し
た
。
ト
ン
ネ
ル
内
に
事
故
想
定
車
両
を

搬
入
し
、
す
ぐ
側
で
油

(ガ
ソ
リ
ン
･
灯
油
混
合
)

を
燃
や
し
、
実
際
の
車
両
火
災
に
近
い
状
況
下
で
設

定
さ
れ
た
訓
練
を
実
施
し
た
。
報
道
関
係
な
ど
各
関

係
機
関
の
見
学
者
は
あ
ら
か
じ
め
指
定
さ
れ
た
安
全

地
帯
に
位
置
し
た
が
、
油
燃
焼
に
よ
る
煙
を
吸
い
込

む
等
緊
迫
感
あ
る
見
学
で
あ
っ
た
。

訓
練
現
場
で
は
、
消
防
に
よ
る
救
助
･
消
火
･
工

作
訓
練
が
主
と
な
る
が
、
特
に
今
回
は
、
坑
ロ
か
ら

四
五
0
m
の
ト
ン
ネ
ル
内
部
で
、
三
〇
分
近
く
の
消

灯
下
･
濃
煙
の
中
で
の
作
業
で
あ
り
、
消
防
の
救
助

工
作
車
の
照
明
で
も
満
足
に
視
界
が
確
保
で
き
な
い

臨
場
感
･
緊
迫
感
あ
る
訓
練
と
な
っ
た
。
ま
た
、
こ

れ
と
並
行
し
て
道
路
管
理
者
の
各
装
置
の
作
動
訓
練
、

交
通
警
察
の
通
報
連
絡
訓
練
等
も
順
調
に
実
施
さ
れ
、

当
初
の
目
的
を
十
分
に
果
た
し
、
訓
練
終
了
後
の
検

討
会
の
場
で
お
お
む
ね
良
好
の
評
価
を
受
け
て
い
る
。

8

ま
と
め

訓
練
終
了
後
に
開
催
さ
れ
た
検
討
会
の
席
上
で
、

岩
手
工
事
事
務
所
長
が
行
っ
た
総
評
を
も
っ
て
ま
と

め
る
と
す
る
。

『訓
練
の
な
か
で
一
つ
気
に
な
っ
た
こ
と
は
、
情
報

伝
達
の
こ
と
で
す
。
実
際
に
道
路
を
止
め
て
限
ら
れ

た
一
時
間
の
中
で
必
要
な
訓
練
を
す
る
の
で
、
ど
う

し
て
も
情
報
伝
達
と
い
う
部
分
が
抜
け
て
し
ま
い
ま

す
。
初
動
体
制
を
ど
う
と
る
か
、
ま
た
火
災
の
事
故

発
生
の
状
況
を
い
か
に
正
確
に
把
握
し
て
伝
達
さ
れ

る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
今
回
、
消
火
や
救
助
な
ど
を
実
践
に
即
し
て

行
っ
た
こ
と
で
、
成
果
や
反
省
点
が
で
た
の
で
、
次
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の
訓
練
に
つ
な
が
り
非
常
に
た
の
も
し
く
思
い
ま
し

た
。
一
日
七
千
台
の
交
通
量
の
な
か
で
通
行
止
を
し

て
訓
練
を
す
る
重
み
は
大
変
だ
と
理
解
し
て
お
り
ま

す
の
で
、

一
人

一
人
責
任
を
も

っ
て
参
加
し
て
い
る

の
だ
な
と
思
い
ま
す
。
実
際
事
故
が
ど
の
よ
う
に
起

こ
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
常
に
起
こ

り
う
る
と
日
頃
か
ら
心
の
奥
に
持
っ
て
、
い
ざ
と
い

ぅ
時
に
連
携
を
強
く
し
な
が
ら
行
動
す
る
こ
と
が
大

事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
来
年
度
以
降
さ
ら
に
充
実

し
た
訓
練
が
さ
れ
る
よ
う
、
関
係
機
関
の
協
力
を
お

願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
』

係 度 行 持

〈参考〉 仙岩トンネル換気 ･照明 ･管理 ･防災設備

区 分 設 備 機 器 名 諸 元 台数 備 考

換 気 換 気 用 送 風 器 型式 :横型軸流1段式, 75諺/s
電動機 :サイリスタ型 2loKW, 950LP.m 2 秋田,岩手両換気所

照 明 ト ン ネ ル 照 明 ナトリウム灯 :Nx35, Nx90 基本照明 :30lx 深夜調光 643 対向配列

防 災

火 災 感 知 器 ふく射式 (二波長式ちらつき型) l02 25m間隔片側配置

水 噴 霧 設 備 逆島蜆4又云し3、5k9/Qm", 6 !/m瀞/m~ (2.500 g/硫n)
ノスコレ間隔5m , 1区匝J25m 102 左側配置 1火災2区間

消 火 栓 40mm型ホースリール式, 30mホ-ス付, 130β/碑 ･ 53 左側50m間隔

坑 外 給 水 栓 65m型地上式,双口不凍式 400“/禰 2 両坑口

ダクト内水噴霧設備 3 5k髪解 亀800“/禰 2 両坑口連絡ダクト内

給 水 設 備 消火ポンプ 250mmの, 5Z鯲/顧n l台
トンネル内送水本管 250鱒の, ダクタイル鋳鉄管

岩手換気所

消 火 器 ABC粉末 6.5kg×2本 51 10om間隔千鳥配置

通報警報

非 常 電 話 機 110番, 119番専用 27 200m間隔千鳥配置

非 常 通 報 機 押ボタン式,応答ランプ付 51 loom間隔千鳥配置

誘導案内表示灯 内部照明矢印式, 26 200m間隔千鳥配置

誘導式無線電話 漏洩洞軸ケーブル式, VHF . 1

路 側 放 送 設 備

非 常 警 報 装 置

送信所 笹20KHz, low 係り巻,橋場)

電光式表示板,信号灯, サイレン

2

,2

監視制御

監 視 制 御 装 置 サイクリックデジタル方式 ↑式 管理所で集中監視制御

監視用テレビ(l下り 坑内固定式, 坑口旋回式 - 16、 坑内片側200m間隔

一酸化炭素測定装置 0~ 300脚測定,非分散赤外線分析式 3 中央部及び両坑口

煙霧透過率測定装置 0~ 100%測定, 光電変換式loom透過率 玄,3 中央部及び両坑口

交通量測定装置 ループコイル式が車種別台数 2 両坑ロ

受 配 電

高 圧 受 電 設 備 6苺節Vノ415, 215, 105V, 90OKMA 亀350KM界 2 両換気所

予 備 発 電 設 備 6,600V, 1名50KVA ,鉾目8極目励式
デJイーゼルエンジン 1五霞)PS/750r.Q m l 秋田換気所

無停電電源装置 {バッテリーインバータ 30KMA, 10面供給 2 両換気所バッテリーインバータ 30KMA, 10面供給 2 両換気所
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仙
岩
道
路
資
料
#館
…

仙
岩
道
路
資
料
館
は
、
道
路
関
係
の
展
示
物
や
図
書
資
料
を
自
由
に
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
、

仙
岩
道
路
ぞ
い
に
平
成
三
年
に
開
設
さ
れ
た
。

価
岩
道
路
改
築
当
時
の
記
録
写
真
を
計
画
調
査
･
建
設
、
橋
梁
、
ト
ン
ネ
ル
と
現
在
の
道

路
に
分
け
て
わ
か
り
や
す
く
展
示
す
る
と
と
も
に
、
仙
岩
峠
の
自
然
を
取
り
入
れ
て
仙
岩
峠

の
自
然
と
た
た
か
っ
た
人
々
の
記
録
を
展
示
し
て
い
る
。

資
料
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
は
、
仙
岩
道
路
改
築
工
事
に
関
す
る
工
事
･
調
査
記
録
を
は
じ
め
設

計
図
･
技
術
図
書
･
道
路
関
係
専
門
誌
を
集
め
、
技
術
的
な
ら
び
に
一
般
の
人
々
が
自
由
に

閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
仙
岩
道
路
の
計
画
調
査
や
工
事
の
様
子
を
当
時
の
記
録
映
像
ビ
デ
オ
に
よ
っ
て
分
か

り
や
す
く
紹
介
し
て
い
る
。

建 設 省 (連絡、協議) 建 設 省
秋田工事事務所

← ′ 岩手工事事務所

　
　

　　
　

　

　

建
盛
維

雫

大
城

岩

、麟

例

)

議

凡

作

協

繰

鰍

(交
通
規
制
打
合
せ
)

省
道
所

署

讐

署

所

北
部
渚

委

I

　

　
　
　

　

　

　

　

設

田

川
醐
鰤
T
I
-↓

消

ヨ

警

硼

持

田
啜
硼

館

日

館

澱

建
角
縦

大
広
職

角

秋

角

田

啄
蹴

磁

直
通
電話

　
　

　
　

マ
′、

器

機

話

舌

　

　

　

　

殺

の

常

衆

動

ポ

目

押

非

公

仙岩道路非常通報連絡系統図

圓
廳
四
回
回
回
燈

道路管理事務担当者便り

住所 秋田県仙北郡田沢湖町生保内字武蔵野12

雀斑 0 1 8 7一‐4 3 -- 1 7 5 0

開館時間 毎日 9時から16時まで
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鹿児島県土木部道路維持課技術補佐 東 英雄

　シリーズ 窃②鱸 呂②鱸

　　　　　　

　　
　
　
　

がナな
増

　　　　　　　　　

せ
ふ
ん

　　　

は
じ
め
に

国
道
五
八
号
は
鹿
児
島
市
を
起
点

に
し
て
東
シ
ナ
海
を
南
下
、
南
西
諸

島
の
種
子
島
、
奄
美
大
島
を
経
て
沖

縄
県
の
那
覇
市
に
至
る
国
道
で
あ
る
。

洋
上
を
含
め
た
延
長
八
七
〇
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
は
日
本
で
一
番
長
い
国
道

で
も
あ
る
。

か
つ
て
は
黒
潮
に
乗
せ
て
南
方
文

化
を
伝
え
た
海
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
。

琉
球
文
化
と
大
和
文
化
が
融
合
す
る

道
。
起
点
の
鹿
児
島
市
か
ら
ゆ
っ
く

り
南
下
、
種
子
島
、
屋
久
島
、
吐
噛

卿
列
島
の
島
々
、
奄
美
群
島
の
島
々
、

そ
し
て
本
県
最
南
端
の
島
、
与
論
島

沖
の
県
境
ま
で
を
紹
介
す
る
。

負
担
法
い
ろ
い
ろ

国
道
の
新
設
又
は
改
築
に
要
す
る

費
用
は
道
路
法
五
〇
条
に
よ
る
も
の

が
大
半
で
あ
る
が
、
こ
の
国
道
五
八

号
に
は
四
種
の
負
担
法
が
適
用
さ
れ

ス
↓0鹿

児
島
市
域
は
道
路
法
、
種
子
島

域
は
離
島
振
興
法
、
奄
美
群
島
域
は

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
、

沖
縄
県
域
は
沖
縄
振
興
開
発
特
別
措

置
法
に
基
づ
い
て
国
庫
負
担
が
な
さ

れ
る
。

ま
た
国
の
機
関
も
建
設
省
、
国
土

庁
、
北
海
道
沖
縄
開
発
庁
の
三
省
庁

に
分
か
れ
て
所
管
さ
れ
る
。

起
点
部
鹿
児
島
市

北
九
州
市
を
起
点
に
左
回
り
に
南

下
し
た
国
道
三
号
、
右
回
り
に
南
下

し
た
国
道
一
〇
号
は
鹿
児
島
市
の
照

国
神
社
前
で
合
流
す
る
。
こ
の
合
流

点
か
ら
約
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
国
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道

一
〇
号
寄
り
に
バ
ッ
ク
し
た
と
こ

ろ
に
西
郷
隆
盛
翁
の
銅
像
が
立
っ
て

い
る
。

こ
こ
が
、
延
々
南

へ
八
七
〇
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
延
び
る
国
道
五
八
号
の
起

点
で
あ
る
。

市
街
地
部
を
真
っ
直
ぐ
東
進
し
て

錦
江
湾
に
ダ
イ
ビ
ン
グ
す
る
ま
で
の

約
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
こ
の
間
は
直

轄
区
間
で
鹿
児
島
国
道
工
事
事
務
所

の
管
理
と
な
っ
て
い
る
。

桜
島
の
真
ん
前
、
眼
前
に
桜
島
を

見
上
げ
る
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
す
ば
ら

し
い
が
、
夏
場
は
東
風
に
乗
っ
た
火

山
灰
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

ク
ル
ー
ジ
ン
グ
ロ
ー
ド

大
隅
半
島
と
薩
摩
半
島
に
挟
ま
れ

て
波
静
か
な
錦
江
湾
を
南
下
す
る
。

湾
ロ
右
手
に
、
太
平
洋
戦
争
末
期

知
覧
特
攻
基
地
を
飛
び
立
っ
た
特
攻

隊
員
が
日
本
国
土
と
の
別
れ
を
決
し

た
と
い
わ
れ
る
薩
摩
富
士
開
聞
岳
が

座
す
。
少
し
南
下
し
て
北
緯
三
一
度

地
点
、
左
手
に
本
土
最
南
端
の
佐
多

岬
燈
台
が
剥
き
出
し
に
な
っ
た
断
崖

の
上
に
そ
そ
り
立
つ
。

い
よ
い
よ
外
海
、
北
上
す
る
黒
潮

が
日
本
海
流
と
対
馬
海
流
に
分
か
れ

る
錦
江
湾
ロ
は
海
の
難
所
で
あ
る
。

黒
潮
が
二
つ
の
海
流
に
引
き
裂
か
れ

た
怒
り
か
ら
か
、
い
つ
も
三
角
波
が

立

っ
て
い
る
o

波
間
に
三
島
村
の
竹
島
、
硫
黄
島
、

黒
島
が
点
在
す
る
。
過
疎
化
、
高
齢

化
が
進
む
な
か
島
民
四
〇
〇
余
人
が

島
を
守

っ
て
い
る
o

島
陰
に
入
り
波
が
静
ま
る
。
南
北

方
向
に
平
坦
に
延
び
る
島
、
種
子
島

で
あ
る
。

サ
ン
セ
ッ
ト
街
道

種
子
島
は
西
之
表
市
、
中
種
子
町
、

南
種
子
町
の
一
市
二
町
か
ら
な
り
歴

史
的
に
は
日
本
に
初
め
て
鉄
砲
が
伝

わ
っ
た
島
、
現
在
に
お
い
て
は
人
工

衛
星
打
上
げ
の
島
と
し
て
良
く
知
ら

れ
て
い
る
。

種
子
島
の
国
道
五
八
号
は
島
の
玄

関
口
、
西
之
表
港
か
ら
島
の
西
海
岸

沿
い
に
南

へ
約
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

で
あ
る
。

人工衛星の打上基地

に落ちる夕日

夕
日
は
絶
景
で
あ
る
。
沖
合
一
五
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
に
あ
る
屋
久
島
の
島
影

に
落
ち
る
夕
日
は
大
自
然
を
満
喫
さ

せ
て
く
れ
る
。

九
州
一
の
高
さ
を
誇
る
宮
之
浦
岳

を
中
心
に
す
る
屋
久
島
の
山
々
、
世

界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
屋
久
島
を
後

に
さ
ら
に
南
下
す
る
。

中
間
点
の
中
種
子
町
に
は
平
成
一

一
年
度
の
開
港
を
目
指
し
て
新
種
子

島
空
港
が
建
設
さ
れ
る
予
定
で
現
在

は
用
地
買
収
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

国
道
五
八
号
は
こ
の
新
空
港
へ
の

主
要
な
ア
ク
セ
ス
道
路
と
な
る
も
の

で
、
平
成
一
一
年
の
開
港
に
合
わ
せ

て
、
離
島
振
興
法
に
よ
る
国
庫
の
負

担
で
重
点
的
に
整
備
中
で
あ
る
。

さ
ら
に
南
下
し
て
種
子
島
の
南
端

の
町
、
そ
し
て
宇
宙
に
最
も
近
い
町

南
種
子
町
へ
。

国
道
五
八
号
は
南
種
子
町
島
間
で

東
シ
ナ
海
に
ダ
イ
ビ
ン
グ
す
る
。
島

の
西
側
に
位
置
す
る
島
間
港
か
ら
の

吐
嚼
醐
列
島

屋
久
島
か
ら
奄
美
大
島
ま
で
の
二

〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
は
吐
嚼
卿
列
島

の
島
々
の
間
を
抜
け
る
洋
上
国
道
で

あ
る
。

こ
こ
は
南
北
に
日
本
一
細
長
い
村
、

62 道行セ 95.11

シリーズ/ あの道 この道



鹿
児
島
郡
十
島
村
で
あ
る
。
太
平
洋

戦
争
後
、
米
軍
統
治
下
に
置
か
れ
て

い
た
が
昭
和
二
七
年
に
日
本
に
復
帰

し
た
。

村
の
玄
関
は
北
緯
三
〇
度
線
上
の

口
之
島
、
そ
し
て
活
火
山
の
あ
る
中

之
島
、
諏
訪
之
瀬
島
、
平
家
の
落
人

伝
説
の
伝
わ
る
平
島
、
伝
統
芸
能
ボ

ゼ
祭
り
の
あ
る
悪
石
島
、
珊
瑚
礁
に

包
ま
れ
た
小
宝
島
、
宝
島
の
七
島
が

有
人
島
で
あ
る
。

十
島
村
も
類
に
も
れ
ず
過
疎
化
が

進
み
、
昭
和
四
五
年
に
は
臥
蛇
島
の

全
島
民
が
集
団
離
島
し
無
人
島
に

な
っ
て
い
る
。
ま
た
高
齢
化
も
進
む

な
か
、
現
在
は
村
民
七
〇
〇
余
人
が

島
を
守

っ
て
い
る
o

北
か
ら
南
へ
下
が
っ
て
行
く
と
、

気
候
的
に
は
温
帯
か
ら
亜
熱
帯
へ
、

地
質
的
に
は
火
山
性
か
ら
隆
起
珊
瑚

礁
へ
、
文
化
的
に
は
大
和
文
化
か
ら

琉
球
文
化
へ
と
徐
々
に
変
っ
て
い
く

の
が
実
感
で
き
る
。

鹿
児
島
港
か
ら
最
南
端
の
宝
島
ま

で
は
一
、
0
0
0
ト
ン
の
村
営
船
十

島
で
一
四
時
間
を
要
す
る
。
絶
海
の

孤
島
、
各
島
は
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ

り
、
手
つ
か
ず
の
自
然
が
い
っ
ぱ
い

で
あ
る
。時
間
を
か
け
悠
々
じ
っ
く
り

と
見
る
価
値
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

十
島
村
の
最
南
端
、
北
緯
二
九
度

の
横
当
島
を
後
に
さ
ら
に
南
下
す
る
。

奄
美
大
島

奄
美
大
島
は
沖
縄
島
、
佐
渡
島
に

次
い
で
日
本
で
三
番
目
に
大
き
い
島

で
あ
る
。
奄
美
大
島
は
名
瀬
市
、
笠

利
町
、
竜
郷
町
、
瀬
戸
内
町
、
大
和

村
、
宇
検
村
、
住
用
村
の
一
市
三
町

三
村
か
ら
成
り
、
島
の
総
人
口
は
七

万
六
、
0
0
0
人
余
で
あ
る
。

国
道
五
八
号
は
奄
美
大
島
の
北
端

の
町
、
笠
利
町
の
役
場
所
在
地
赤
木

名
に
再
上
陸
す
る
。
赤
木
名
は
江
戸

時
代
、
薩
摩
藩
の
主
財
源
、
黒
砂
糖

を
取
り
仕
切
る
代
官
所
が
あ
っ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
o

赤
木
名
か
ら
始
ま
る
奄
美
大
島
の

国
道
五
八
号
は
島
都
名
瀬
市
を
経
て

南
端
の
町
瀬
戸
内
町
古
仁
屋
ま
で
約

八
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
山
岳

地
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
ト
ン
ネ
ル
が

多
く
、
供
用
さ
れ
て
い
る
五
つ
の
ト

ン
ネ
ル
の
う
ち
、
三
つ
は

一
、
0
0

0
メ
ー
ト
ル
を
越
す
長
大
ト
ン
ネ
ル

で
あ
る
。
ま
た
瀬
戸
内
町
で
施
工
中

の
地
頭
ト
ン
ネ
ル

(延
長
一
、
0
六

五
メ
ー
ト
ル
)
は
今
年
三

月
二
五

日
に
供
用
を
開
始
す
る
予
定
で
あ
り
、

住
用
村
で
施
工
中
の
第
二
和
瀬
ト
ン

ネ
ル

(延
長
五
〇
九
メ
!
ト
ル
)
は

平
成
九
年
度
の
完
成
を
め
ざ
し
て
建

設
中
で
あ
る
o

こ
の
よ
う
に
地
形
的
な
制
約
か
ら
、

改
良
工
事
に
あ
た
っ
て
は
ト
ン
ネ
ル

や
橋
梁
が
多
く
、
工
事
費
も
か
さ
む

が
こ
れ
ら
は
奄
美
群
島
振
興
開
発
特

別
措
置
法
に
よ
り
国
庫
の
負
担
で
整

備
を
行

っ
て
い
る
o

走
る
植
物
園

亜
熱
帯
に
位
置
す
る
奄
美
大
島
。
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国
道
五
八
号
の
沿
線
は
、
め
ず
ら
し

い
熱
帯
性
の
植
物
が
ド
ラ
イ
バ
ー
の

気
分
を
な
ご
ま
せ
て
く
れ
る
。
近
年

ト
ン
ネ
ル
が
で
き
て
通
行
は
格
段
に

便
利
に
な
っ
た
が
、
沿
道
の
四
季

折
々
の
景
色
、
植
物
を
楽
し
め
る
の

は
つ
づ
ら
折
り
の
旧
道
で
あ
る
。

初
夏
。
奄
美
の
梅
雨
は
五
月
中
旬

に
始
ま
る
。
本
茶
峠
の
雨
に
ぬ
れ
た

コ
ン
ロ
ン
カ
の
白
い
葉
は
梅
雨
入
り

を
告
げ
る
o

夏
。
青
い
海
、
真
っ
青
な
空
か
ら

照
り
つ
け
る
真
夏
の
太
陽
。
夏
は
や

は
り
真

っ
赤
な
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス
が
似

合
う
。
名
瀬
市
の
国
道
五
八
号
、
本

茶
バ
イ
パ
ス
は
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス
ロ
ー

ド
と
銘
打
っ
て
整
備
中
で
あ
る
。

秋
。
奄
美
で
は
季
節
風
の
一
番
を

み
い
に
し

(新
北
風
)
と
呼
ぶ
。
肌

寒
さ
を
運
ん
で
く
る
み
い
に
し
。
や

わ
ら
か
な
秋
の
日
差
し
の
中
、
み
い

に
し
に
揺
れ
る
野
の
芙
蓉
に
は
ど
こ

か
寂
し
さ
が
漂
う
。

こ
の
時
期
、
名
瀬
市
内
の
公
園
は

夜
な
夜
な
八
月
踊
り
で
賑
わ
う
。
出

身
集
落

(地
元
の
人
は

｢し
ま
｣
と

い
う
)
ご
と
輪
に
な
り
、
男
女
の
掛

合
で
唄
が
は
じ
ま
る
。
初
め
は
遅
く
、

次
第
に
テ
ン
ポ
が
早
く
な
り
、
最
後

は
六
調
で
お
わ
る
。

ハイ ビスカスロー ド

冬
。
四
季
が
は
っ
き
り
し
な
い
奄

美
に
も
冬
は
あ
る
。
海
洋
性
気
候
で

気
温
が
一
〇
度
以
下
に
な
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
無
い
が
、
季
節
風
の
せ
い

も
あ
り
、
実
際
の
気
温
よ
り
寒
く
感

じ
る
。
季
節
風
を
切
る
松
の
枝
。
松

の
木
に
遠
慮
が
ち
に
白
玉
か
ず
ら
が

ま
き
つ
く
。
北
風
に
小
刻
み
に
揺
れ

る
白
玉
は
冬
の
到
来
を
告
げ
る
。

国
道
を
一
歩
離
れ
る
と
原
始
を
と

ど
め
る
林
の
中
に
は
、
な
ご
ラ
ン
、

ふ
う
ラ
ン
、
大
タ
ニ
ワ
タ
リ
等
奄
美

独
特
の
嫌
日
性
植
物
が
多
く
見
ら
れ

る
。
日
照
の
強
い
平
地
は
ク
ロ
ト
ン
、

浜
昼
顔
、

ハ
マ
ボ
ウ
、
ア
ダ
ン
、
ド三

住用村のマングローブ
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ラ
セ
ナ
、
野
ボ
タ
ン
、
ブ
ー
ゲ
ン
ビ

リ
ア
等
の
赤
、
青
、
黄
、
緑
、
紫
で

満
艦
飾
で
あ
る
o

一
方
、
見
逃
せ
な
い
の
は
国
道
五

八
号
の
旧
道
、
住
用
村
三
太
郎
峠
の

ひ
か
げ
へ
ご
の
群
落
で
あ
る
。
奄
美

で
ひ
っ
そ
り
と
生
涯
を
終
え
た
孤
高

の
画
家
、
田
中
一
村
も
好
ん
で
ひ
か

げ
へ
ご
を
描
い
て
い
る
。
ひ
か
げ
へ

ご
の
群
落
を
抜
け
る
つ
づ
ら
折
り
は

太
古
の
道
で
あ
る
。

ま
た
峠
を
下
っ
た
西
仲
間
地
区
の

左
手
一
帯
に
は
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
が

広
が
っ
て
い
る
。
昭
和
天
皇
も
絶
賛

シリーズ / あの道 この道



さ
れ
た
約
七

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
マ
ン

グ
ロ
ー
ブ
林
は
手
付
か
ず
の
自
然
を

満
喫
で
き
る
o

名
瀬
市
街
地
の
道
路
整
備

奄
美
大
島
は
太
平
洋
戦
争
後
、
琉

球
政
府
の
管
轄
下
に
置
か
れ
て
い
た

が
昭
和
二
八
年
に
日
本
に
復
帰
し
た
。

こ
の
間
、
琉
球
政
府
に
よ
り
市
街
地

部
の
地
籍
調
査
が
行
わ
れ
、
復
帰
後

に
実
施
し
た
土
地
区
画
整
理
事
業
の

換
地
計
画
従
前
図
に
は
こ
の
図
面
を

利
用
し
て
い
る
。

日
本
に
復
帰
し
た
直
後
の
昭
和
三

〇
年
、
名
瀬
市
街
地
は
大
火
に
見
舞火災復興で整備された名

火災復興で整備された古仁屋市街地

わ
れ
火
災
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業

で
整
備
さ
れ
た
。
引
き
続
き
二
次
、

三
次
、
四
次
地
区
と
施
行
し
市
街
地

部
の
国
道
五
八
号
は
土
地
区
画
整
理

事
業
で
整
備
し
て
い
る
o

ま
た
現
在
も
郊
外
部
の
輪
内
地
区
、

平
田
地
区
の
二
地
区
を
施
行
中
で
あ

る
↓0昭

和
五
四
年
に
事
業
着
手
し
た
輪

内
地
区
は
事
業
が
概
成
し
、
現
在
は

換
地
処
分
に
向
け
換
地
計
画
を
作
成

中
で
あ
る
。
平
成
元
年
に
着
手
し
た

平
田
地
区
に
は
減
価
補
償
金
を
導
入
、

地
区
内
を
通
る
国
道
五
八
号
の
整
備

に
あ
た
っ
て
は
公
共
施
設
管
理
者
負

　
　
　　
　　

担
金
を
土
地
区
画
整
理
施
行
者
の
名

瀬
市
に
支
払
い
、
工
事
は
県
大
島
支

庁
で
施
工
し
て
い
る
o

奄
美
大
島
を
縦
貫
し
た
国
道
五
八

号
は
奄
美
大
島
の
南
端
の
町
、
北
緯

二
八
度
線
の
瀬
戸
内
町
へ
。
瀬
戸
内

町
古
仁
屋
の
町
も
昭
和
三
三
年
に
大

火
に
見
舞
わ
れ
国
道
五
八
号
を
含
む

市
街
地
は
火
災
復
興
土
地
区
画
整
理

事
業
で
整
備
さ
れ
た
。

奄
美
の
洋
上
国
道

市
街
地
部
を
抜
け
国
道
五
八
号
は

三
た
び
大
島
海
峡
に
ダ
イ
ビ
ン
グ
す

る
。
波
穏
や
か
な
美
し
い
リ
ア
ス
式

海
岸
が
続
く
大
島
海
峡
は
透
明
度
の

高
い
海
中
に
色
あ
ざ
や
か
な
熱
帯
魚

と
色
と
り
ど
り
の
珊
瑚
が
群
生
し
て

い
る
。
向
か
い
側
は
加
計
呂
麻
島
、

大
島
海
峡
を
抜
け
、
さ
ら
に
南
下
す

る
o闘

牛
で
知
ら
れ
る
徳
之
島
は
、
長

寿
者
が
多
い
こ
と
で
も
ま
た
知
ら
れ

て
い
る
。
花
と
鍾
乳
洞
の
島
沖
永
良

部
島
、
そ
し
て

｢東
洋
の
海
に
浮
か

ぶ
一
個
の
真
珠
｣
と
い
う
形
容
が

ぴ
っ
た
り
の
美
し
い
島
与
論
島
へ
と

続
く
。

与
論
島
沖
を
抜
け
る
と
北
緯
二
七

度
線
、
国
道
五
八
号
は
こ
こ
で
沖
縄

県
へ
と
弓
き
継
が
れ
る
。
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お
わ
り
に

国
道
五
八
号
は
起
点
鹿
児
島
市
か

ら
沖
縄
県
境
の
与
論
島
ま
で
南
北
に

延
び
る
国
道
で
あ
り
、
緯
度
差
に
し

て
四
度
三
〇
分
も
あ
る
。

種
子
屋
久
諸
島
、
吐
哺
卿
列
島
、

奄
美
群
島
と
連
な
る
各
島
は
地
形
、

地
質
、
林
相
、
植
生
、
気
候
、
歴
史
、

文
化
が
少
し
づ
つ
変
化
し
て
い
く
。

太
古
の
姿
を
と
ど
め
る
手
つ
か
ず
の

大
自
然
、
孤
島
の
厳
し
さ
、
大
和
文

化
か
ら
奄
美
文
化
を
経
て
、
琉
球
文

化
へ
変
化
、
島
一
つ
南
下
す
る
ご
と

に
、
ゆ
っ
く
り
変
わ

っ
て
い
く
様
等

を
肌
で
感
じ
な
が
ら
、
温
帯
か
ら
亜

執
響
冊
へ
と
移

っ
て
行
く
。

国
道
五
八
号
は
ロ
マ
ン
あ
ふ
れ
る

夢
の
国
道
で
あ
る
。



道の
- 古道からの旅立ち-
伊

一
は
じ
め
に

ー
え
ひ
め
の
地
形
と
県
名
の
由
来
舅

四
国
は
島
国
で
あ
り
か
つ
山
国
で

あ
る
。

そ
の
一
角
を
占
め
る
愛
媛
県
は
四

国
の
北
西
部
に
位
置
し
、
県
を
東
西

に
縦
走
す
る
中
央
構
造
線
を
境
と
し

て
、
北
側
に
は
瀬
戸
内
海
に
面
し
た

平
野
が
広
が
り
、
南
側
に
は
四
国
の

脊
梁
を
な
す
四
国
山
脈
や
雄
大
な
四

国
カ
ル
ス
ト
が
広
が
っ
て
い
る
o

･↑′′′

均

い
し
づ
ち
さ
ん

本
県
は
、
霊
峰
石
鎚
山

(
一
、
九

八
二
m
)
を
は
じ
め
多
く
の
険
し
い

山
々
や
盆
地
が
多
数
あ
り
、
林
野
面

積
が
約
七
割
を
占
め
る
全
体
的
に
山

地
の
多
い
地
形
で
あ
る
が
、
一
方
、

北
は
瀬
戸
内
海
国
立
公
園
、
南
は
足

ず
り摺

宇
和
海
国
立
公
園
と
青
い
海
に
囲

ま
れ
、
南
予
の
リ
ア
ス
式
海
岸
や
大

小
二
〇
〇
余
り
の
島
々
が
散
在
す
る

な
ど
全
国
五
位
の
一
、
六
二
四
･
七

如
に
及
ぶ
海
岸
線
を
有
し
て
お
り
、

海
、
山
両
面
の
自
然
の
景
観
に
恵
ま図 1 愛媛の観光マップ

れ
た
、
多
様
で
美
し
い
地
形
と
な
っ

て
い
る
。

ま
た
、
本
県
は
、
江
戸
時
代
ま
で

｢伊
予
｣
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
明

治
六
年
に
県
名
の

｢愛
媛
｣
が
誕
生

し
た
。

こ
の
愛
媛
は

｢古
事
記
｣
の

｢伊

え
ひ
め

予
ノ
国
を
愛
比
売
と
請
い
｣
か
ら

採
っ
た
も
の
で
、｢愛
比
売
｣
は
伊
予

国
に
や
ど
る
女
神
で
あ
り
、
｢愛
媛
｣

の
県
名
の
意
味
は
、
か
わ
い
い
姫
、

う
つ
く
し
い
女
神
と
い
う
こ
と
に
な

る
よ
う
で
あ
る
o

伊
予
国
の
う
つ
く
し
い
風
土
と
、

そ
こ
に
住
む
人
々
の
ぬ
く
も
り
の
あ

る
温
厚
な
人
柄
を

｢愛
媛
｣
と
い
う

美
し
い
響
き
を
も
つ
県
名
で
あ
ら
わ

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

二

伊
予
の
時
代
の
陸
上
交
通

事
古
代
か
ら
近
世
-

=

伊
予
の
古
道

こ
の
伊
予
の
国
の
お
け
る
陸
上
交

通
の
歴
史
を
み
る
と
、
古
代
は
、
律

令
制
度
の
確
立
と
と
も
に
、
政
府
は
、

全
国
を
京
師
、
畿
内
、
七
道
に
分
け
、
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各
街
道
(太
政
官
道
)
を
整
備
し
て
、

都
と
地
方
国
府
と
の
緊
密
な
連
絡
を

図
っ
た
が
、
こ
の
時
代
、
伊
予
は
紀

伊
･
淡
路
･
四
国
を
含
む
南
街
道
に

き
ぬ
き

属
し
て
お
り
、
讃
岐
の
国
府

(香
川

県
坂
出
市
)
か
ら
伊
予
の
国
府

(今

治
市
)
に
通
じ
た
道
が
あ

っ
た
。
(ち

な
み
に
全
国
的
に
有
名
な
日
本
最
古

の
温
泉

｢道
後
温
泉
｣
の
｢道
後
｣

の
名
称
は
、
伊
予
の
国
府
よ
り
以
西

は
宮
道
の
後
に
あ
っ
て
道
後
と
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
)
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~

~

~
~
~
~
~
~

江

山

山
川
洲
島
毛
治

之

和

=

　

　
　
　
　
　
　
　

　

通
り
道
道
道
通
過
通

初
中
局
副
D
割
繃
蓑

街
瀦
街
街
街
蟷
街
官
学
拗
測
泥
れ
乍
饉
踊

街
妓
創
治
方
湖
稲
毛
政
恰
任
蜥
ば
側
蜥
止
遜

譜
(

今
久
大
字
宿
太

駅
駅
駅
駅
駅
駅
…
…

/
辯　　

:
(

今
久
大
字
宿
太

駅
駅
駅
駅
駅
駅
“

=

…“
騙
罷
奪
お
“
智
敷
居
丼
岡
背

…

　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

-I
T

I
"
…
…
④
⑤
⑥
⑨
⑤
⑤
…

近
世
に
な
っ
て
、
徳
川
幕
府
は
江

戸
日
本
橋
を
起
点
に
五
街
道

(東
海

道
、
中
山
道
、
日
光
街
道
、
甲
州
街

道
、
奥
州
街
道
)
を
定
め
、
交
通
制

度
の
整
備
を
行
い
、
地
方
に
お
い
て

も
諸
大
名
の
手
で
脇
街
道
と
か
往
還

と
呼
ば
れ
た
主
要
街
道
が
整
備
さ
れ

た
。本

県
に
お
い
て
も
図
2
に
み
ら
れ

る
街
道
が
存
在
し
た
。

こ
の
街
道
は
、
参
勤
交
代
な
ど
政

治
上
の
目
的
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た

も
の
で
、
物
資
の
輸
送
が
主
目
的
で

は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
全
国
的
に

は
交
通
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
く
中

で
、
伊
予
に
お
け
る
街
道
の
整
備
は

そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
い
な
か
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
伊
予
の
各
藩
は
、

参
勤
交
代
は
陸
路
を
と
ら
ず
に
も
っ

ぱ
ら
海
路
を
利
用
し
た
こ
と
や
、
軍

事
上
に
お
い
て
も
街
道
整
備
の
必
要

が
そ
れ
ほ
ど
な
か
っ
た
た
め
と
言
わ

れ
て
い
る
。

愛
媛
県
の
地
形
は
最
初
に
述
べ
た

と
お
り
、
島
国
で
あ
り
か
つ
山
国
で

あ
る
。

東
京
･
大
阪
な
ど
の
政
治
経
済
の

中
心
地
と
海
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
、

海
運
に
よ
る
ほ
か
交
通
の
便
も
も
た

ず
、
ま
た
県
内
の
各
地
域
は
大
き
く

ぶ
ん
ご

瀬
戸
内
海
側
と
豊
後
水
道
側
に
二
分

さ
れ
、
さ
ら
に
山
地
に
よ
っ
て
細
か

lob o l0 20 30

注)桜三里街道(松山~ 小松)、金毘羅街道(三芳~ 川之江)、
土佐街道 (松山~ 東川) という場合もある。

資料 :愛媛県史 地誌 I (総論) 一部修正加筆

図 2 愛媛県の街道と遍路道



く
分
断
さ
れ
て
い
る
た
め
交
通
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
発
達
が
常
に
遅
れ
を

と

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
(た
だ
、
当

時
は
海
の
回
廊
と
呼
ば
れ
、
古
く
か

ら
船
運
の
発
達
し
た
瀬
戸
内
海
に
面

し
た
地
域
で
は
、
波
静
か
な
海
を
利

用
し
た
航
路
網
が
四
通
八
達
し
て
い

て
、
決
し
て
交
通
の
不
便
な
地
域
と

は
い
え
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。)

②

遍
路
道

な
お
、
本
県
の
近
世
の
道
路
と
し

て
も
う
一
つ
大
切
な
も
の
は
、
弘
法

大
師
ゆ
か
り
の
四
国
八
十
八
ヶ
所
札

所
参
詣
の
道
と
し
て
の

｢遍
路
道
｣

で
あ
る
。

遍
路
道
の
明
確
な
起
源
は
、
不
詳

で
あ
る
。

し
か
し
、
既
に
平
安
時
代
の
末
期

に
は
そ
の
素
地
が
で
き
て
い
た
と
思

わ
れ
、｢今
昔
物
語
集
｣
に
は
、
太
丑
日、

仏
の
道
を
行
け
る
僧
、
三
人
伴
な
ひ

て
、
四
国
の
辺
地
と
云
は
、
伊
予
讃

岐
阿
波
土
佐
の
海
辺
の
廻
り
也
。
其

の
憎
共
、
其
を
廻
け
る
に
思
い
か
け

ず
山
に
踏
入
に
け
り
。
深
き
山
に
迷

に
げ
れ
ば
浜
の
辺
に
出
む
こ
と
を
願

ひ
け
り
。｣
と
あ
り
、
｢四
国
遍
路
｣
の

初
め
は
、
専
ら
修
業
僧
の
修
業
の
道

場
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

や
が
て
一
般
庶
民
に
も
普
及
し
て
い

た
も
の
で
あ
る
o

庶
民
遍
路
が
盛
行
し
だ
す
の
は
江

戸
時
代
に
な
っ
て
で
あ
り
、
江
戸
時

代
後
期
の
遍
路
の
年
間
総
数
は
、
一

万
五
、
0
0
0
人
に
近
い
数
に
な
る

と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

本
県
内
に
は
、
南
宇
和
郡
御
荘
町

か
ん
じ
ざ
い
じ

の
四
〇
番
札
所
観
自
在
寺
を
皮
切
り

に
二
六
の
札
所
が
あ
る
が
、
遍
路
道

は
そ
の
名
の
通
り
遍
路
道
で
あ
っ
て
、

一
部
地
域
で
は
、
札
所
の
門
前
町
か

ら
商
業
の
中
心
集
落
へ
発
達
し
た
と

こ
ろ
も
あ
る
が
、
一
般
庶
民
の
日
常

生
活
や
経
済
活
動
に
密
着
せ
ず
、
他

の
街
道
の
よ
う
に
自
動
車
が
通
行
す

る
道
路
に
な
る
ま
で
の
発
展
に
は
至

こ
こ
で
、
本
県
道
路
の
発
展
の
歴

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

史
を
、
他
県
と
結
ぶ
代
表
的
な
街
道

こ
の
遍
路
道
は
、
昔
の
風
情
を
残

で
あ
る
土
佐
街
道

(現
国
道
三
三
号
)

す
も
の
の
夏
草
に
覆
わ
れ
、
静
か
に

を
例
に
し
て
紹
介
し
た
い
。

消
滅
し
か
け
て
い
た
が
、
現
在
で
は
、

=

土
佐
街
道
か
ら
国
道
三
三
号
へ

｢四
国
の
み
ち
｣
に
衣
替
え
し
て
整

の
経
緯

備
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
の
土
佐
街
道
は
、
現
在

の
国
道
三
三
号
の
経
路
と
は
そ
の
様

三

近
代
的
道
路
へ
の
発
展

相
を
異
に
し
、
松
山
か
ら
三
坂
峠
を

事
土
佐
街
道

(現
国
道
三
三
号
)

登
り
、
久
万
、
七
鳥

(美
川
村
)
を

の
発
展
ー

重
り
、
土
佐
の
池
川
に
至
り
高
知
に

明
治
初
期
に
お
い
て
も
、
本
県
の

通
じ
る
道
で
、
松
山
か
ら
土
佐
境
ま

道
路
の
整
備
は
殆
ど
な
さ
れ
ず
、
藩

で
一
二
里
一
八
町

(約
四
九
如
)
で

制
時
代
の
旧
街
道
が
そ
の
ま
ま
用
い

あ

っ
た
。

ら
れ
、
明
治
初
年
か
ら
二
〇
年
こ
ろ

こ
の
道
路
が
近
代
道
路
と
し
て
の

に
か
け
て
は
｢愛
媛
県
に
道
路
な
し
｣

夜
明
け
を
迎
え
た
の
は
｢四
国
新
道
｣

と
い
わ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、

と
し
て
の
敷
設
か
ら
で
あ
り
、
明
治

当
時
の
県
の
道
路
行
政
の
実
状
が
よ

一
九
年
に
着
工
し
、
三
坂
峠
の
開
削

く
示
さ
れ
て
い
る
。

な
ど
を
経
て
、
明
治
二
五
年
に
県
道

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
、
本
県
は
、

と
し
て
完
成
し
た
。

潤
い
と
活
力
の
あ
る
愛
媛
づ
く
り
を

こ
の
道
路
は
、
旧
道
路
法
が
大
正

目
指
し
て
、
生
活
優
先
、
文
化
重
視

九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
こ

の
生
活
文
化
県
政
を
推
進
す
る
中
で
、

と
に
伴
い
、
県
道
松
山
高
知
線
と
し

特
に
交
通
基
盤
の
整
備
に
積
極
的
に

て
認
定
さ
れ
、
そ
の
後
、
昭
和
二
〇

取
り
組
み
、
県
土
の
均
衡
あ
る
発
展

年
一
月
八
日
に
知
事
が
管
理
す
る
国

を
図

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

道
二
三
号
に
編
入
さ
れ
、
昭
和
二
七
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土
佐
街
道
を
通
行
す
る
に
あ
た
っ

ま
た
、
昭
和
三
八
年
五
月
一
〇
日

に
建
設
大
臣
が
管
理
す
る
区
間
に
編

入
さ
れ
、
昭
和
四
〇
年
四
月
一
日
に

一
般
国
道
三
三
号

(高
知
市
…
松
山

市

実
延
長
一
二
四
如
)
と
し
て
指

年
三
一月
四
日
に
一
級
国
道
三
一

定 市 一 入 に に 年 表 1 国道33号関係年表
@ ) さ 般 さ 建 ま 指 一

年れ 実 玉 れ 設 た 定 二 年 記 事

藩政時代
明治19年 (1886)

大正 9年(1920) 4月 1日

昭和20年 (1945) 1月 8 日

〃 27年 (1952)12月 4ロ

〃 34年 (1959)

〃 37~ 41年 (1962~ 66)

〃 40年 (1965) 3月29日

〃 41年 (1966)

〃 42年(1967) 7月

〃 43年 (1968) 3月

〃 57年 (1982) 3月

土佐街道と称されていた。
従来の土佐街道の西に砥部から三坂峠に通ずる三

坂峠道の建設が始まる (竣工同27年)。
県道松山- 高知線として認定される。
23号国道に指定 (内務省告示第 1号) される。
一級国道33号に指定 (政令第177号) される。
美川村河口橋の建設に着工 (一次改築工事の開始)

三坂峠、 砥部坂の改築工事が行われる。
一般国道33号に指定 (政令第58号)。
二次改築工事が始まる。
全区間が直轄管理となる。
一次改築がすべて完了。
砥部道路が全線二車線 (暫定) で供用開始 (着工

は48年)。

て
い
る

に 編 日 号

こ
の
三
坂
峠
は
、
松
山
市
と
上
浮

穴
郡
久
万
町
と
の
境
界
に
あ
る
標
高

七
二
0
m
の
峠
で
あ
り
、
峠
に
至
る

ま
で
の
最
後
の
部
落

(標
高
三
〇
〇

m
)
か
ら
峠
ま
で
急
峻
坂
道
が
二
蝿

も
続
き
、
難
所
中
の
難
所
で
あ
っ
た

が
、
こ
の
道
路
は
城
下
町
と
久
万
地

域
を
結
ぶ
重
要
な
ル
ー
ト
で
あ
る
と

が も m ま 七 穴 る
、 続 ) で 二 郡 こ o

こ か

て
最
大
の
難
所
が

｢三
坂
峠
｣
で
あ

ら 取 m 万 三 の
資料 『ー叩圏地方建設局2o年史｣(昭和53年、 建設省四国地方建設局)等をも はご

豊田作成

且 ノ~ 松山城

森楼 = A 讓 ----‐ 旧道

慰原
且 里塚石

火宝寺

と
も
に
、
遍
路
道
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
荷
駄
の
往
来
も
多
く
、
馬
子
達

が
こ
の
難
所
に
挑
ん
だ
の
で
あ
る
。

こ
の
三
坂
峠
の
交
通
を
語
る
の
に
、

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
馬
子
歌
が
あ
る
。

峠
を
越
え
る
馬
子
た
ち
は
、
凍
え

る
手
綱
を
握
り
締
め
、
哀
調
切
々
と

歌
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ

る
の
で
、

一
部
を
紹
介
し
た
い
。

｢三
坂
馬
子
歌
｣

三
坂
越
え
り
や
雪
降
り
か
か
る

馬
よ
歩
け
よ
く
つ
買
う
て
は
か
そ

帰
り
や
と
う
き
び
煮
て
食
わ
そ

ホ 帰 馬 ホ
三 イ リ よ ニ イ

水 や 歩 木
イ と げ イ

馬
よ
歩
け
よ
く
つ
買
う
て
は
か
そ

二
足
五
文
の
安
ぐ
つ
を

図 3 土佐街道 (愛媛県内)
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も
ど
り
や
妻
子
が
泣
き
か
か
る

ホ
イ
ホ
イ

四
む
ご
い
も
ん
ぞ
や
明
神
馬
子
は

三
坂
夜
で
て
夜
も
ど
る

ホ
イ
ホ
イ

(以
下
略
)

③

土
佐
街
道
の
整
備

ー
四
国
新
道
の
開
削
ー

県
内
の
道
路
も
、
明
治
中
期
か
ら

荷
物
運
搬
に
大
型
の
荷
馬
車
が
登
場

し
は
じ
め
た
た
め
、
次
第
に
整
備
さ

れ
だ
し
た
が
、
愛
媛
の
近
代
道
路
の

夜
明
け
は
、
｢四
国
新
道
｣
の
敷
設
か

ら
で
あ
っ
た
。

四
国
新
道
は
、
讃
岐
の
大
久
保
謳

之
丞
の
提
唱
や
上
浮
穴
郡
長
桧
垣
伸

ら
の
陳
情
で
、
愛
媛
･
高
知
･
徳
島

の
三
県
が
協
力
し
て
、
現
在
の
国
道

三
二
号
と
三
三
号
に
相
当
す
る
新
道

の
開
削
を
計
画
し
た
も
の
で
、
費
用

の
三
分
の
一
に
つ
い
て
国
庫
補
助
を

受
け
て
、
明
治
一
九
年
四
月
琴
平
で

起
工
式
を
行
い
、
同
二
七
年
完
成
し

た
も
の
で
あ
る
o

こ
の
四
国
新
道
と
し
て
整
備
さ
れ

た
土
佐
街
道
は
、
明
治
二
五
年
に
竣

工
し
た
が
、
こ
の
道
路
の
構
造
規
格

は
当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
も
の
で
、

名
実
と
も
に
四
国
の
近
代
道
路
の
先

駆
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

土
佐
街
道
の
う
ち
三
坂
新
道
の
開

削
に
当

っ
た
人
々
の
う
た
っ
た

｢新

道
開
削
か
ぞ
え
唄
｣
(作
者
･
郡
長
桧

垣
伸
)
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

歌
に
は
工
事
の
目
的
や
願
望
が
よ
く

歌
い
込
ま
れ
て
い
る
の
で
全
文
を
紹

介
す
る
。

一
ツ
ト
セ

人
の
知
り
起
る
伊
予
土
佐
の

(r籤南新聞｣ 明治39年 9 月24日付による)

図 5 四国新道開削の戯画

通
路
は
山
ま
た
山
ば
か
り

ソ
レ
開
削
セ
ー

ニ
ツ
ト
セ

は
こ
び

ふ
だ
ん
の
運
輸
も
戦
時
に
も

通
行
便
利
が
第
一よ

ソ
レ
国
の
定
め
-

三
ツ
ト
セ

道
は
馬
車
道
四
間
幅

-間
三
尺
勾
配
に

ヨ
ク
測
量
セ
ー

四
ツ
ト
セ

よ
も
だ
た
の
み
じ
ゃ
出
来
は
せ
ぬ

前
代
未
聞
大
事
業

ミ
ナ
熱
心
セ
ー

五
ツ
ト
セ

岩
も
掘
り
割
れ
山
も
ぬ
け

往
来
に
不
自
由
の
な
い
よ
う
に

ソ
レ
破
裂
薬

六
ツ
ト
セ

む
つ
か
し
う
て
も
三
年
の

月
日
の
う
ち
に
は
し
あ
げ
た
い

こ
の
開
削
を

七
ツ
ト
セ

難
所
の
工
事
は

久
万

三
坂

黒
岩

黒
川

大
見
槍

ソ
レ
突
キ
通
セ
ー
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バ

高
知

(渡辺茂雄著 ｢四国新道の建設者大久保譲之丞｣ より引用)

図 4 四国新道の略図
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八
ツ
ト
セ

約
束
極
め
し
村
々
の

出
し
夫
は
一村
に
百
人
余

ソ
レ
精
ヲ
出
セ
ー

九
ツ
ト
セ

工
事
の
つ
も
り
は
三
十
万

官
金
ば
か
り
を
当
て
に
せ
ず

ミ
ナ
負
担
せ
よ

十
ト
セ

通
り
ぞ
め
に
は
賑
や
か
に

開
通
式
を
ば
し
て
み
な
い

土
予
国
境
で

④

街
道
の
利
用
形
態

こ
の
街
道
が
四
国
新
道
と
し
て
完

成
し
た
当
時
は
、
自
動
車
が
な
い
時

改修急ピッチ三坂峠(昭41年 1月当時)

代
で
あ
り
、
馬
車
が
通
る
た
め
の
道

路
で
し
か
な
か
っ
た
。

客
馬
車
が
初
め
て
通
っ
た
の
は
、

明
治
三
一
年
で
あ
り
、
下
り
坂
で
は
、

馬
車
の
前
を
人
が
走
り
、
時
お
り
対

し
て
く
る
馬
車
や
人
力
車
に
、
大
き

な
声
で
合
図
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー

ド
も
残

っ
て
い
る
o

ト
ラ
ッ
ク
が
初
め
て
走
っ
た
の
は
、

大
正
三
年
で
、
国
鉄
バ
ス

(当
時
は

省
営
バ
ス
と
よ
ん
だ
)
は
昭
和
一
〇

年
か
ら
と
記
録
に
残

っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
バ
ス
が
往
来
で

き
る
だ
け
の
幅
員
を
も
つ
道
路
を
、

す
で
に
明
治
二
五
年
に
完
通
さ
せ
て

い
た
の
は
感
嘆
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

は
、
い
く
つ
も
の
山
を
削
り
、
三
坂

(完
成
当
時
は
、
あ
ま
り
に
も
広
い

随
道
と
塩
ケ
森
随
道
の
二
つ
の
ト
ン

道
幅
で
あ
る
た
め
、
開
削
に
努
力
し

ネ
ル
が
山
を
つ
ら
ぬ
き
、
装
い
を
新

た
郡
長
桧
垣
伸
は
、
一
部
の
人
々
か

た
に
し
た
の
で
あ
る
。

ら
気
ち
が
い
よ
ば
わ
り
さ
れ
た
と
も

松
山
か
ら
久
万
町
ま
で
の
所
要
時

い
わ
れ
る
。
)

間
は
、
戦
前
は
二
時
間
近
く
か
か
っ

だ
が
、
四
国
新
道
は
難
所
三
坂
峠

て
い
た
の
が
、
約
五
〇
分
に
短
縮
さ

の
解
消
に
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
。

れ
、
か
つ
て
は
陸
の
孤
島
と
呼
ば
れ

こ
の
道
路
が
、
川
や
谷
に
沿
い
山

た
時
代
も
あ
っ
た
久
万
町
も
、
現
在

脈
を
縫
っ
た
道
路
で
あ
り
、
特
に
三

は
、
松
山
へ
の
通
勤
･
通
学
が
可
能

坂
峠
で
は
延
長
四
･
四
蝿
の
平
均
勾

に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

配
が
六
･
二
%

(最
大
一
0
%
)、小

◎

国
道
三
三
号
の
今
後
の
展
望

屈
曲
線
が
三
五
カ
所
と
多
く
、
ま
た

国
道
三
三
号
の
整
備
の
経
緯
に
つ

S
形
曲
線
の
た
め
車
の
対
向
離
合
も

い
て
、
こ
れ
ま
で
愛
知
県
内
だ
け
に

容
易
で
な
く
、
見
通
し
も
悪
い
た
め
、

着
目
し
て
述
べ
て
き
た
が
、
こ
の
道

車
の
転
落
事
故
も
多
く
、
さ
ら
に
は
、

路
が

｢土
佐
街
道
｣
と
呼
ば
れ
て
い

冬
期
に
は
雪
の
た
め
た
び
た
び
通
行

た
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
最
終

不
能
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

目
的
地
が
土
佐

(高
知
県
)
で
あ
り
、

③

戦
後
に
お
け
る
道
路
の
発
展

愛
媛
県
と
高
知
県
の
県
庁
所
在
地
を

こ
の
三
坂
峠
を

一
変
さ
せ
た
の
は
、

む
す
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
併

昭
和
三
二
年
か
ら
一
〇
年
の
歳
月
と

せ
て
、
日
本
海
、
瀬
戸
内
海
、
太
平

一
四
〇
億
円
と
い
う
巨
費
を
費
や
し
、

洋
を
結
ぶ
国
土
の
横
断
軸
を
な
す
極

二
車
線
の
道
路
と
し
て
改
良
さ
れ
た

め
て
重
要
な
幹
線
道
路
で
あ
る
。

現
在
の
国
道
三
三
号
に
な
っ
て
か
ら

ま
た
、
沿
線
地
域
に
と
っ
て
、
通

で
あ
る
。

勤
、
通
学
、
医
療
な
ど
日
常
生
活
に

曲
が
り
く
ね
っ
た
で
こ
ぼ
こ
国
道

密
着
し
た
生
活
道
路
で
あ
る
と
と
も

道イテセ 95.11 7!



に
、
高
原
野
菜
な
ど
地
域
の
生
産
物

の
出
荷
や
、
観
光
な
ど
産
業
振
興
の

た
め
の
道
路
で
あ
り
、
生
活
の
充
実

と
地
域
の
活
性
化
の
た
め
に
、
非
常

に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
平
成
六
年
一
二
月
に
は
地

域
高
規
格
道
路
の
｢計
画
路
線
｣
(高

知
松
山
自
動
車
道

概
略
延
長
一
0

○
虹
)
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
。

特
に
、
三
坂
峠
に
つ
い
て
は
、
改

良
が
進
ん
だ
と
い
っ
て
も
、
標
高
は

七
二
0
m
も
あ
り
、
ま
た
、
地
形
が

急
峻
な
こ
と
や
、
冬
期
に
は
積
雪
や

凍
結
が
あ
る
な
ど
、
通
行
規
制
は
現

在
も
た
び
た
び
あ
る
こ
と
か
ら
、
交

通
の
難
所
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
払
拭

さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
が
、
平

成
七
年
八
月
に
、
こ
の
三
坂
峠
を
含

む
区
間
が
地
域
高
規
格
道
路
の

｢整

備
区
間
｣
(国
道
三
三
号

三
坂
道
路

九
緬
)
と
し
て
指
定
さ
れ
た
の
で
あ

る
oこ

れ
ま
で
長
い
間
、
難
所
の
代
名

詞
で
あ
っ
た

｢三
坂
峠
｣
に
、
遂
に

悪
名
を
振
り
払
う
時
が
き
た
の
で
あ

る
%

国
道
三
三
号
の
将
来
に
、
期
待
に

胸
膨
ら
ま
せ
て
い
る
人
々
は
図
り
知

れ
な
い
の
で
あ
る
。

四

お
わ
り
に

-
こ
れ
か
ら
の
愛
媛
の
道
路
ー
･

こ
れ
ま
で
、
本
県
の
道
路
の
発
展

を

｢土
佐
街
道
｣
(国
道
三
三
号
)
と

い
う

一
つ
の
道
路
を
例
に
し
て
述
べ

て
き
た
が
、
近
年
、
本
県
の
道
路
環

境
は
、
平
成
六
年
一
一
月
に
、
待
望

久
し
か
っ
た
四
国
縦
貫
自
動
車
道
の

い
よ
西
条
-
川
内
間
が
開
通
し
、
県

都
松
山
が
四
国
各
県
や
本
州
と
高
速

道
路
で
結
ば
れ
る
と
い
う
本
格
的
な

高
速
交
通
時
代
を
迎
え
て
い
る
。

本
県
は
、
こ
れ
か
ら
二
一
世
紀
に

向
け
て
の
発
展
を
目
指
し
、
瀬
戸
内

海
を
中
心
と
す
る
広
域
経
済
圏
を
構

成
す
る
循
環
交
通
ル
ー
ト
の
形
成
に

向
け
て
、
四
国
縦
貫
･
横
断
自
動
車

道
、
西
瀬
戸
自
動
車
道
の
建
設
促
進

は
も
と
よ
り
、
新
た
な
東
西
軸
と
な

る
太
平
洋
新
国
土
軸
構
想
の
推
進
、

特
に
そ
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
豊
子
海

峡
ル
ー
ト
の
早
期
実
現
、
さ
ら
に
は

日
本
海
、
瀬
戸
内
海
、
太
平
洋
を
結

ぶ
南
北
軸
の
形
成
に
つ
な
が
る
地
域

高
規
格
道
路
等
の
整
備
に
取
り
組
ん

で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
県
内
一
時
間
高
速
交
通
圏

や
生
活
圏
内
三
〇
分
交
通
網
等
の
形

成
を
図
り
、
ハ
イ
モ
ビ
リ
テ
ィ
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
県
土
に
構
築
す
る
た
め
、

積
極
的
に
道
路
行
政
の
推
進
を
図
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

伊
予
の
国
の
時
代
、
必
ず
し
も
満

た
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
か
っ
た

本
県
の
道
路
は
、
着
実
に
歩
み
を
続

け
て
い
る
。
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0

18

月
･日

世

界

の

動

き

○
フ
ラ
ン
ス
国
防
省
が
南
太
平
洋
･
フ
ァ
ン
ガ
タ
ウ
フ
ァ
環
礁
で

核
実
験
を
行
っ
た
と
発
表
。
九
月
五
日
の
ム
ル
ロ
ア
環
礁
で
の
実

験
に
次
い
で
二
回
目
。

○
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国

(北
朝
鮮
)
へ
の
コ
メ
追
加
支
援

に
つ
い
て
、
日
本
と
北
朝
鮮
が
合
意
。
北
朝
鮮
に
三
〇
万
ト
ン
を

延
べ
払
い
輸
出
す
る
こ
と
に
な
り
、
六
月
に
合
意
し
た
一
次
分
と

合
わ
せ
る
と
計
五
〇
万
ト
ン
を
支
援
す
る
こ
と
に
な
る
。

○
ボ
ス
ニ
ア
･
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
政
府

(モ
ス
レ
ム
人
勢
力
)
と

セ
ル
ビ
ア
人
勢
力
が
、
停
戦
協
定
に
調
印
。
停
戦
は
六
〇
日
間
で
、

ボ
ス
ニ
ア
全
土
が
対
象
。

○
欧
州
自
動
車
生
産
者
連
盟
が
欧
州
連
合

(E
C
)
の
今
年
一
ー

九
月
の
新
車
自
動
車
販
売
台
数
を
発
表
。
総
数
九
〇
六
万
台
で
、

前
年
同
期
比
○
･
四
%
の
微
増
。
こ
の
う
ち
現
地
生
産
を
含
む
ロ

系
車
は
、
一
0
･
九
%
を
占
め
た
が
、
前
年
同
期
に
比
べ
る
と
○
･

ニ
ポ
イ
ン
ト
下
回
っ
た
。

○
米
大
手
自
動
車
メ
ー
カ
ー
、
フ
ォ
ー
ド
･
モ
ー
タ
ー
が
今
年
第

三
･
四
半
期
の
決
算
を
発
表
。
純
益
は
三
億
五
、
七
〇
〇
万
ド
ル

で
、
前
年
同
期
比
約
六
八
%
の
大
幅
減
益
。
米
国
内
の
自
動
車
販

売
台
数
は
八
六
万
九
、
0
0
0
台
で
、
前
年
同
期
比
三
一%
の
減
少
。

○
米
商
務
省
が
八
月
の
貿
易
統
計
を
発
表
。
貿
易
赤
字
は
八
八
億

一
、
八
〇
〇
万
ド
ル
で
、
前
月
に
比
べ
二
一
･
二
%
減
少
。
航
空

機
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
周
辺
機
器
、
半
導
体
な
ど
の
輸
出
が
好
調
。

事

項

鰡
月
･日

国

内

の
動

き

○
大
和
銀
行

(本
社
大
阪
市
)
が
同
行
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
店
で
、

井
ロ
俊
英
･
元
嘱
託
行
員

(四
四
)
が
長
年
、
帳
簿
外
で
米
国
債

投
資
を
続
け
、
こ
の
穴
埋
め
と
し
て
同
行
の
有
価
証
券
を
無
断
で

売
買
し
、
こ
の
結
果
、
約
一
一
億
ド
ル

(約
一
、
一
〇
〇
億
円
)

の
損
失
を
受
け
た
と
、
発
表
し
た
。

○
米
兵
に
よ
る
少
女
暴
行
事
件
に
絡
ん
で
大
川
昌
秀
沖
縄
県
知
事

が
、
県
内
の
反
戦
地
主
ら
が
所
有
す
る
米
軍
用
地
の
強
制
使
用
手

続
き
に
つ
い
て
、
国
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
た
土
地
調
書
な
ど
の
代

理
署
名
を
拒
否
す
る
意
向
を
表
明
。

○
政
府
が
閣
議
で
第
二
次
補
正
予
算
案
の
概
要
を
決
定
。
総
額
五

兆
三
、
二
五
二
億
円
で
、
補
正
予
算
の
規
模
と
し
て
は
過
去
最
大
。

先
に
決
定
し
た
総
事
業
規
模
一
四
兆
円
の
経
済
対
策
の
一
環
と
し

て
具
体
化
し
た
。

○
田
沢
智
治
法
相
が
、
村
山
富
市
首
相
に
辞
表
を
提
出
、
後
任
に

宮
沢
弘
参
院
議
員

(自
民
党
)
が
、
任
命
さ
れ
た
。

○
政
府
が
宗
教
法
人
法
改
正
案
を
閣
議
決
定
、
国
会
に
提
出
し
た
。

広
域
的
に
活
動
す
る
宗
教
法
人
の
所
轄
庁
を
都
道
府
県
知
事
か
ら

文
部
大
臣
に
移
管
す
る
の
が
、
改
正
案
の
柱
と
な
っ
て
い
る
。

○
宝
珠
山
昇
防
衛
施
設
庁
長
官
が
衛
藤
征
士
郎
防
衛
庁
長
官
に
辞

表
を
提
出
。
沖
縄
の
米
軍
用
地
強
制
使
用
の
代
理
署
名
に
つ
い
て

｢村
山
首
相
が
代
行
す
べ
き
だ
｣
と
批
判
的
な
発
言
を
し
た
責
任

を
取
っ
た
。

事

項

“ 月
･日

道

路

行

政

の
動

き

○
道
路
審
議
会
環
境
部
会
が
、
今
後
の
道
路
環
境
整
備
の
あ
り
方

に
つ
い
て
の
第
一
回
部
会
を
開
催
し
た
。

○
磐
越
自
動
車
道
の
竜
ヶ
岳
ト
ン
ネ
ル
の
開
通
式
が
行
わ
れ
た
。

同
ト
ン
ネ
ル
は
長
さ
三
、
六
五
九
m
で
、
磐
越
自
動
車
道

(総
延

長
約
二
一
三
如
)
の
中
で
も
最
長
の
ト
ン
ネ
ル
。
磐
越
自
動
車
道

は
一
九
九
七
年
度
末
の
開
通
を
目
指
し
て
い
る
。

○
二
一
世
紀
初
頭
の
全
線
開
通
を
目
指
し
て
い
る
第
二
束
名
･
名

神
高
速
道
路

(東
京
-
神
戸
間
約
四
九
〇
如
)
の
起
工
式
が
愛
知

県
東
海
市
で
行
わ
れ
た
。
同
高
速
道
路
の
起
工
式
は
全
国
で
初
め
て
。

○
三
菱
重
工
業
が
、
時
速
一
二
○
如
で
走
る
車
か
ら
通
行
料
を
自

動
的
に
引
落
と
す
料
金
徴
収
シ
ス
テ
ム

(E
P
R
)
の
第
一
号
機

(フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
･
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
共
同
開
発
)
を
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
政
府
か
ら
受
注
し
た
、
と
発
表
。

○
全
国
高
速
自
動
車
国
道
建
設
協
議
会

(会
長
平
松
守
彦
大
分
県

知
事
)
が
、
今
年
末
の
予
算
編
成
に
向
け
て
、
平
成
八
年
度
の
高

速
自
動
車
国
道
の
建
設
予
算
の
満
額
確
保
な
ど
を
要
求
し
た
。

事

項
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生
物
学
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
人
類
は
猿
類
と
共
に

霊
長
目
と
い
う
科
目
に
属
し
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。

辞
書
で
霊
長
目
を
引
く
と
、
｢哺
乳
類
の
一
目
で
大

脳
は
よ
く
発
達
し
、
顔
は
短
く
胸
部
に
一
対
の
乳
房

を
備
え
、
手
足
は
物
を
握
る
の
に
適
す
る
｣
と
あ
る
。

こ
の
説
明
に
よ
れ
ば
人
類
と
猿
類
を
同
じ
科
目
の
中

で
処
理
し
た
理
由
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
し
て
も
霊
長

目
と
は
随
分
む
づ
か
し
い
語
を
使

っ
た
も
の
だ
。

霊
長
を
広
辞
苑
で
引
い
て
み
る
と
、｢霊
妙
不
思
議

な
力
を
持
つ
す
ぐ
れ
た
も
の
･
万
物
の
か
し
ら

･
人

類
｣
と
あ
る
。
と
す
る
と
猿
類
は
霊
長
目
に
は
属
す

る
が
、
人
類
で
な
い
の
で
文
字
本
来
の
意
味
で
の
霊

長
で
は
な
い
。
と
い
う
や
･
こ
し
い
こ
と
に
な
る
。

私
は
家
で
は
広
辞
苑
の
一
版
本
を
使
い
、
職
場
に
あ

る
の
は
三
版
本
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
辞
書
で
霊
長

を
引
き
比
べ
て
み
た
。
す
る
と
霊
妙
不
思
議
な
ー
!

ま
で
は
同
じ
表
現
だ
っ
た
が
、
三
版
本
で
人
類
と
な
っ

て
い
る
の
に
、

一
版
本
で
は
人
間
と
な
っ
て
い
る
。

改
訂
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
理
由
は
判
ら
な
い
が
、

権
威
あ
る
と
さ
れ
る
辞
書
が
表
現
方
法
を
変
え
る
と

い
う
の
は
、
大
変
な
こ
と
だ
っ
た
と
思
う
。
私
は
む

し
ろ
改
訂
し
な
い
方
が
よ
か
っ
た
と
思
う
の
だ
が
、

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
人
類
と
人
間
と
は
学
校

教
育
で
い
う
理
科
と
文
科
の
違
い
ぐ
ら
い
の
距
離
が

あ
る
。
人
と
い
う
存
在
を
科
学
と
し
て
冒
頭
の
よ
う

に
分
類
す
れ
ば
人
類
に
な
る
し
、
霊
長
の
よ
う
に
霊

妙
不
思
議
な
力
を
持
つ
も
の
と
観
念
す
れ
ば
人
間
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
言
う
の

は
人
間
と
は
文
字
ど
お
り
人
と
人
と
の
間
柄
で
成
り

立
つ
倫
理
的
な
生
き
物
だ
か
ら
で
あ
る
。

話
が
む
づ
か
し
く
な
っ
た
、
話
題
を
変
え
た
い
。

日
本
で
は
神
仏
混
渚
の
時
代
が
長
く
続
い
た
か
ら
、

神
社
仏
閣
を
飾
る
彫
刻
も
多
様
で
あ
る
。
例
え
ば
三

えん

かっ
こう

猿
。
見
ざ
る
、
聞
か
ざ
る
、
言
わ
ざ
る
の
恰
好
を
し

た
三
匹
の
猿
が
、
鬼
神
の
通
り
み
ち
で
あ
る
東
北
隅

の
鬼
門
に
向
っ
て
、
恭
順
の
意
を
表
す
よ
う
に
身
を

か
ゞ
め
、
そ
の
姿
が
人
に
似
て
い
る
か
ら
、
お
ど
け

て
見
え
る
。
三
猿
の
こ
の
か
た
ち
は
、
人
間
社
会
で

権
威
に
対
す
る
人
々
の
姿
勢
を
示
す
処
世
の
術
に
も

通
用
す
る
。
こ
れ
が
猿
で
な
く
、
四
本
足
の
牛
や
馬

だ
っ
た
ら
今
一
つ
ピ
ン
と
こ
な
い
だ
ろ
う
。
縁
起
も

の
･
十
二
支
の
猿
は
中
と
書
く
。
神
と
い
う
文
字
は

ネ
扇
に
申
で
あ
る
。
中
が
威
儀
の
衣
を
着
た
の
が
神

だ
と
思
っ
た
ら
、
猿
と
は
関
係
が
な
い
ら
し
い
。
十

二
支
は
人
間
に
身
近
な
十
二
の
動
物
と
な
っ
て
い
る

が
、
ね
づ
み
を
子

･
牛
を
丑

･
虎
を
寅
の
よ
う
に
動

物
の
名
ズ
バ
リ
で
は
な
い
。
こ
れ
は
両
者
別
々
の
も

の
が
習
合
し
た
も
の
＼
よ
う
で
あ
る
。
現
に
丑
の
字

源
は
紐
だ
と
い
う
し
、
寅
の
字
は
人
が
家
の
中
で
正

座
し
て
い
る
義
だ
か
ら
、
虎
と
は
関
係
な
い
。
辞
書

に
よ
れ
ば
神
の
字
の
タ
テ
の
棒
は
霊
の
依
代
だ
と
い

う
。
日
の
字
は
そ
の
依
代
を
捧
げ
持
っ
て
い
る
手
の

形
だ
か
ら
、
今
日
の
神
主
さ
ん
の
姿
を
連
想
す
れ
ば

よ
か
ろ
う
o

さ
て
、
霊
長
の
説
明
に
あ
る
霊
妙
不
思
議
な
力
の

中
に
人
が
人
を
う
ら
む
、
怨
恨
も
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

一
ロ
に
怨
恨
と
言
っ
て
も
、
怨
と
恨
と
は
違
う
。
怨

と
は
人
を
う
ら
み
、
報
復
す
る
こ
と
を
い
う
。
織
田

信
長
に
対
す
る
明
智
光
秀
、
忠
臣
藏
な
ど
は
怨
で
あ

る
。

一
方
恨
と
は
怨
よ
り
も
陰
に
こ
も
っ
た
う
ら
み

で
あ
る
。
辞
書
に
｢心
に
止
ま
り
、
怨
の
至
極
深
き

も
の
な
り
。｣
と
あ
る
。
恨
を
い
だ
い
た
人
が
、
相
手

を
ジ
ー
と
恨
み
と
お
す
の
で
あ
る
。
･怨
は
相
手
を
倒

せ
ば
晴
れ
る
陽
性
だ
が
、
恨
は
陰
性
だ
か
ら
お
そ
ろ

し
い
。
恨
む
方
も
倒
れ
る
か
わ
り
恨
ま
れ
る
方
も
倒

れ
、
し
か
も
禍
が
一
族
に
ま
で
影
響
す
る
。
源
氏
物

語
や
能
楽
に
出
て
来
る
呪
い
は
恨
。
恨
み
を
持
つ
女

性
が
真
夜
中
に
、
大
木
の
幹
に
人
形
を
金
釘
で
打
ち

つ
け
て
呪
う
。
あ
の
丑
の
刻
参
り
は
ど
う
考
え
て
も

不
気
味
で
あ
る
。
人
か
ら
う
ら
み
を
買
わ
な
い
よ
う

注
意
す
る
の
も
処
世
の
術
で
あ
る
。

(既
済
)
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